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入 札 説 明 書 
 

「霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式」に係わる入札公告（令和８年６月５日付）

に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程（１７規程

第７号）（以下「会計規程」という。）及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約

事務取扱要領（１７要領第８号）（以下「契約事務取扱要領」という。）に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとする。 

 

１ 契約担当者 

    契約担当役 

      国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 

 

２ 委託業務内容 

 （１）契 約 件 名  霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

 （２）仕 様 等  詳細は別添「仕様書」のとおり。 

 （３）契 約 期 間  自：契約締結日 至：令和９年３月３１日 

（４）工 事 場 所  茨城県つくば市八幡台１－１ 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター   

（５）入 札 方 法 

入札金額については、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とする。入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。 

（６）入札保証金及び契約保証金 

 入札保証金 免除 

契約保証金 納付 ただし、利付き国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共事業履行保証

証券を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免

除する。 

 

３ 競争参加資格 

  （１）契約事務取扱要領第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。 

  （２）令和７・８年度厚生労働省競争参加資格「建設工事」の建築一式のＡ～Ｂのいずれかの等

級に格付けされている者であること。 

 （３）当該業務を確実に実施出来ると認められる体制等を有している者であること。 

 （４）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

 （５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

 （６）その他契約事務取扱要領第３条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であ

ること。 

（７）公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」（平成２１年１２

月２５日閣議決定）の内容について問題がない者であること。  



（８）暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 

（９）法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、

納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 

(10)「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）を遵守し、個人情報の適切

な管理能力を有している事業者であること。 

(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近２年

間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。 

   ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③船員保険 ④国民年

金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

注） 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未

到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあ

っては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認められているものにつ

いては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

（12）過去１５年以内に研究所の新築・改築工事を手掛けた実績があること。 

 

４ 提出書類等 

 （１）質疑書・ご担当者連絡先 

    令和８年６月２４日（水）１７時００分までにメールにて提出すること。また、質疑書

は質疑の有無に関わらず提出すること。 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 筑波総務課   ando.i@nibn.go.jp 

                saito.hi@nibn.go.jp  

 （２）競争参加資格確認書類 

     この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書３の競争参加資格を有することを証

明する書類等（※）を令和８年７月１日（水）１７時００分までに下記６（１）の場所に

提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該

書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 

（※）とは下記の書類である。 

①厚生労働省令和７・８年度競争参加資格の写し  

②会社概要  

③公益法人については、３（７）を証明する書類  

④誓約書（３（３）の誓約書及び３（８）の誓約書） 

   ⑤保険料納付に係る申立書（３（11）の申立書） 

 （３）入札書 

     提出期限は令和８年７月２日（木）１７時００分 （郵送の場合も同様） 

     詳細は下記６を参照。 

 （４）入札辞退届 

     応札しない場合、開札前日（令和８年７月２日）までに提出すること。 

 （５）委任状・年間委任状 

     該当する場合は、開札当日（令和８年７月３日）に開札会場へ持参すること。 

 

５．業務実施場所の現場説明会 

 （１）現場説明会の実施 

本入札に係る各業務の実施場所の現場説明会を次のとおり実施するので、参加を希望す



る場合は、事前に連絡すること。 

      令和８年６月１９日（金） １４：００から１５：００まで 

２）現場説明会の連絡先 

    下記６（１）の問い合わせ先に連絡すること。 

 

６ 入札書等の提出場所等 

 （１）入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  〒３０５－０８４３ 

   茨城県つくば市八幡台１－１ 

   国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 

   筑波総務課 

  電話：０２９－８３７―２０５４ 

 （２）入札書等の提出方法 

①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつそ

の封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「令和８年７月３日開札 霊長類

医科学研究センター機械棟新設工事 一式 入札書在中」と記載しなければならない。 

②郵便（書留郵便に限る。）により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和８年７月

３日開札 霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 入札書在中」の旨記載し、

中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記６の（１）宛に入

札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その

他の方法による入札は認めない。 

③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。 

④入札書の日付は、提出日を記入すること。  

（３）入札の無効 

        次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 

①本入札説明書に示した競争参加資格のない者 

②入札条件に違反した者 

③入札者に求められる義務を履行しなかった者 

④入札書の金額が訂正してある場合 

⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合 

⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合 

  （４）入札の延期等 

      入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行する

ことができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめ

ることがある。 

 （５）代理人による入札 

①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人である

ことの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代

理委任状を提出しなければならない。 

②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ね

ることができない。 

 



７ 開札及び落札後の手続 

（１）開札の日時及び場所 

令和８年７月３日（金）１４時００分 

茨城県つくば市八幡台１－１ 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 

         共同利用管理棟セミナー室 

 （２）開札 

①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が

立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。  

②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応

じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提

出しなければならない。 

④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ

か、開札場を退場することができない。 

⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達し

た価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 

 （３）落札者の決定方法 

①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 

②会計規程第４１条及び契約事務取扱要領第１６条１項の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内である者。 

③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 

④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役

が認めた者。 

  （４）落札条件に該当する者が複数のとき 

前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじ

を引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引

けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者

を決定するものとする。 

 （５）契約書の作成 

①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 

②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契

約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名

押印するものとする。 

③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の

相手方に送付するものとする。 

④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しな

いものとする。 



霊長類医科学研究センター機械棟新設工事特記仕様書 

 

 

1.件名 

 霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

2.工事の目的 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が発注する霊長類医科学研究センター機械

棟新設工事（以下「新設工事」という。）である。 

霊長類医科学研究センターの機械棟は、24 時間 365 日、電力、熱源等のエネルギー源を

繁殖育成施設の第１棟、第２棟、サルを用いた研究施設の第３棟、研究本館、第２研究棟、

第３研究棟へ搬送している重要な施設で、センターの中心部となっており機械棟なくして

センターは機能しないところである。 

この機械棟は、昭和 52 年に建設され竣工から 40 年以上経過し、建物、機械設備等の老

朽化が著しい。現在は故障の都度応急的な修理を行い稼働している状況であるが、修理対応

部品の供給が途絶える局面に来ている。 

繁殖育成施設である第１棟、第２棟では、約 900頭のカニクイザルが飼育されており、研

究に利用されるまで維持管理している。機械棟の設備が故障により空調設備の稼働が停止

した場合には、直ちに動物室の飼育環境が維持できなくなり、貴重な医学用研究資源（サル）

が消失する。政府は、新型コロナウイルス感染症に係る基礎医学研究及び臨床医学研究、疫

学研究を含む社会医学研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染

症への対策の推進を図るとしているが、これの停滞にも繋がるとともにサルの消失ともな

れば、他の事例を見ても動物愛護団体等の厳しい追及を受ける恐れもあるため、新機械棟の

新設工事を行うものである。 

 

 

3.工事の場所 

（１）事業所名  霊長類医科学研究センター 

（２）所 在 地  茨城県つくば市八幡台１－１ 

4.履行期限 令和９年３月３１日 

5.工事概要 

 ①新設対象建築物：機械棟、１階：中央監視室、機械室(空調)、ボイラー室  

 蒸気発生室、工作室、電気室他 

              屋上：空調室外機等 

              地下ピットあり 

              建築面積：905.47㎡ 

 北西部隣接部に形質変更時要届出区域あり、掘削時に接触しない必要あり 

 

 ②新設対象設備：蒸気吸収冷凍機、開放式冷却塔、蒸気発生器、冷却水ポンプ、冷水ポン

プ、原水ポンプ、給水ポンプ、真空給水ポンプ、還水槽、冷水ヘッダー、

蒸気ヘッダー、自動軟水装置、薬液注入装置、空気調和機、中央監視装

置他 

 

 ③新設工事にあたり、石綿障害予防規則その他法令上必要な調査の実施を含む。 



 ④工事内容(予定) 詳細については、別紙を参照。 

  （１） 共通仮設工事 

（２） 直接仮設工事 

（３） 建物基礎工事 

（４） 上屋躯体工事 

（５） 鉄骨・金物工事 

（６） 建具工事 

（７） 防水工事 

（８） 内装工事 

（９） 電気設備工事 

（１０） 機械設備工事 

（１１） 外構工事 

（１２） その他 

 ⑤本件とは別に、第７棟空気調和機更新工事及び第６棟ＭＲＩ更新工事を並行して行う予

定である。 

 

 

 

■共通事項 

1.適用事項 

特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の公共建築工事

標準仕様書 令和 4年版による。 

 

 

2.一般共通事項 

○工事の着手に際し、事前調査を行った上、必要な場所に適切な仮設養生を実施すること。 

 万一、既設工作物・設備等を汚損・損傷した場合は、速やかに担当者に申し出て工事受 

 注者の負担で復旧すること。 

 

なお、現場事務所等を設置する場合は、着手前に仮設施工計画書を提出し、担当者の承 

諾をもって設置すること。 

 

 



○本工事施工に際し、工事内容ごとに予め施工計画書を提出し担当者の承諾を得ること。 

 

○発生材は場外処分(当該新設工事最中の再利用は可能とする）とし、関係法令に従って適

切におこなうこと。 

 

○工事施工に当っては、低騒音・低振動型の建設機械及び工具を使用するよう努力する。 

 

○本工事に使用する機材等は、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。また、JIS・ 

JAS マークの表示のない材料を使用する場合、その製造者は、次の項目を満たす証明とな

る資料を提出すること。 

(1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 

(2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 

(3) 安定的な供給が可能であること。 

(4) 法令等で定める許可、認可、認定または免許を取得していること。 

(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 

(6) 販売、保守等の営業体制を整えていること。 

 

〇調査について、国、自治体あるいはそれらから委託を受けた調査機関より、新設工事に関

連し新規調査あるいは追加調査を求められた場合、実施するものとする。 

 

○工事完成時の提出図書等は以下のとおりとする。 

 ・完成図（施工図含む） 

   Ａ３ アルバム製本 ２部 

   作業前、作業中、作業後等の写真を添付すること。 

   ＣＡＤ及びＰＤＦ両方による電子データ一式 

 ・工事関連図書 一式 

 

3.受注者要件 

 過去 15年以内に研究所の新築・改築工事を手掛けた実績があること。 

 

4.その他の事項 
(1) 受注者は、契約書、仕様書に基づき誠実に履行すること。 
(2) 本件対象の新設を行い、正常に稼働可能とするために必要な作業を行うこと。そのた

めに発生する運賃、撤去、据付費、処分費等の経費はすべて入札金額に含めること。 
(3) 本概要に明記なき事項については、監督職員の指示にしたがうこと。 
 

以上 
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Text
 仮囲い等

Text
 ブロードバンド回線を基本とし、接続については監督職員と事前に

Text
 工事標示板

Text
 設計監理者標示板

Text
 敷地整理

Text
 監督職員の指示による

Text
 工事名称、建築主名、受注者名、設計者名、工事監理者名等を記入すること

Text
 図示以外の障害物の撤去、既存樹木の移植、伐採は監督職員と協議により決定のこと

Text
 取付位置、大きさ、数量は監督職員と協議の上決定のこと

Text
 　（ソフトのバージョンは監督職員の指示による）

Text
 ・プリンタ

Text
 ※設ける　（

Text
 部位

Text
 仕様、仕上の程度　　　建物

Text
 規模

Text
 床

Text
 内壁・天井

Text
 仮ベンチマーク（KBM）の位置

Text
 監督職員事務所等

Text
 ベンチマーク

Text
 ・休憩室

Text
 下記の設備等を設置する他、光熱水料、通信費、接続費、手続き料共受注者の負担とする

Text
 ・机、椅子、文房具等什器備品（詳細は監督職員の指示による）

Text
 ・専用電話

Text
 冷暖房設備

Text
 パソコン関連

Text
 ・パソコン

Text
 （下記ソフトの利用に支障のないもので、機種、OSは

Text
 ・ソフトウエア

Text
 ※モノクロ

Text
 ・インターネット回線

Text
 （設計基準レベル）

Text
 ※Zo＝設計GL＝23.9m　

Text
 仕上

Text
 ※タイルカーペット

Text
 ※化粧パネル

Text
 畳敷き

Text
 台数（　）台　　各パソコンのネットワーク接続含む

Text
 ※ワード

Text
 ※A4トレイ装備

Text
 協議を行う

Text
 監督職員専用とし、プロバイダー手続きは受注者が行う

Text
 　監督職員の指示による）

Text
 その他仮設物

Text
 高さ（m）等

Text
 設置箇所

Text
 塗装仕様等

Text
 ・万能鋼板

Text
 ・波型鋼板

Text
 ・フェンスバリケード

Text
 ・シートゲート

Text
 ・

Text
 ・2.0

Text
 ・3.0

Text
 ・1.8　　・

Text
 幅　　※5.4　・図示

Text
 高さ　※4.5　・

Text
 ※図示の範囲

Text
 ・敷地境界線全周

Text
 ・監督職員指示箇所

Text
 ※図示による

Text
 ・片面単色塗装

Text
 ・片面デザイン塗装

Text
 ・洗車用ピット

Text
 ・車両洗浄機

Text
 完成図

Text
 図書の種類

Text
 官公署その他への

Text
 工事施工及び建物の使用開始（仮使用含む）に必要な書類、図面の作成、及びその関係官庁

Text
 第7条の4までに定められる検査に要する申請手数料は本工事に含まない

Text
 ※縮小アルバム製本

Text
 施工図

Text
 ※縮小アルバム製本

Text
 ※CAD及びPDFデータ

Text
 機器完成図

Text
 への申請手続きは、受注者の負担にて遅滞なく行うこと。但し、建築基準法第7条から

Text
 種類及び記入内容

Text
 完成時の提出図書

Text
 ※縮小アルバム製本

Text
 （工事関係書類電子納品要領による）

Text
 　サイズで400dpi）で整理し、CD-R又はDVD-Rにて提出する

Text
 ・航空写真　　

Text
 ※写真データは監督職員の指示するファイル名、画像形式（JPEG：高画質低圧縮、キャビネ

Text
 ※作成しない

Text
 「営繕工事写真撮影要領（令和5年版）」及び工事写真撮影ガイドブック（建築工事編

Text
 完成模型

Text
 工事の記録等

Text
 　 及び解体工事編）平成30年版による

Text
 完成写真

Text
 ※外観及び屋内主要室等、監督職員の指示する箇所（約　　　カット）を監督職員と協議し、

Text
 　決定した建築写真家により撮影する

Text
 ※写真はキャビネサイズをタイトル入アルバム製本（　　部）として提出する

Text
 工事関係図書納品仕様

Text
 保全に関する資料

Text
 下記に基づき作成し、納品すること

Text
 ※電子納品　

Text
 ・作成資料

Text
 ・提出部数

Text
 ・工事用電力、水道

Text
 工事用電力

Text
 工事用水道

Text
 ※

Text
 第2 章　仮設工事

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 環境への配慮

Text
 ※測定する

Text
 ※居室

Text
 測定対象室

Text
 電気保安技術者

Text
 る規制対象外建材（F☆☆☆☆又は大臣認定品）とする

Text
 ※変更によりF☆☆☆以下の材料を使用する場合は、関係法令を遵守し、監督職員の確認を

Text
 　受けること

Text
 ※適用する

Text
 ・非居室

Text
 技能士

Text
 ・屋根及びとい工事

Text
 ・タイル工事

Text
 ・ カーテンウォール工事

Text
 ・ブロック及び

Text
 ・内装工事

Text
 ・排水工事

Text
 ・金属工事

Text
 ・建具工事

Text
 ・塗装工事

Text
 ・左官工事

Text
 ・石工事

Text
 ・木工事

Text
 ・防水工事

Text
 ・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）　　　

Text
 ・熱絶縁施工（吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業）

Text
 尚、法定検査時に指導などで軽微な変更が生じた場合は監督職員と協議を行い、受注者の

Text
 責任において是正処置を行うこと

Text
 設計図書に適合していることを確認し監督職員に報告するとともに、法定検査に立会う。

Text
 ・造園

Text
 ・配管（建築配管作業）

Text
 ・タイル張り

Text
 ・石材施工

Text
 ・建築板金（内外装板金作業）

Text
 受注者は法定検査（建築基準法第7条から第7条の4まで及び第18条に定められる検査、その

Text
 ・カーテンウォール施工

Text
 ・サッシ施工

Text
 ・塗装（建築塗装作業）

Text
 ・内装仕上げ施工（各種内装工事作業に適用）

Text
 ・鉄骨工事

Text
 工事の種別

Text
 ・コンクリート工事

Text
 ・鉄筋工事

Text
 ・ブロック建築

Text
 適用する技能検定の種類

Text
 ・構造物鉄工作業

Text
 ・型枠施工

Text
 ・鉄筋施工（鉄筋組立て作業　）

Text
 　ALCパネル工事

Text
 ・建築大工

Text
 他設計図書に定める法令上必要とされる官公庁による検査）に先立ち、事前に工事内容が、

Text
 ・左官　

Text
 ・植栽工事

Text
 構造材、仕上材、造作材、塗装材、下地材、断熱材、緩衝材、造り付け家具材等及び加工（

Text
 接着剤含む）に使用する材料は、特記なき限りクロルピリホス及びホルムアルデヒドに関す

Text
 化学物質の濃度測定

Text
 ・測定方法

Text
 ・測定基準

Text
 ・学校環境衛生の基準（文部科学省）

Text
 箇所数

Text
 室名

Text
 ・建築板金（内外装板金作業）

Text
 ・防水施工（各種防水工事作業に適用）

Text
 法定検査

Text
 　　　　　　処理方法　　　　　（

Text
 ・特別管理産業廃棄物　　　　　（

Text
 ・引渡しを要するもの　　　　　（

Text
 ・現場において再利用を図るもの（・

Text
 ・その他の発生材　　　　　　　（

Text
 発生材の処理等

Text
 安全、衛生に関する管理は、受注者がその責任において関係法令に準拠し行うこと

Text
 工事に先立ち総合図を作成し、監督職員の確認を受ける

Text
 総合図

Text
 施工中の安全確保

Text
 契約不適合に係る調査

Text
 機器、材料、施工、工事が設計図書に適合しない場合、その責は受注者にあり、それらにつ

Text
 いての施工図、工作図、製作図、見本などに対する監督職員の承諾、あるいはそれらに対す

Text
 る監督職員の検査又は試験は、受注者の責任を軽減するものではない

Text
 施工に用いられ、又は工事目的物に組み込まれた製品の欠陥又はこれに類する原因による

Text
 職員の検査又は試験は、受注者の責任を軽減するものではない

Text
 ※受注者は、工事目的物を発注者に引き渡した後、工事請負契約に定める契約不適合責任

Text
 　の指示に基づき工事全般について契約不適合に係る調査を行うこと

Text
 監督職員の承諾、

Text
 ・作成する（場所

Text
 支給材料

Text
 ※無

Text
 特別な材料

Text
 「標仕」に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による

Text
 ・材質、仕上げの程度、色合、柄等を決めるにための実物大模型

Text
 ・見本施工の実施

Text
 検査、試験

Text
 品質上、性能上、安全上の不具合がある場合、その責は受注者にあり、当該部分についての

Text
 ※受注者は、上記調査の実施時期及び実施要領を立案し、発注者と協議し決定する

Text
 ※受注者は、調査終了後速やかに調査の結果を記録し、発注者に提出する

Text
 上記調査の結果、工事目的物に契約不適合が認められた場合、受注者等は発注者と協議の上

Text
 速やかに工事請負契約に基づいて適切な対応を行う

Text
 ※発注者は、必要に応じ上記調査の立会いを行う

Text
 ・再資源化を図るもの　　　　　（・

Text
 ・測定対象化学物質

Text
 ※ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

Text
 施工図、工作図、製作図、見本などに対する監督職員の承諾、あるいはそれらに対する監督

Text
 第1 章　　     共通事項

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 3

Text
 工事種目

Text
 1

Text
 工事名称

Text
 工事概要

Text
 用途地域

Text
 その他地区

Text
 その他の設計条件

Text
 6

Text
 構　　造

Text
 用　　途

Text
 10

Text
 別途工事

Text
 9

Text
 最高高さ（ｍ）

Text
 延べ面積（㎡）

Text
 建築面積（㎡）

Text
 ・近隣商業

Text
 ・風致　

Text
 日影規制　

Text
 延べ面積　

Text
 建築面積　

Text
 敷地面積

Text
 基準容積率

Text
 棟　　数

Text
 軒　　高（ｍ）

Text
 高度地区　

Text
 特別用途地区　

Text
 防火地域等　

Text
 ・第二種中高層住居専用

Text
 区域　

Text
 防火対象物（消防法）

Text
 工事場所

Text
 ・新築（改築含む）

Text
 4

Text
 法的規制

Text
 ※都市計画区域内

Text
 ・準都市計画区域

Text
 ・その他

Text
 ※市街化区域

Text
 ・市街化調整区域

Text
 ・第一種低層住居専用

Text
 ・防火

Text
 ・指定あり

Text
 ・第　種高度

Text
 ・臨港

Text
   壁面線

Text
 5mライン （　時間）      10mライン（　時間）　　測定面レベル（　m）

Text
 ・指定あり（　　m）

Text
 5

Text
 構造設計条件

Text
 主要部分の

Text
 積載荷重

Text
 場所

Text
 一般

Text
 特定室（　　　）

Text
 床用積載荷重（N/㎡）

Text
 風圧力

Text
 積雪荷重

Text
 基準風速（　　m/sec）再現期間（

Text
 地表面粗度区分

Text
 風洞実験の有無

Text
 垂直積雪量

Text
 積雪荷重（水平面）

Text
 多雪区域指定の有無

Text
 最大降雨量

Text
 7

Text
 設計概要

Text
 容積率 　　　　　　　

Text
 基準建ペイ率

Text
 建ペイ率

Text
 階数（階）

Text
 建ペイ率

Text
 　　　％

Text
 容積率

Text
 　　　％

Text
 工事範囲

Text
 ※建築主体工事

Text
 ・電気設備工事

Text
 ・機械設備工事

Text
 2

Text
 図面、特記仕様書、現場（机上）説明書（質問回答書含む）に記載されていない事項は

Text
 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

Text
 建築工事仕様書

Text
 項目は　※ 印　及び  ・印のついたものを適用する　

Text
 工事概要及び特記事項は　・印のついたものを適用する　・ 印は適用しない

Text
 ・印のつかない場合は、※印を適用する

Text
 ・印と　※印のついた場合は共に適用する

Text
 特記仕様書の適用

Text
 設計図書の優先順位は下記による

Text
 優先順位

Text
 特記仕様書

Text
 今回工事面積

Text
 既存部分面積

Text
 合計

Text
 容積対象面積（㎡）

Text
 　　　（　　　）

Text
 　　　（　　　）

Text
 　　　（　　　）

Text
 8

Text
 施工地域

Text
 ※一般地域　　・寒冷地

Text
 ・増築

Text
 ・改修

Text
 （      ）棟

Text
 　　　　　　　　　　　　㎡

Text
 都市計画道路

Text
 ・有

Text
 ・無

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 （㎡）

Text
 （㎡）

Text
 （㎡）

Text
 ・第二種低層住居専用

Text
 ・ 第一種中高層住居専用

Text
 ・第一種住居

Text
 ・準住居　

Text
 ・第二種住居

Text
 ・商業

Text
 ・準工業

Text
 ・工業

Text
 ・指定なし

Text
 ・工業専用

Text
 ・準防火

Text
 ・22条区域

Text
 ・路線防火

Text
 ・指定なし

Text
 ・指定なし

Text
 ・指定なし

Text
 ・景観

Text
 ・駐車場整備

Text
 ・宅造規制

Text
 ・土地区画整理　

Text
 ・市街地再開発事業 

Text
 ・指定なし

Text
 ・エーエルシーパネル施工

Text
 ・とび

Text
 　50年

Text
 　100年

Text
 ・200年

Text
 ・500年）　

Text
 ・Ⅰ

Text
 ・Ⅱ

Text
 ・Ⅲ

Text
 ・Ⅳ

Text
 ・有

Text
 ・無

Text
 m

Text
 N/㎡

Text
 N/㎡

Text
 積雪の単位荷重（1㎝毎）

Text
 ・有

Text
 ※無

Text
 ㎜/h

Text
 ㎜/10min

Text
 許容容積率

Text
 ％

Text
 許容建ペイ率

Text
 ％

Text
 ％

Text
 ％

Text
 ・昇降機設備工事

Text
 ・屋外付帯工事

Text
 ・解体撤去工事

Text
 ・PCB含有物

Text
 ・PCB含有シーリング

Text
 ・

Text
 ）

Text
 ）

Text
 ）

Text
 ）

Text
 ）

Text
 ）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・金属類等

Text
 ・転石類

Text
 ・廃石綿

Text
 ・施設管理者が保管

Text
 ・ 有

Text
 ・測定しない

Text
 ※パッシブ測定

Text
 ・アクティブ測定

Text
 ・左官

Text
 ・コンクリート圧送施工

Text
 ・シーリング防水工事作業

Text
 ・スレート施工

Text
 ・かわらぶき

Text
 ・ガラス施工

Text
 ・サッシ施工

Text
 ・ガラス施工

Text
 ・表装（壁装作業）

Text
 ・撮影する（　　　カット程度）

Text
 ・監督職員の指示による

Text
 ※「標仕」1.7.3（1）による

Text
 ※2 部

Text
 ・敷地外より引込

Text
 ・敷地内施設利用　（※有償　・無償　）

Text
 ・敷地外より引込

Text
 ・敷地内施設利用　（※有償　・無償　）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・A1対応

Text
 ※AUTOCAD

Text
 ※エクセル

Text
 ※A3トレイ装備 

Text
 ※スキャン機能付き

Text
 ・

Text
 ・デジタルカメラ

Text
 ・設けない

Text
 ・専用便所

Text
 ・ミニキッチン

Text
 ※設ける

Text
 ・専用FAX

Text
 ・図示による

Text
 ・KBMの高さ＝（　　　　　　m）

Text
 ・敷地内

Text
 ・敷地外　）

Text
 ・設けない

Text
 ・10㎡程度

Text
 ・20㎡程度

Text
 ・35㎡程度

Text
 ・65㎡程度

Text
 ・100㎡程度　　

Text
 ・

Text
 ※プレファブ、断熱仕様

Text
 ・棟内

Text
 ・棟外　）　

Text
 ・汚染土壌

Text
 ・適用しない

Text
 建築

Text
 部

Text
 設備

Text
 部

Text
 建築

Text
 部

Text
 設備

Text
 部

Text
 設備

Text
 部

Text
 ・作成する（縮尺　1/　　　　材料、仕様　　　　　　　　　　）

Text
 　期間内に、発注者（発注者が監督職員に調査を委託した場合は、監督職員に読み替える）

Text
 ※カラー

Text
 埋戻し及び盛土

Text
 種別

Text
 ・A種

Text
 建設発生土の処理

Text
 ※構外搬出（※関係法令に従い、適切に処理）

Text
 山留めの設置

Text
 地均し

Text
 設置箇所

Text
 ・構内処分（

Text
 ※労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）

Text
 ・B種

Text
 材料

Text
 工法

Text
 山砂の類

Text
 根切り土の中の良質土

Text
 水締め、機器による締固め

Text
 機械による締固め

Text
 範囲　※建物周囲（

Text
 　　　　　（・指示場所［所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］に処分）

Text
 　その他関係法令等に従い、受注者の責任において安全に設置・撤去する

Text
 ・鋼矢板等の抜き跡処理

Text
 第3 章　土工事

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・直ちに砂等で充填

Text
 ・

Text
 ・2m程度

Text
 ・　m程度）

Text
 ・図示による

Text
 ※受注者の計画による

Text
 ・指示場所に堆積

Text
 ・ 指示場所に敷き均し）

Text
 重要度係数

Text
 棟　　名

Text
 完成図の作成は受注者によるものとし、内容は「標仕」によるもののほか、監督職員の

Text
 指示による

Text
 ・　　部

Text
 敷地境界の復元

Text
 ※

Text
 下記の設備等を設置する他、光熱水料、通信費、接続費、手続き料共受注者の負担とする

Text
 敷地境界を損なう場合は、土地家屋調査士が敷地境界の復元を行う

Text
 詳細は監督職員の指示による

Text
 施工箇所（　　　　　　　　　　　　　）

Text
 材料の品質等

Text
 ※

Text
 本工事に使用する材料は、特記されたもの、又は同等以上の品質及び性能を有するものとし、

Text
 ※販売、保守等の営業体制が整っていること

Text
 同等以上の材料でJIS及びJASマーク表示のない材料及びその製造業者は、下記の事項を

Text
 ※生産設備及び品質の管理が適切に行われていること

Text
 ※安定的な供給が可能なこと

Text
 ※法令等で定める許可、認定又は免許等を取得していること

Text
 ※製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

Text
 満たすものとする

Text
 ※品質及び性能に関する試験データが整備されていること

Text
 ※

Text
 　証明書を含む）を受注者と製造者の連名にて提出すること

Text
 石綿を含む材料は使用しないこと

Text
 ※使用する材料（日本石綿協会が公表している製品）については石綿含有0％の証明書（材

Text
 なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明

Text
 となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して確認を受けること

Text
 届出手続等

Text
 技術検査

Text
 ・

Text
 ・本工事期間中に中間技術検査を、（　　　　　　　　　　　　）に（　　　）回行う

Text
 施工条件

Text
 ※

Text
 本工事では、次の施工条件による

Text
 ・施工順序

Text
 ・工事用車両駐車場、資材置き場　

Text
 ・施工時間

Text
 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ※その他、監督職員の指示による

Text
 単位

Text
 本仕様書の寸法数字は特記なき限り（㎜）とする

Text
 ※

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 （令和4年版）

Text
 」（以下「標仕」という）による

Text
 （注）本工事に電気設備工事、機械設備工事等が含まれる場合は各工事指定仕様書による

Text
 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針及び測定方法について（厚生労働省）

Text
 質門回答書（　　　　　までに対するもの）

Text
 （ウ）．

Text
 （見積り（入札）要項書）

Text
 　　　　各章

Text
 第1 章　　     共通事項のつづき

Text
 　　　　各章

Text
 ・山留め壁等の存置

Text
 ・全て　　　　　　　・図示 

Text
 　（計　　　　箇所）

Text
 ・

Text
 （イ）～（オ）

Text
 ・金属屋根施工

Text
 ※報告に用いる書式 

Text
 ※監督職員の指示による　・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 仮囲い等の種類

Text
 工法

Text
 ・

Text
 [共通事項]

Text
 [工事関係図書]

Text
 [工事現場監理]

Text
 [材料]

Text
 [施工]

Text
 [工事検査及び

Text
 [完成図書]

Text
 技術検査]

Text
 ・

Text
 ・

Text
 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 [縄張り、遣方、

Text
 [仮設物]

Text
 ・

Text
 [根切り等]

Text
 [山留め]

Text
 山留めの撤去

Text
 ・

Text
 暴露環境区分　海塩区分　　　・海浜　　・沿岸　　・準沿岸　・内陸

Text
 大気汚染区分　・工業地域・都市地域・田園地域・酸性雨地域・火山、温泉

Text
 単位：㎡　　

Text
 ・研究教育施設第九地区

Text
 ・都市計画区域外

Text
 ・

Text
 ・什器、備品（図示以外）

Text
 足場等]

Text
 ※工事写真  

Text
 ・「営繕工事電子納品要領（令和3年版）」及び「官庁営繕事業に係る電子納品

Text
 　運用ガイドライン【営繕工事編】（令和4年版）」による

Text
 ・測定時期　※竣工前　　　　　　・

Text
 ※山留めの撤去は、撤去しても安全であることを確認した後、慎重に行い、

Text
 　鋼材等の抜き跡は地盤の変形を防止する適切な処理を講ずる

Text
 図示（参考図）

Text
 （・PDF、電子データ共）

Text
 ただし、工事内容によりこれに寄りが対場合は監督職員と協議するものとする

Text
 1ケ月程度

Text
 ・

Text
 ※

Text
 建築図

Text
 ※「標仕」表1.7.1 による

Text
 ・監督職員の指示による

Text
 ・監督職員の指示による

Text
 ※CAD及びPDFデータ

Text
 （工事関係書類電子納品要領による）

Text
 ※CAD及びPDFデータ

Text
 （工事関係書類電子納品要領による）

Text
 ・アルバム製本

Text
 建築

Text
 部

Text
 設備

Text
 部

Text
 ・アルバム製本

Text
 設備

Text
 部

Text
 ・アルバム製本

Text
 建築

Text
 部

Text
 設備

Text
 部

Text
 提出様式

Text
 部数等

Text
 設備図

Text
 ※全図

Text
 ・C種

Text
 ・D種

Text
 他現場の建設発生土の中の良質土

Text
 再生コンクリート砂

Text
 機械による締固め

Text
 水締め、機器による締固め

Text
 2024ver.03

Text
 （ア）．

Text
 別冊の図面

Text
 （エ）．

Text
 （イ）．

Text
 現場説明書

Text
 （オ）．

Text
 「標仕」

Text
 （モデルルーム､モックアップ含む）

Text
 ※受注者の計画による

Text
 ・

Text
 図示（参考図）

Text
 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事（新機械棟建設）

Text
 茨城県つくば市八幡台1-1

Text
 ・敷地制限条例区域

Text
 5

Text
 3

Text
 4

Text
 1.5

Text
 34

Text
 0.3

Text
 30

Text
 900

Text
 72

Text
 31

Text
 200

Text
 60

Text
 91,599.21

Text
 14653.29

Text
 24571.74

Text
 1

Text
 24571.74

Text
 905.47

Text
 905.47

Text
 905.47

Text
 200

Text
 60

Text
 15558.76

Text
 25477.21

Text
 25477.21

Text
 16.99

Text
 27.82

Text
 新機械棟

Text
 研究所

Text
 RC

Text
 1

Text
 6.0

Text
 5.3

Text
 905.47

Text
 905.47

Text
 905.47

Text
 15項

Text
 ：敷地内（図示）

Text
 2

Text
 中央監視室、女子休憩室

Text
 ただし、既存幹線通路の１FLレベルを測定し、本計画建物の１FLレベルに設定すること。

Text
 2

Text
 2

Text
 2

Text
 2

Text
 2

Text
 2

Text
 30

Text
 1

Text
 2

Text
 No.

Text
 DEPT.

uchida
テキストボックス
別紙（１）



A1:1/

A3:1/

-

-

48
04

Text
 第5 章　鉄筋工事

Text
 ・溶接継手

Text
 ※溶接継手において、隣り合う継手の位置をいも継手とする場合、認定条件の上、

Text
 ・機械式継手

Text
 　監督職員の確認を受けること

Text
 種別

Text
 ※重ね継手

Text
 ・高強度せん断補強鉄筋

Text
 ※SD390

Text
 区分

Text
 種類の記号等

Text
 ※SD295

Text
 ※SD345

Text
 ※異形棒鋼

Text
 溶接金網

Text
 適用径

Text
 施工箇所等

Text
 ・

Text
 ・ガス圧接箇所以外

Text
 ※ガス圧接継手

Text
 ※D19 以上

Text
 ・柱筋

Text
 ・

Text
 ※D16 以下は重ねアーク溶接とする

Text
 鉄筋

Text
 ・

Text
 ・梁筋

Text
 ・D22 以上

Text
 ・D25 以上

Text
 ・SR235

Text
 ・SD490

Text
 ※溶接技能者の技量確認試験を行うこと

Text
 ※高力ボルト、普通ボルト及びアンカーボルト縁端距離、ボルト間隔、ケージ等

Text
 床構造用の

Text
 種別

Text
 合成スラブ用

Text
 鉄筋付捨型枠用

Text
 材質

Text
 形状

Text
 耐火時間

Text
 寸法

Text
 構造床用

Text
 ・SDP1TG

Text
 ・溝広

Text
 ・SDP2G（Z12）

Text
 ・1時間

Text
 床型枠用

Text
 ・SDP1TG

Text
 ・SGC400

Text
 工作図

Text
 仮組

Text
 ・床書き現寸図

Text
 ※実施しない

Text
 鉄骨製作工場

Text
 ・監督職員の承諾する工場

Text
 　基準」に定めるグレード（

Text
 　を受けた工場又は同等以上の能力のある工場

Text
 ※（株）日本鉄骨評価センター及び（社）全国鐵構工業協会の「鉄骨製作工場の性能評価

Text
 ・建築構造用冷間ロール形角形鋼管管　　（　　　　　　　　　　　　　　 ）

Text
 ・建築構造用冷間プレス成形角形鋼管　　（　　　　　　　　　　　　　　 ）

Text
 （財）日本建築センターの審査を受けたもの（（社）鋼材倶楽部規格BCP又は

Text
 「冷間成形角形鋼管評価基準」（（財）日本建築センター）に準拠して、品質保証

Text
 鋼材

Text
 ・耐火鋼（FR鋼）

Text
 ・BCR295

Text
 ・BCP235

Text
 されたものを使用すること

Text
 高力ボルト

Text
 普通ボルト

Text
 ・ボルト及びナットの材料

Text
 アンカーボルト

Text
 溶接材料

Text
 溶接棒等、ガスシールドアーク溶接に使用するシールドガス以外の溶接材料

Text
 ターンバックル

Text
 第6 章　コンクリート工事　　つづき　

Text
 ・シリカセメント

Text
 コンクリートの材料

Text
 ・高炉セメント

Text
 ・適用場所 （　　　　　　　　　　　　　　　　）　

Text
 設計基準強度

Text
 ・軽量コンクリート（非構造用）

Text
 ※完全スリット耐火、遮音型（位置は図示） スリット材は専用支持材にて固定すること

Text
 種類

Text
 ・土間コンクリート

Text
 ・防水層の保護

Text
 ※接着膨張型 

Text
 ・種類

Text
 耐震スリット材

Text
 その他コンクリート

Text
 ※打込み日を含む旬の日平均気温が4℃以下の期間および積算温度M91 が

Text
 840°D・Dを下回る期間（JASS 5　12節 寒中コンクリート 解説表 12.1 を

Text
 ・スランプ

Text
 一般事項

Text
 [寒中コンクリート]

Text
 ※普通ポルトランドセメント

Text
 ・フライアッシュセメント

Text
 ・JIS A 5308による骨材、細骨材、砂利、砂のアルカリシリカ反応性による区分

Text
 ・化粧打放し面におけるせき板の材料及び厚さ

Text
 ・合板（・広葉樹・針葉樹）　厚さ（・12　・15）表面加工品（ウレタン5回塗程度）

Text
 ・杉本実型枠　　　寸法　　　幅×長さ×厚さ（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・その他型枠

Text
 型枠

Text
 セメントの種類

Text
 [マスコンクリート]

Text
 スランプ

Text
 適用箇所

Text
 ※18N/ｍ㎡

Text
 ・街渠、縁石、側溝類及びその基礎

Text
 ・捨てコンクリート

Text
 [流動化コンクリート]

Text
 設計基準強度

Text
 ※18N/ｍ㎡

Text
 ※18N/ｍ㎡

Text
 スランプ

Text
 適用箇所

Text
 備考

Text
 比重

Text
 止水板

Text
 スランプ

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・340kg/m

Text
 [軽量コンクリート]

Text
 設計基準強度

Text
 気乾単位容積質量

Text
 単位セメント量

Text
 基礎、基礎梁、土間スラブ

Text
 混和材

Text
 ※普通コンクリート　

Text
 ・気乾単位容積質量

Text
 ・混和材料   混和剤（JIS A 6204）

Text
 施工箇所

Text
 階柱、壁～階梁、スラブ

Text
 設計基準強度（　）

Text
 スランプ

Text
 ※15

Text
 ・JIS A 6206による高炉スラグ微粉末

Text
 コンクリートの種類

Text
 補強

Text
 ※圧接完了後の圧接部の試験

Text
 ・壁開口部

Text
 の上、監督職員の確認を受けること）

Text
 ・梁貫通孔

Text
 ・既製品（日本建築センター評価品。補強計算書を提出

Text
 3

Text
 程度

Text
 3

Text
 3

Text
 3

Text
 以上（常時土又は水に直接接する部分）

Text
 以上

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・18

Text
 ・15

Text
 ※18

Text
 2.3t/m

Text
 ・JIS A 6201によるフライアッシュ

Text
 （・Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅳ類）

Text
 ・

Text
 ※21

Text
 ・

Text
 ※320kg/m

Text
 ・15

Text
 ・18

Text
 ・15

Text
 ・18

Text
 ・15

Text
 ・18

Text
 t/m

Text
 ・硬質塩化ビニル製打込み型

Text
 ・間知石積みの基礎、裏込め

Text
 ・機械室等の配管埋設用

Text
 ※15

Text
 ・12

Text
 ・ラス型枠（場所は基礎及び基礎梁部分）　※図示　

Text
 ・

Text
 ※A

Text
 ・B

Text
 ※A種

Text
 ・B種

Text
 ※外観試験及び超音波探傷試験

Text
 ・外観試験及び引張試験

Text
 ・BCP325

Text
 ※「標仕」表7.2.3 による

Text
 ・SDP2G 

Text
 ・SDP2G

Text
 ・溝狭

Text
 ・溝広

Text
 ・溝狭

Text
 ・溝広

Text
 ・溝狭

Text
 ・溝広

Text
 ・溝狭

Text
 ・2時間

Text
 ・1時間

Text
 ・2時間

Text
 ・作成する

Text
 ・作成しない

Text
 ・実施する（部位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・施工箇所（地中に面する打ち継部に適用）

Text
 ※図示  ・

Text
 ※図示による

Text
 ・

Text
 ※図示による

Text
 ・S

Text
 ・H

Text
 ・M

Text
 ・R

Text
 ・J 

Text
 ）として国土交通大臣から認定

Text
 ・外部に面するコンクリートの打増

Text
 ※25

Text
 ・20

Text
 ・骨材

Text
 ・フェロニッケル　　　骨材

Text
 ・電気炉酸化スラグ

Text
 ・銅スラグ細骨材

Text
 ・再生骨材H

Text
 ・打継目地

Text
 位置　　※図示による　　　

Text
 ・ひび割れ誘発目地　位置、形状

Text
 [暑中コンクリート]

Text
 ・構造体強度補正値（S）

Text
 ・

Text
 適用期間

Text
 ・混和剤

Text
 ・AE減水剤遅延型Ⅰ種

Text
 ・高性能AE減水剤遅延型Ⅰ種

Text
 ・柱および大梁端部等の完全溶込み溶接を行う部材は、原則として高炉鋼材とする

Text
 ・厚さ40を超えるものは、TMCP鋼のC材とする

Text
 階柱、壁～階梁、スラブ

Text
 適用期間の開始日または終了日は、該当する旬の初めまたは終わりの日とする

Text
 参考のこと）

Text
 ・SGCC

Text
 ・SDP2G（Z27）

Text
 ・15

Text
 ※18

Text
 ・15

Text
 ※18

Text
 ・15

Text
 ・18

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ※6N/ｍ㎡

Text
 ※打ち込み日の日平均気温の平年値が25℃を超える期間

Text
 ・エコセメント

Text
 ・18 ・21 ※24 ・27 ・30 ・

Text
 　　 ・21 ※24 ・27 ・30 ・36

Text
 ・18 ・21 ※24 ・27 ・30

Text
 ※鉄筋の定着

Text
 ・定着長さ　　　（                                            ）

Text
 ・

Text
 ※図示　・

Text
 ・折曲げ定着の方法

Text
 ※図示

Text
 鉄筋のかぶり厚さ

Text
 ・鉄筋、溶接金網の最小かぶり厚さ　　※図示（構造図）

Text
 構造体コンクリートの仕上り

Text
 ※「標仕」（表6.3.2）による    ・

Text
 大きさ　・

Text
 ・

Text
 ※図示による　　　・

Text
 寸法　            　

Text
 ・構造体強度補正値（S）

Text
 ・調合管理強度及び調合強度　※「標仕」6.11.2（3）による　・積算温度を基に定める

Text
 適用箇所

Text
 ※図示　　　・

Text
 ・コンクリートの種類

Text
 ※普通コンクリート　　・

Text
 ・高力ボルトの寸法（ねじの呼び）

Text
 ・ボルトの形状・寸法（ねじの呼び）

Text
 ・ねじの公差域クラス及び仕上げの程度

Text
 ※「標仕」表7.2.3 による

Text
 デッキプレート

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 スタッド

Text
 ・母屋または胴縁の取付けに使用する普通ボルト孔径　※ねじの呼び径+1.0 　　・

Text
 ボルト孔

Text
 ・

Text
 （行政指導による）

Text
 ・範囲、形状　　※図示（構造図）

Text
 ・

Text
 ・セメントの種類

Text
 杭径

Text
 ・オールケーシング工法

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ・種別

Text
 床下防湿層

Text
 材料

Text
 防湿層の重ね合わせ及び基礎梁ののみ込みは、250程度。防湿層の位置は土間スラブ直下、

Text
 捨コンクリート又は断熱材がある場合はその直下とする

Text
 捨コンクリート地業

Text
 材料

Text
 かさ上げコンクリート

Text
 砂利

Text
 ・位置

Text
 ・地盤耐力の確認方法

Text
 ・工法　　　　

Text
 ・深層混合処理工法　（長期地耐力　　　　　　　　　　kN/㎡）

Text
 ・地業範囲、厚さ、仕様

Text
 第4 章　地業工事

Text
 工法

Text
 ・アースドリル工法

Text
 ・リバース工法

Text
 支持層の位置および土質

Text
 ※図示　

Text
 ・

Text
 ・設計基準強度（N/ｍ㎡）

Text
 コンクリート地業

Text
 地盤改良

Text
 ・柱状改良工法　　　（長期地耐力　　　　　　　　　　kN/㎡）

Text
 ・地盤の設計耐力

Text
 厚さ（※60　・図示　）

Text
 ・PRC杭

Text
 ・SKK400 ・SKK490 ・

Text
 ・PHC杭

Text
 工法

Text
 ・セメントミルク工法

Text
 ・位置、本数　　　　　　　※図示

Text
 ・種類

Text
 ・報告書の記載事項　　

Text
 杭の載荷試験

Text
 ※位置、本数及び寸法         ※図示

Text
 地盤の載荷試験

Text
 試験杭

Text
 ・種類（方法）　　　　　　※平板載荷試験

Text
 [既製コンクリート杭地業]

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 （地盤工学会JGS1521による）

Text
 ・水平載荷試験

Text
 ・鉛直載荷試験

Text
 ※図示

Text
 ・切込砂利

Text
 ・切込砕石

Text
 ・浅層混合処理工法　（長期地耐力　　　　　　　　　　kN/㎡）

Text
 ※図示

Text
 ※図示（構造図）

Text
 ※長期（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　kN/㎡）

Text
 ・平板載荷試験

Text
 ・その他

Text
 ※範囲　（※図示　・　　）

Text
 ・材料　　　　　※普通コンクリート（設計基準強度　18N/ｍ㎡　スランプ　15㎝）

Text
 ・行わない

Text
 ※行う

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ・載荷荷重　　　　　　　　※図示　　　　　・　　　kN

Text
 （※ポリエチレンフィルム（t＝0.15）・　　）

Text
 ・特定埋込杭工法

Text
 ・超音波測定器による孔壁の確認

Text
 杭の種類

Text
 ※図示

Text
 ・構造体強度補正値（F）

Text
 ・3N/ｍ㎡

Text
 項目

Text
 ※高炉セメントB種

Text
 ・根固め液および杭周固定液の管理試験　　※

Text
 ・杭の継手の工法  　　　　　　　　　　　 ・アーク溶接　　　・無溶接工法

Text
 ・組立てた鉄筋の節ごとの継手　※重ね継手　・図示

Text
 ・スランプ

Text
 ※18㎝　・

Text
 ・支持層への根入れ　　および水平方向の位置ずれの精度　　　　※図示

Text
 「標仕」4.3.4（6）（コ）による

Text
 ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法

Text
 ・拡底杭工法

Text
 ・鉄筋の加工及び組立　　・帯筋の加工及び組立　

Text
 ・鉄筋の最小かぶり厚さ　　　　　　　　　　・

Text
 ・鉄筋かごの補強　　　　　　　　　　　　　・

Text
 ・コンクリート

Text
 ・鋼管

Text
 ・SKK400  ・SKK490

Text
 ・材料

Text
 [試験及び報告書]

Text
 ※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「敷地調査共通仕様書」による

Text
 ・位置

Text
 ・載荷荷重　　　　　　　　※図示　　　　　・　　　kN

Text
 ・報告書の記載事項　　

Text
 ※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「敷地調査共通仕様書」による

Text
 一般事項

Text
 長期設計

Text
 ・種類、工法、材質等

Text
 ・SC杭（外殻鋼管付きコンクリート杭）

Text
 備考

Text
 ※特定埋込杭工法は図示

Text
 ・性能及び曲げ性能区分

Text
 試験杭

Text
 本杭

Text
 杭長

Text
 上杭

Text
 中杭

Text
 下杭

Text
 厚さ

Text
 セット数

Text
 コンクリート

Text
 （N/ｍ㎡）

Text
 （kN/本）

Text
 上杭

Text
 中杭

Text
 下杭

Text
 ・打込み工法

Text
 ・杭先端部形状

Text
 ・開放形　・半開放形　・閉そく形

Text
 ・

Text
 セメントミルク工法

Text
 ・支持層の位置及び土質　　　　　　　      ※図示

Text
 ・本杭

Text
 ・掘削深さ　　　　　　　　　　・1.5m程度　・

Text
 ・杭の支持層への根入れ　　　　・1.0m以上　・

Text
 ・杭の水平方向に位置ずれ　　  

Text
 特定埋込杭工法

Text
 ・

Text
 ・支持層の位置及び土質　　　　　　　      ※図示

Text
 継手

Text
 ・

Text
 [場所打ちコンクリート杭]

Text
 ・

Text
 杭頭処理

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・処理しない　　・処理する（処理方法は切断に伴う補強方法を含め図示による）

Text
 ・杭径の1/4、100、傾斜1/100以下

Text
 [鋼杭地業]

Text
 ※施工   　　　　　　　      ・本杭の施工に先立ち行う　・

Text
 ・鋼材の種類

Text
 ・杭の根入れ長さ

Text
 ・杭の水平方向に位置ずれ  

Text
 ・杭の根入れ長さ

Text
 ・杭の水平方向に位置ずれ  

Text
 工法

Text
 ・

Text
 継手

Text
 ・

Text
 ・継手の工法　　

Text
 杭頭処理

Text
 ・

Text
 ※図示　　・

Text
 一般事項、工法

Text
 ・

Text
 材料、その他

Text
 [砂利、砂、捨コンクリート

Text
 地業等]

Text
 ・砂　　シルト、有機物が混入しない（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・山砂　・川砂　・砕砂

Text
 砂利地業

Text
 ・砂地業

Text
 ・厚さ（※60　・図示　）

Text
 ・範囲　（※図示　・　　）

Text
 厚さ（※50　・図示　）

Text
 範囲　（※図示　・　　）

Text
 範囲（※図示　・　　）

Text
 ・防湿層

Text
 ・材料

Text
 （※押出し発泡ポリスチレン（t＝　）・図示　）

Text
 ・範囲（※図示　・　　）

Text
 ・断熱材

Text
 [その他]

Text
 液状化対策

Text
 ・

Text
 ※工法、範囲、仕様、計測、試験　　※図示（構造図）

Text
 （ラップルコンクリート）

Text
 第4 章　地業工事　　つづき

Text
 [材料]

Text
 規格

Text
 ※JIS G 3112

Text
 （鉄筋コンクリート用鉄筋）

Text
 ・

Text
 ー

Text
 ・鉄筋格子

Text
 形状、網目寸法、径

Text
 ※100*100.6φ

Text
 種類

Text
 ※溶接金網

Text
 ・

Text
 備考

Text
 保護コンクリート用

Text
 ・PC鋼材

Text
 [加工及び組立]

Text
 継手及び定着

Text
 ・

Text
 ※鉄筋の継手位置　　※図示（構造図）

Text
 ※柱及び梁の主筋、耐力壁の鉄筋の重ね継手

Text
 ※先組み工法等で柱及び梁の主筋の内隣り合う継手を同一箇所に設ける場合

Text
 ※

Text
 ※鉄筋の継手

Text
 及び間隔

Text
 ガス圧接

Text
 ※

Text
 ・引張試験の方法

Text
 ※「標仕」5.4.10（イ）（b）①～⑥による

Text
 [機械式継手]

Text
 ・適用箇所

Text
 ・性能（告示1463号に適合）  

Text
 ・種類

Text
 ・鉄筋相互のあき　

Text
 ・継手部の試験

Text
 ・不合格となった継手部の処置

Text
 ※図示

Text
 ・外観試験（試験項目、方法　※図示　・　　　　　　）

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ※図示　・

Text
 ※図示　・

Text
 [溶接継手]

Text
 ・適用箇所

Text
 ・性能（告示1463号に適合） 

Text
 ・工法

Text
 ・鉄筋相互のあき　

Text
 ・溶接部の試験

Text
 ・不合格となった溶接部の処置

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ※図示　・

Text
 ※図示　・

Text
 ※図示　・

Text
 ※図示　・

Text
 [その他]

Text
 ※図示

Text
 第6 章　コンクリート工事　

Text
 ・

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 [コンクリートの

Text
 種類及び品質]

Text
 ・コンクリートの類別

Text
 ・気乾単位容積質量種別

Text
 ※Ⅰ類　・Ⅱ類

Text
 普通コンクリート　・軽量コンクリート

Text
 ※

Text
 ・建築基準法37条第二項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたコンクリート

Text
 コンクリートの強度

Text
 ・

Text
 ワーカビリティ及びスランプ

Text
 （N/ｍ㎡）

Text
 コンクリート表面の仕上り状態

Text
 ・A種

Text
 仕上種別

Text
 ・C種

Text
 ・B種

Text
 適用部位の下地・仕上げの目安

Text
 化粧打放、塗装、壁紙、接着タイル張り等

Text
 仕上塗材

Text
 Mo下地タイル張り、Mo塗、胴縁下地等

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・柱、梁、壁、軒天等合板せき板を用いるコンクリート打放し仕上げ及び仕上りの平たんさの種別

Text
 適用部位の下地・仕上げの目安

Text
 直均し、塗床、ビニル系床材張り、置式フリーアクセスフロア等

Text
 タイルカーペット敷き、防水下地、セルフレベリング等

Text
 Mo下地タイル張り、Mo塗り、二重床等

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・床の仕上りの平たんさの種別

Text
 ・a種

Text
 平たんさ種別

Text
 ・c種

Text
 ・b種

Text
 ・a種

Text
 平たんさ種別

Text
 ・c種

Text
 ・b種

Text
 [コンクリートの材料

Text
 ・

Text
 及び調合]

Text
 ・B種（適用箇所　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ※A種

Text
 ・セメントの種類

Text
 ・普通エコセメントに使用するコンクリートの骨材　※再生骨材　

Text
 （監督職員の承諾を受けること）

Text
 ・1種

Text
 ・2種

Text
 ・AE剤

Text
 ・AE減水剤

Text
 ・高性能AE減水剤

Text
 ・JIS A 6207によるシリカフューム

Text
 ・JIS A 6202による膨張剤

Text
 打継ぎ

Text
 ・

Text
 ・「標仕」6.3.2（イ）　　①～③以外の混和剤の使用方法及び使用量

Text
 ※監督職員に資料を提出し承諾を得る　・

Text
 [コンクリートの工事現場

Text
 内運搬、打込み及び

Text
 ・型枠一般

Text
 ・幅20x 深さ20　  ・

Text
 ・材料

Text
 ・合板せき板　材料

Text
 厚さ　※12　・

Text
 ・せき板の材料　　　・合板

Text
 ・断熱材兼用した型枠材　　※図示　・

Text
 ・MCR工法用シート　　　　※図示　・

Text
 樹種　・針葉樹　・広葉樹　・

Text
 ・金属製型枠　　　　　　　※図示　・

Text
 ・樹脂製型枠　　　　　　　※図示　・

Text
 ・スリーブに用いる材料の材質（規格は「標仕」表6.8.1による）

Text
 ・鋼管　・硬質塩化ビニル管　・溶融亜鉛めっき鋼板　・つば付き鋼管　・紙スリーブ

Text
 （N/ｍ㎡）

Text
 種類

Text
 ・　　　t/m

Text
 ・18 ・21 ・24

Text
 　　 ・21 ※24 ・27 ・30 ・36

Text
 　　 ・21 ※24 ・27 ・30 ・36

Text
 ・

Text
 ・高炉セメントB種

Text
 ・普通ポルトランドセメント

Text
 ・フライアッシュセメントB種

Text
 ・シリカセメント

Text
 ・中庸熱ポルトランドセメント

Text
 ・低熱ポルトランドセメント

Text
 混和材

Text
 ・混和材料   混和剤（JIS A  6204）

Text
 ・JIS A 6206による高炉スラグ微粉末（・3000　・4000）

Text
 ・AE減水剤

Text
 ・高性能AE減水剤

Text
 ・JIS A 6201によるフライアッシュⅡ種

Text
 ・構造体強度補正値（S）

Text
 ※「標仕」表6.13.1による　・

Text
 一般事項

Text
 ・

Text
 種類及び品質

Text
 ・

Text
 一般事項

Text
 ・

Text
 材料及び調合

Text
 材料及び調合

Text
 ・

Text
 一般事項

Text
 ・

Text
 材料及び調合

Text
 [無筋コンクリート]

Text
 ・コンクリート舗装

Text
 ・Ⅰ類Ⅱ類以外のコンクリート（※図示　・　　　　　　　）

Text
 一般事項

Text
 [その他]

Text
 ※

Text
 第7 章　鉄骨工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 [共通事項]

Text
 鉄骨製作工場における

Text
 ※

Text
 施工管理技術者

Text
 締固め]

Text
 ※鉄骨製作工場における施工管理技術者　※配置する ・加工能力の確認できる文書等を提出

Text
 [材料]

Text
 ※種類　　　※図示（構造図鉄骨基準図）

Text
 ※形状、寸法　※図示（構造図）

Text
 （注）

Text
 （注）

Text
 （注）

Text
 ※種類

Text
 ※図示（構造図）　

Text
 ※図示（構造図）　

Text
 ・ABM400  ・ABM490  ・ABM520SUS

Text
 ・ABR400  ・ABR490  ・ABR520SUS

Text
 ・建方用アンカーボルトの種類　  

Text
 ※図示（構造図鉄骨基準図）　

Text
 ※形状、寸法　※図示（構造図）　

Text
 ※図示（構造図鉄骨基準図）　

Text
 ※種類

Text
 ※建築用ターンバックルボルト

Text
 ※建築用ターンバックル胴　　　※割枠式

Text
 ※ねじの呼び等

Text
 ※図示（構造図）

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※種類

Text
 ※図示（構造図鉄骨基準図）　

Text
 ・無収縮モルタルの材料、調合等

Text
 ※「標仕」7.2.9（2）による　　・

Text
 柱底均しモルタル

Text
 ・

Text
 ・板厚方向に引っ張り力を受ける鋼板の試験（JIS G 0901）

Text
 材料試験等

Text
 ・

Text
 [工作一般]

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 材料

Text
 （㎜）

Text
 継手数

Text
 備考

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 （遠心力高強度プレストレストコンクリート杭）

Text
 長さ

Text
 精度

Text
 精度

Text
 （機械式継手）

Text
 精度

Text
 杭径

Text
 長期設計支持力

Text
 試験杭

Text
 本杭

Text
 杭長

Text
 上杭

Text
 中杭

Text
 下杭

Text
 厚さ

Text
 セット数

Text
 （㎜）

Text
 （KN/本）

Text
 上杭

Text
 中杭

Text
 下杭

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 継手数

Text
 備考

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 （種別）、寸法、継ぎ手の箇所数等

Text
 支持力

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 杭径

Text
 ・杭の種類（材料）、寸法、継手等

Text
 種類

Text
 ・機械式継手（性能評価済）

Text
 ・アーク溶接　

Text
 長さ

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※　

Text
 ※再生クラッシャラン　

Text
 ※材料　　※普通コンクリ－ト（設計基準強度、18N/ｍ㎡、スランプ15㎝）

Text
 ※　

Text
 ※　

Text
 ※　

Text
 ※　

Text
 ※　

Text
 ※　

Text
 ※　

Text
 ※　

Text
 ・

Text
 ・SR295

Text
 ・図示（認定品）

Text
 ・図示（認定品）

Text
 ・鉄筋の種類

Text
 ・溶接金網の形状、網目寸法、径

Text
 加工

Text
 ・

Text
 ・鉄筋の折曲げ形状及び寸法

Text
 ・90°未満の折曲げの内法直径　　※図示　・

Text
 ・機械式定着工法　　・適用箇所、種類（※図示　・                              ）

Text
 （外観試験はすべての圧接部を対象とする）

Text
 ・超音波測定試験（試験対象　※図示　・　　　　　　） 

Text
 ・外観試験（試験項目、方法　※図示　・　　　　　　）

Text
 ・超音波測定試験（試験対象　※図示　・　　　　　　）

Text
 ・A級

Text
 ・性能評価工法の内容による

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・A級

Text
 ・性能評価工法の内容による

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・機械式継ぎ手・定着工法においては以下を原則とし設計者・監理者の確認を受けること

Text
 ・グラウト、モルタルなどの充填方式を避ける

Text
 ・製造過程で鉄筋母材に加熱しない

Text
 ・施工時の品質管理が目視にて可能であること

Text
 ※図示（構造図による）　・

Text
 各部の配筋

Text
 ※

Text
 ※適用箇所　　※図示（構造図による）　　・

Text
 Fc

Text
 （放射線遮蔽性能を要する場合はその性能に対応した質量とする）

Text
 ※図示（構造図による） ・          

Text
 骨材

Text
 スラグ

Text
 H

Text
 幅20x 深さ20　

Text
 適用期間　

Text
 3

Text
 ・内部に面するコンクリートの打増

Text
 ※10

Text
 ・

Text
 ・止水セパ、貫通部の閉塞処理等　※図示

Text
 地下水位以下の止水対策

Text
 ・

Text
 ・電炉鋼材を使用する場合は高規格電炉鋼材の規格に準じ　監督員の確認を受けること

Text
 （地盤工学会各基準による）

Text
 （f）

Text
  2024ver.03

Text
 継手

Text
 ・構造用アンカーボルトの種類

Text
 ※図示（構造図）　

Text
 （プレストレスト鉄筋コンクリート杭）

Text
 （㎜）

Text
 （㎜）

Text
 強度

Text
 ・図示

Text
 ※図示

Text
 （㎜）

Text
 （㎜）

Text
 ※鋼管杭（・SKK400  ・SKK490）

Text
 ・H形鋼杭（・SKK400  ・SHK490M）

Text
 ※「標仕」5.3.4（3）（ア）による

Text
 ・図示（構造図）

Text
 ・図示（構造図）

Text
 階柱、壁～階梁、スラブ

Text
 ・B種（適用箇所　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ※図示（構造図による） ・          

Text
 ※A種

Text
 ※「日本農林規格」5章コンクリート型枠用合板（・表面加工品　・B-C　）

Text
 ※図示（構造図）

Text
 ・図示（構造図鉄骨基準図）

Text
 ※羽子板ボルト

Text
 ・図示（構造図鉄骨基準図）

Text
 ※図示（構造図）

Text
 ※適用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・杭径の1/4、100、傾斜1/100以下

Text
 ※図示

Text
 ・支持層中に1.0m以上

Text
 ※図示

Text
 ・杭径の1/4、100、傾斜1/100以下

Text
 ※図示

Text
 ・支持層中に1.0m以上

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 一般事項

Text
 ※第４章　事業工事～第７章　鉄骨工事は構造図参照

Text
 No.

Text
 DEPT.



A1:1/

A3:1/

-

-

48
05

Text
 ※各部の耐火性能は取付金物含む

Text
 [補強コンクリートブロック造]

Text
 施工箇所

Text
 正味厚さ

Text
 耐力壁

Text
 ※200X400

Text
 外壁（化粧積）

Text
 [ALCパネル]

Text
 単位荷重（N/㎡）

Text
 厚さ

Text
 備考（品番）

Text
 外壁用

Text
 ・1200

Text
 ・（      ）

Text
 間仕切用

Text
 　 ー

Text
 屋根用（非歩行）

Text
 ・1000

Text
 床用

Text
 ・2400 

Text
 外壁用

Text
 適用箇所

Text
 形状

Text
 ・D（デザインパネル）

Text
 間仕切用

Text
 ・

Text
 ※F（フラットパネル）

Text
 ・T（タイルベースパネル）

Text
 ※ パネル横使いの場合の縦目地

Text
 種類（区分）

Text
 ・

Text
 ・100

Text
 ・平

Text
 ・100

Text
 ・100

Text
 ・100

Text
 ・3600

Text
 ・2000

Text
 第8 章　コンクリ－トブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事　　つづき

Text
 中空部をロックウールで塞いだ上、2重シールを行い、浸入水がパネル最下部で排水でき、

Text
 止水用にステンレス板を内張りし、浸入水がパネル最下部で排水できる機構とする

Text
 ※外気に接する取付け金物類

Text
 モデュール

Text
 呼び寸法

Text
 ・150

Text
 （透水性）

Text
 ・普通

Text
 ・防水（W）

Text
 ・

Text
 ・150

Text
 種類

Text
 ・

Text
 ※200X400

Text
 第9 章　防水工事　つづき

Text
 保有者（工場、現場、代替タブ）は各種目の資格毎に試験不要とする

Text
 ・開先の形状

Text
 ・見え掛りとなる部分で撤去する必要がある部分　　　（

Text
 ・エンドタブの取り扱い

Text
 ・見え隠れとなる部分で疲労を考慮する必要がある部分（　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・完全溶込み溶接のスカラップの形状

Text
 特に意匠上重要な部分は裏当金も撤去するか裏当金を用いない溶接工法を採用する

Text
 ・デッキプレ－トの接合

Text
 ※超音波探傷試験機関は当該工事の鉄骨製作工場に所属しない日本溶接協会の溶接検査認定

Text
 委員会（CIW）の認定する検査会社Bクラス以上とする

Text
 又、鉄鋼加工業者の社内検査率は100％とする

Text
 摩擦面の性能及び処理

Text
 ・すべり係数試験

Text
 溶接作業を行う

Text
 試験方法（　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・溶接技能者の技量付加試験

Text
 試験費用については鉄骨加工業者の負担とする。但し、AW検定協会による技量検定資格

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※ 行う（AW検定協会の規定による）

Text
 ・行わない

Text
 ・JASS 6 鉄骨工事付則5「完全溶込み溶接・部分溶込み溶接の開先標準」による　

Text
 ・図示（構造図）

Text
 ※全箇所

Text
 ・　　　　　）

Text
 ・ノンスカラップ工法

Text
 ※改良型スカラップ工法

Text
 ※焼抜き栓溶接

Text
 ・スタッド溶接

Text
 ・アークスポット溶接又は隅肉溶接

Text
 ロボット溶接を行う場合もオペレータに関する技量付加試験とロボット溶接施工要領書の

Text
 確認を行う。ただし、AW検定協会による技量検定資格保有者は試験不要とする

Text
 ・トルク係数値試験（JIS形高力ボルト）　・導入張力確認試験（トルシア形高力ボルト）

Text
 [耐火被覆]

Text
 ・種類、材料、工法等

Text
 塗装の範囲

Text
 種別

Text
 規格番号

Text
 規格名称

Text
 種類

Text
 施工箇所

Text
 ・A種

Text
 ・JIS K 5674

Text
 ・耐火被覆材の接着する面の塗装範囲

Text
 ・耐火被覆材の接着する面以外塗装種別　　　※「標仕」18.3.2による  ・

Text
 鉛・クロムフリーさび止めペイント

Text
 屋内、屋外

Text
 ・B種

Text
 ・高力ボルト接合摩擦面処理方法

Text
 ・

Text
 ・

Text
 1種

Text
 ※図示

Text
 ※図示　・

Text
 ・ブラスト処理　　・リン酸塩処理

Text
 ・JASS 18 M-111

Text
 水系さび止めペイント

Text
 屋内

Text
 ・JIS K 5674

Text
 鉛、クロムフリーさび止めペイント

Text
 屋内

Text
 2種

Text
 －

Text
 ・アスファルト防水

Text
 防水工事は専門工事業者による責任施工とし、保証に関する資料を提出すること

Text
 が生じた場合は、請負者の費用にて、全数調査を行い不具合部分の補修を行うこと

Text
 ・FRP防水

Text
 シーリングの保証期間

Text
 防水の保証期間

Text
 期間

Text
 ※10年

Text
 保証期間

Text
 防水種別

Text
 備考

Text
 保証期間は完成引渡し日より下記による

Text
 ・改質アスファルトシート防水

Text
 ・合成高分子系ルーフィングシート防水

Text
 ・塗膜防水

Text
 材料

Text
 SR-2

Text
 MS-2、SR-1

Text
 PS-2

Text
 PU-2

Text
 5年

Text
 5年

Text
 5年

Text
 5年

Text
 保証書　　※ 提出する　　・ 提出しない

Text
 外装シール材は、完成引渡し日より上表の期間内に施工の不備によりシール材の破断、剥離

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ケイ酸質系塗布防水

Text
 ・ 

Text
 ※10年

Text
 ※10年

Text
 ・10年

Text
 ・10年

Text
 ※10年

Text
 厚さ

Text
 ・立上り部の保護

Text
 ・

Text
 ・断熱材（屋根保護防水）

Text
 種類

Text
 ※押出法ポリスチレンフォーム断熱材の保温板3種b（スキン層付き）

Text
 ※アルミニウム製

Text
 ・れんが

Text
 ・SUS製

Text
 ※25

Text
 ・30

Text
 ・35

Text
 ・40

Text
 ・50

Text
 ※乾式保護材（材質　　　　　　厚さ　・　　　　）

Text
 材質

Text
 形状寸法

Text
 ※L-30×15×2.0 程度

Text
 ・

Text
 厚さ

Text
 ・

Text
 ・断熱材（屋根露出防水）

Text
 種類

Text
 ※硬質ウレタンフォーム断熱材2種１号又は2号

Text
 ※25

Text
 ・30

Text
 ・35

Text
 ・40

Text
 ・50

Text
 （透湿係数を除くJIS A 9521規格に適合）

Text
 ・押え金物

Text
 ・絶縁シート（屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法）

Text
 ポリエチレンフィルム厚さ0.15以上

Text
 ※ポリプロピレン、ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス（70g/㎡程度）

Text
 ・絶縁シート（屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法）

Text
 材料

Text
 材料

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 保証書提出・保証期間について下記によりがたい場合は監督職員と協議するものとする

Text
 溶接の準備

Text
 ・

Text
 技能資格者

Text
 溶接施工

Text
 ・

Text
 ・　　エンドタブの切断箇所及び範囲　※図示　　　　・

Text
 デッキプレートの溶接

Text
 ・

Text
 ・デッキプレ－トと鉄骨部材の溶接方法　　※図示（構造図）　　・

Text
 ・耐火被覆材の接着する面以外　塗装範囲

Text
 ※「標仕」7.8.2（1）による　・

Text
 ・SRC造溶接した鋼製スリーブ内面塗装種別

Text
 ※A種　　・

Text
 ・耐火被覆材の接着する面の錆止塗装種別

Text
 ・A種　　※B種

Text
 ※ブロックの圧縮強度区部が                         　　　の場合「標仕」8.2.3（ア）（イ）による　・

Text
 ・まぐさを受ける開口部両側のブロックのコンクリート充填範囲　（※図示　・　　　　）

Text
 ・塀のブロックの種類　（・素地ブロック　・化粧ブロック　）

Text
 幅

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 第7 章　鉄骨工事　つづき

Text
 [高力ボルト接合]

Text
 締付け

Text
 ・JIS形高力ボルト本締め時ボルトの長さがねじの呼び径の5倍を超える場合の回転数　・（        ）

Text
 ・

Text
 標準ボルト張力

Text
 ・

Text
 [溶接接合]

Text
 ・

Text
 ・　　エンドタブの切断面の仕上げ

Text
 ・図示（構造図による）　　・

Text
 ・品質確認試験

Text
 溶接部の試験

Text
 ・

Text
 ・外観試験の試験方法

Text
 ※目視、計測（全数100%）　・

Text
 ・完全溶込み溶接部の超音波試験　・工場溶接　（AOQL　　・2.5%　　　※    %    ）

Text
 （検査水準　※第6水準　・　　　　）

Text
 ・現場溶接

Text
 [錆止め塗装]

Text
 塗装の種別

Text
 ・

Text
 耐火被覆の種類等

Text
 ・

Text
 耐火被覆の性能、品質等

Text
 ・耐火性能　　　　　　※図示

Text
 [工事現場施工]

Text
 アンカーボルトの設置等

Text
 ・

Text
 ・構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状、寸法　   ※図示（構造図）　・

Text
 ・建方用アンカーボルトの保持埋込み工法　　　　　　・A種　・B種

Text
 ・柱均しモルタルの厚さ　　　　　　　　　　　　　　※図示（構造図）　・

Text
 ・柱均しモルタルの工法　　　　　　　　　　　　　　※A種　・B種

Text
 [軽量形鋼]

Text
 ・ボルトの接合方法　　　　　　　　　　　　　　　　※図示　　・

Text
 施工

Text
 ・

Text
 [溶融亜鉛めっき工法]

Text
 溶融亜鉛めっき

Text
 高力ボルト接合

Text
 ・

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 モルタルの調合

Text
 ・

Text
 鉄筋の加工及び組立

Text
 ・各部の配筋　（※図示　　　・　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・

Text
 モルタル及びコンクリートの充填

Text
 [コンクリートブロック帳壁及び塀]

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 鉄筋の加工及び組立

Text
 ・鉄筋の継手、定着及び末端の折り曲げ形状　※図示

Text
 第8 章　コンクリ－トブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・

Text
 外壁パネル構法

Text
 長さ

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・パネルの最小巾を300未満とする場合　※図示

Text
 ・構法　　　　・A種　　　　　　　　　　　　・B種

Text
 パネルの短辺小口相互の接合部の

Text
 ・伸縮目地及び出隅、入隅の目地の耐火目地材充填

Text
 パネル接合部及び他部材との取合い部の伸縮

Text
 ・

Text
 間仕切壁パネル構法

Text
 ・構法　　　　・C種　　　　　　　　　　　　・D種

Text
 ・

Text
 屋根及び床パネル構法

Text
 ・構法　　　　※F種　

Text
 [押出成型セメント板]

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ※F（フラットパネル）

Text
 ・

Text
 外壁パネル

Text
 ・パネルの最小巾を300未満とする場合　※図示

Text
 ・　　　　　　　・A種　　　　　　　　・B種

Text
 ・パネル相互の目地巾

Text
 ・耐火構造以外の目地及び隙間の処理　　※パネル製造所の仕様による　・図示

Text
 パネル接合目地（伸縮目地）巾

Text
 ・

Text
 間仕切壁パネル

Text
 ・　　　　　　　・B種　　　　　　　　・C種 

Text
 ・やむを得ず設ける設備開口等のパネルの寸法等の限度

Text
 ※ECP施工標準仕様書第7版5.5による

Text
 第9 章　防水工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 [アスファルト防水]

Text
 材料

Text
 ・

Text
 （※JIS R 1250による　・　　　　　　）

Text
 ・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

Text
 ・部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

Text
 第9 章　防水工事　つづき

Text
 [共通事項]

Text
 ※保証期間10年はトップコート有りとする

Text
 鋼製

Text
 鋼製

Text
 ・完全溶込み溶接　板厚が異なる場合の突合せ継手の溶接部

Text
 ・低応力高サイクル疲労を受ける部位　※図示（構造図による）

Text
 A（08）、B（12）、C（16） 

Text
 ・

Text
 ブロック積み等

Text
 ・目地仕上　　（・押し目地仕上　　・化粧無目地仕上　　　）

Text
 地下二重壁、塀

Text
 外壁（化粧積み）

Text
 配管用ブロック

Text
 間仕切り、外壁

Text
 施工箇所

Text
 正味厚さ

Text
 ・150

Text
 ・190

Text
 ・150

Text
 ・100

Text
 ※200X400

Text
 モデュール

Text
 呼び寸法

Text
 ※200X400

Text
 ・空洞ブロック※A（08）

Text
 圧縮強さによる区分

Text
 断面形状及び

Text
 ※空洞ブロック※C（16）

Text
 ・防水性（W）

Text
 種類

Text
 ・普通

Text
 ・普通

Text
 （透水性）

Text
 化粧

Text
 ブロック

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・各部の配筋　※図示　　　・

Text
 耐火性能

Text
 ・1h

Text
 ・1h

Text
 ・    h

Text
 ・1h・2h

Text
 ・耐火目地材　　　※ALCパネルの製造所の仕様による　・図示

Text
 ・　　　　　　　　　　　　　　　伸縮目地幅　　　　　　　　　　　※10～20　・

Text
 ・出隅、入隅の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目地幅　　※10～20　・

Text
 （縦壁ロッキング構法） 　

Text
 （横壁アンカー構法） 　

Text
 （縦壁ロッキング構法） 　

Text
 （横壁アンカー構法） 　

Text
 （縦壁フットプレート構法） 　

Text
 （敷設筋構法） 　

Text
 ・

Text
 その他（構法共通）

Text
 ・E種

Text
 （種類）

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ※60

Text
 ・ 

Text
 ※60

Text
 厚さ

Text
 幅

Text
 ・600

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 （縦張り工法） 　

Text
 （横張り工法） 　

Text
 （縦張り工法） 　

Text
 （横張り工法） 　

Text
 　　　　　　　工法

Text
 　　　　　工法

Text
 工法

Text
 工法

Text
 耐火性能

Text
 ・1h

Text
 ・0.5h

Text
 ・1h

Text
 ※各部の耐火性能は取付金物含む

Text
 ・耐風圧性能　※指定した風荷重に対し、パネルに作用する曲げ及びせん断応力が許容

Text
 ・耐震性能　　※構造躯体の層間変形角1/100に対して脱落及び取付け耐力上支障のある

Text
 ・耐震性能　　※外壁パネルの耐風圧、耐震性能同様とする

Text
  ※長辺10mm以上、短辺15mm以上　・図示

Text
 ・出隅、入隅の                                       　　※15　　・

Text
 ※外気に接する取付け金物類

Text
 ・耐震性能　　　※ECP施工標準仕様書第7版2-1による（外壁パネルに準ずる）　 ・図示

Text
 ・

Text
 溝掘り及び開口部の措置

Text
 ・パネルの最小巾300未満の場合、相互の目地巾、出隅、入隅の目地　※外壁パネルに準ずる

Text
 ・ポリプロピレン、ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス

Text
 ・

Text
 ・保護層等の材料

Text
 ・耐風圧、耐震性能　　※ALC外壁パネルの耐風圧、耐震性能同様とする

Text
 応力度を下回り、ひび割れ、金具の脱落等が生じないこと

Text
 ひび割れを生じさせない工法を用いる

Text
 （全数100%）

Text
 全面

Text
 ・接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量

Text
 ※　　　　　　　　　の製造所の指定

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ルーフィングシート

Text
 ・耐風圧性能　　※指定した風荷重に対し、パネルに作用する曲げ及びせん断応力が許容

Text
 ・耐震性能　　　※構造躯体の層間変形角1/100に対して脱落及び取付け耐力上支障のある

Text
 応力度を下回り、ひび割れ、金具の脱落等が生じないこと

Text
 ひび割れを生じさせない工法を用いる

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 屋根露出防水絶縁断熱工法のルーフドレイン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置

Text
 ・図示

Text
 ・

Text
 ・付着層タイプ（・湿式・乾式）

Text
 ・保護層

Text
 ・脱気装置の種類及び設置数量

Text
 材料

Text
 ・無筋コンクリート（6章14節）

Text
 成形伸縮目地材

Text
 厚さ

Text
 ※80（こて仕上げの場合）・60（床タイル張り等の仕上げの場合）

Text
 ・軽量コンクリート（6章11節）

Text
 ・アンカータイプ　

Text
 ・100

Text
 ※ルーフィング類製造所の指定（数量共） ・図示　

Text
 ※屋内防水密着工法で保護コンクリートに配管を行う場合等は、防水工事完了後に

Text
 全面に厚さ15の保護モルタル塗りを行うこと

Text
 ・仕上塗料の種類、使用量（露出防水）

Text
 ※アスファルトルーフィング類の製造所の仕様による

Text
 kg/㎡

Text
 ・屋上排水溝　　　　　　　　　※図示　　・

Text
 ・改質アスファルトシート、　　　付改質アスファルトシート、部分粘着層付改質アスファルトシート

Text
 ・AS-T2

Text
 ※ 現場打ち鉄筋コンクリート下地、ALCパネル下地又はPCコンクリート部材下地に適用する。

Text
 施工区分

Text
 種別

Text
 施工箇所

Text
 備考

Text
 屋根

Text
 露出防水

Text
 密着

Text
 ・AS-T1

Text
 [改質アスファルトシート防水]

Text
 ・AS-T3

Text
 ・AS-T4

Text
 ・AS-J1

Text
 ・ASＩ-T1

Text
 ・ASＩ-J1

Text
 絶縁

Text
 絶縁断熱

Text
 ・脱気装置

Text
 ・脱気装置

Text
 ・脱気装置

Text
 ・脱気装置

Text
 ・脱気装置

Text
 ・防湿層

Text
 ・防湿層

Text
 ・図示

Text
 ・脱気装置の種類及び設置数量

Text
 ※改質アスファルトシート製造所の指定

Text
 [合成高分子

Text
 ルーフィング防水]

Text
 ・仕上塗料の種類及び使用量

Text
 ※改質アスファルトｼｰの製造所の指定  

Text
 保護防水

Text
 密着

Text
 絶縁

Text
 ・B-1

Text
 ・A-1

Text
 施工区分

Text
 種別

Text
 施工箇所

Text
 備考

Text
 密着断熱

Text
 絶縁断熱

Text
 絶縁

Text
 絶縁断熱

Text
 露出防水

Text
 ・A-2

Text
 ・AI-1

Text
 ・AI-2

Text
 ・B-2

Text
 ・BI-1

Text
 ・BI-2

Text
 ・D-1

Text
 ・D-2

Text
 ・E-1

Text
 ・E-2

Text
 密着

Text
 保護防水

Text
 ・脱気装置

Text
 ・脱気装置

Text
 ・脱気装置（注）

Text
 屋根

Text
 屋内

Text
 ・A-3

Text
 ・AI-3

Text
 ・DI-1

Text
 ・DI-2

Text
 ・脱気装置（注）

Text
 防水層の種類、種別

Text
 ・

Text
 及び工程

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ・防水層の下地　

Text
 ・平場下地モルタルの場合の範囲        ※図示　　・          

Text
 ・立ち上がりの仕上げ  　　　      ※コンクリート打放しB種　　・        

Text
 ・アスファルトルーフィング類の貼付け（平場、屋根露出防水絶縁断熱工法の断熱材）　

Text
 ・ルーフドレイン櫃割及び立ち上がり部周辺の張りじまい位置     ※図示　　・     

Text
 保護層等の施工

Text
 ・

Text
 ・立ち上がり保護方法　　　　　※図示　　・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

Text
 ・　　　　　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

Text
 ・押え金物

Text
 ※アルミニウム製

Text
 ・SUS製

Text
 材質

Text
 形状寸法

Text
 ※L-30×15×2.0 程度

Text
 ・

Text
 厚さ

Text
 ・断熱材（屋根露出防水）

Text
 種類

Text
 ※硬質ウレタンフォーム断熱材2種１号又は2号

Text
 ※25

Text
 ・30

Text
 ・35

Text
 ・40

Text
 ・50

Text
 （透湿係数を除くJIS A 9521規格に適合）

Text
 防水層の種類、種別

Text
 ・

Text
 及び工程

Text
 ・ルーフィングシートの種類及び厚さ　　　※「標仕」表9.4.1～9.4.3による

Text
 ・   　　　         　シートの材質　　　　　※発泡ポリエチレンシート

Text
 ・固定金具の材質、形状及び寸法　   　　　※「標仕」　　　　　　による   ・図示

Text
 厚さ

Text
 ・断熱工法の断熱材

Text
 種類

Text
 ※硬質ウレタンフォーム断熱材2種１号又は2号

Text
 ※25

Text
 ・30

Text
 ・35

Text
 ・40

Text
 ・50

Text
 種別

Text
 種類

Text
 厚さ

Text
 施工箇所

Text
 備考

Text
 ・S-F1

Text
 ・S-F2

Text
 ・S-M1

Text
 ・S-M2

Text
 ※加硫ゴム系ルーフィングシート

Text
 ※塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート

Text
 ※加硫ゴム系ルーフィングシート

Text
 ※1.2

Text
 ・

Text
 ※

Text
 ・

Text
 ※1.5

Text
 工法

Text
 接着

Text
 機械的

Text
 固定

Text
 ※塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート

Text
 ・SI-F1

Text
 ・SI-F2

Text
 ・SI-M1

Text
 ・SI-M2

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※加硫ゴム系ルーフィングシート

Text
 ※加硫ゴム系ルーフィングシート

Text
 ※塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート

Text
 ※塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート

Text
 ※1.2

Text
 ※

Text
 ・

Text
 ※1.5

Text
 ※1.5

Text
 ・

Text
 接着

Text
 機械的

Text
 固定

Text
 断熱

Text
 ・S-C1

Text
 ※塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート

Text
 ※1.0

Text
 屋内保護密着

Text
 ※現場打ち鉄筋コンクリート下地、ALCパネル下地又はPCコンクリート下地に適用する

Text
 防水層の種類、種別

Text
 及び工程

Text
 材料

Text
 ・立上り部への断熱材及び絶縁用シートの設置　　※図示　　・

Text
 ・立上り部における保護工法　　　　　　　　　　※図示　　・

Text
 （ルーフィング）

Text
 （※部分接着改質・砂付あなあき）

Text
 ・保護コンクリートの厚さ　　　・こて仕上げの場合　80㎜ 以上 

Text
 ・床タイル張り等の仕上げの場合は 60㎜ 以上

Text
 ・E-1の表9.2.9による工程3の実施　※常時水につかる部位（貯水槽、浴槽等）

Text
 ・

Text
 ・図示

Text
 ※「標仕」表9.3.2、9.3.3による

Text
 粘着層付及び

Text
 粘着層

Text
 可塑剤移行防止用

Text
 9.4.2（3）（イ）

Text
 （透湿係数を除くJIS A 9521規格に適合）

Text
 1.5

Text
 2.0

Text
 2.0

Text
 1.5

Text
    但し、S-M1、M2、SI-M1、M2はALCパネル下地にS-C1はALCパネル、PCコンクリート下地

Text
    には適用しない

Text
 ・軽歩行用

Text
 ・軽歩行用

Text
 ・

Text
 ※

Text
 1.5

Text
 ・保護Mo（     ㎜）

Text
 ・シルバー

Text
 ・カラー

Text
 種類

Text
 施工箇所

Text
 製造所の工法・仕様（程度品）

Text
 ・FRP防水

Text
 ・塗布防水

Text
 ・セメント防水

Text
 ・自閉型変性エチレン

Text
 ・酢酸ビニル系

Text
 その他防水

Text
 ・ウレタンゴム系

Text
 種類

Text
 種別（工法）

Text
 施工箇所

Text
 2回塗り

Text
 3回塗り

Text
 ・X-1

Text
 ・X-2

Text
 ・Y-1

Text
 ・Y-2

Text
 ｲｰﾃｯｸ　AE-P22

Text
 ・ゴムアスファルト系

Text
 ・ポリマーセメント系塗膜防水

Text
 ・地下外壁

Text
 ・屋内

Text
 ・脱気装置（X-1に適用）の種類及び数量

Text
 ・仕上塗料（X-1、X-2に適用）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 （絶縁）

Text
 （密着）

Text
 備考

Text
 ・脱気装置

Text
 ・保護層

Text
 ・アクリル系　・フッ素系　・

Text
 [ケイ酸質系塗布防水]

Text
 ・

Text
 ・上記以外の適用部位（　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 種別

Text
 施工箇所

Text
 備考

Text
 ・

Text
 ・C-UP

Text
 ・コンクリート打継ぎ箇所の処理  

Text
 ・下地処理

Text
 ※シーリング材の種類及び施工箇所

Text
 ・「標仕」 表9.7.1による（カーテンウォール目地及び外装壁タイル接着剤張り目地除く）

Text
 [シーリング]

Text
 ・シーリング工事参考資料による

Text
 ・ 下記による

Text
 部位

Text
 幅

Text
 深さ

Text
 コンクリート打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地

Text
 ※20以上

Text
 ※10以上

Text
 ガラス回りの目地

Text
 5以上

Text
 5以上

Text
 上記以外

Text
 10以上

Text
 10以上

Text
 ワーキングジョイントとなる目地寸法は、（社）日本建築学会「JASS 8 防水工事」

Text
 における温度ムーブメントの算定式により算定し、監督職員の承諾を得ること

Text
 ※接着性試験（外部に面するシーリング材）

Text
 ・「標仕」9.7.3（1）による

Text
 ※シーリング材の寸法は上記による他、温度変化等により比較的大きな挙動が発生する

Text
 図示なき限りシーリング材の目地寸法は次のとおりとする

Text
 ※簡易接着性試験

Text
 ・引張接着性試験

Text
 備考

Text
 （注）

Text
 （注）「標仕」16.14.3　［ガラス溝の寸法、形状等］以外

Text
 但し、同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は、監督職員の承諾を受けて試験

Text
 ※材料における（ ）内の種類は下水道事業団「防食被覆工法の設計標準仕様」による

Text
 特記なき限り仕上は、床、壁、天井とする。

Text
 工法

Text
 材料

Text
 ・雑排水層

Text
 ・中水槽

Text
 ・消火水槽

Text
 ・蓄熱層

Text
 ライニング工法

Text
 コーティング工法

Text
 ・エポキシ樹脂系（C-1種）

Text
 ・

Text
 ・エポキシ樹脂系（C-1種）

Text
 ・タールエポキシ樹脂系（A種）

Text
 ・自閉型変性エチレン酢酸

Text
 　ビニル系

Text
 ・樹脂モルタル防水[壁・床]

Text
 ・コンクリート打放し、こて押え

Text
 専門業者による蓄熱断熱仕様

Text
 ・雨水槽

Text
 断熱防水工法

Text
 その他

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 各種槽内防水等

Text
 漏水試験

Text
 ・水張試験

Text
 ・行わない

Text
 ・散水試験

Text
 ・行わない

Text
 ※試験方法、内容等については試験計画書を作成し、事前に監督職員と協議する

Text
 ・行う（範囲

Text
 ・行う（範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・防水立上りの笠木部分

Text
 ・　　　　　　　　　　）

Text
 ・防火水槽

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 を省略できる。

Text
 ・汚水槽

Text
 ・上記以外　（種類　　　　　　　　使用量　　　　　）

Text
 ・仕上塗料　・種類

Text
 ※　　　　　　　　　の製造所の指定

Text
 ・接着工法のPCコンクリート下地の場合の目地処理方法　※図示

Text
 ・PCコンクリート下地の入隅部（S-F1、SI-F1の場合 ）の増張り　※図示

Text
 ・一般部のルーフィングの貼付が機械的固定工法の場合の風圧力に対応した工法

Text
 ・                  　立上り部の保護モルタル塗厚　　※7㎜以下　・

Text
 ・使用量　※主材料の製造所の仕様による　・

Text
 ・保護層の仕様（Y-2に適用）　　 ※保護コンクリート　 ・保護Mo  ・

Text
 ・壁及び天井の防水層下地　※コンクリート打放しB種　・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 施工

Text
 ・

Text
 　監督職員に提出する。

Text
 ※建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法とし、計算書及びその他性能表を

Text
 [塗膜防水]

Text
 防水層の種類、種別

Text
 ・

Text
 及び工程

Text
 防水層の種類、種別

Text
 ・

Text
 及び工程

Text
 一般事項

Text
 ・

Text
 防水層の位置

Text
 地下構造物（外壁、床）、水槽、ピット（床、壁）

Text
 備考

Text
 背面水圧側

Text
 水圧側

Text
 適用部位

Text
 地下構造物（外壁）、水槽（床、壁、天井）、ピット（壁）

Text
 C-UＩ

Text
 施工

Text
 ・

Text
 目地寸法

Text
 ・

Text
 シーリング材の試験

Text
 [その他]

Text
 ・使用量

Text
 ・軽歩行用　・

Text
 ルーフィングシート

Text
 保護層の施工

Text
 ・ALC、押出成形セメント板部のシーリング材表面部仕上塗材、塗装

Text
 2024ver.03

Text
 ※グラインダーにより粗さ100μmRz 以下及びノッチ深さ1.0程度以下

Text
 検査率は鉄骨基準図（2）の特記事項にも準ずること

Text
 ・150

Text
 ・190

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・溶融亜鉛めっきC種（ボルト、ナット、ナット類はSUS） ・SUS

Text
 ・溶融亜鉛めっきC種（ボルト、ナット、ナット類はSUS） ・SUS

Text
 ※「標仕」表9.2.3～9.2.8による

Text
 ※「標仕」表9.2.5～9.2.8による

Text
 ※「標仕」表9.3.1～9.3.3による

Text
 ・種類

Text
 ※主材料の製造所の仕様による　・

Text
 ※「標仕」9.6.4（2）（ア）～（ウ） による　・

Text
 ※「標仕」9.6.4.（2）（ア）による

Text
 ・適用（図示）　・適用しない

Text
 圧縮強さによる区分

Text
 断面形状及び

Text
 ※空洞ブロック※C（16）

Text
 化粧

Text
 ブロック

Text
 ・

Text
 ・

Text
 4.0

Text
 0.5

Text
 （※部分接着改質・砂付あなあき）

Text
 （※部分接着改質・砂付あなあき）

Text
 （※部分接着改質・砂付あなあき）

Text
 （※部分接着改質・砂付あなあき）

Text
 （※部分接着改質・砂付あなあき）

Text
 幹線通路屋根、配管立上り、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端等

Text
 地下井水槽、雑用水槽、消火水槽

Text
 屋上アスファルト防水

Text
 ・ステンレス製脱気筒（12か所）

Text
 地下井水槽、雑用水槽、消火水槽

Text
 E2ｴﾎﾟｷｼ塗料仕上

Text
 （飲料用同等品

Text
 No.

Text
 DEPT.



A1:1/

A3:1/

-

-

48
06

Text
 見付け材面

Text
 ・見え掛り面の表面の仕上げの程度

Text
 ・含水率

Text
 [共通事項]

Text
 ・ホルムアルデヒド放散量　 ※ F☆☆☆☆　・「標仕」　　　　　　　　　　による

Text
 第12 章　木工事  

Text
 ※A種

Text
 ・B種

Text
 ・下地材

Text
 ※A種

Text
 ・B種

Text
 ・造作材

Text
 ・　　　　　　　　　　による製材

Text
 ・　　　　　　　　　　以外による製材

Text
 ・下地

Text
 ・造作

Text
 施工箇所

Text
 寸法

Text
 材面の品質

Text
 防虫処理

Text
 含水率

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※A種

Text
 ・杉・松

Text
 ・杉・松・桧

Text
 ・代用樹種　※不可　・可

Text
 ・B種

Text
 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

Text
 ・保存処理区分　　※K-1

Text
 [鉄筋コンクリート造等の

Text
 の内部間仕切軸組及び床組]

Text
 施工箇所

Text
 樹種

Text
 ・杉　・松　・

Text
 ・杉　・松　・

Text
 施工箇所

Text
 樹種

Text
 ※桧　・

Text
 ・松　・杉

Text
 ・吊元枠、水掛りの下枠、敷居

Text
 ・その他（　　　　　　　　）

Text
 施工箇所

Text
 樹種

Text
 ※桧　・

Text
 ・縁甲板

Text
 ・上り框

Text
 ※桧　・

Text
 [壁・天井下地]

Text
 施工箇所

Text
 ・杉　・松　・

Text
 第10 章　石工事　つづき

Text
 ・天然石

Text
 その他の材料

Text
 ・取付け用モルタル

Text
 ・既調合の目地モルタル

Text
 ・裏打処理材

Text
 施工箇所

Text
 産地・名称

Text
 厚さ

Text
 表面仕上の種類

Text
 工法

Text
 ・内壁空積

Text
 ・乾式

Text
 ・外壁湿式

Text
 ・内壁空積

Text
 ・乾式

Text
 ・外壁湿式

Text
 種類

Text
 ・花こう岩

Text
 ・大理石

Text
 種石の

Text
 表面仕上

Text
 備考

Text
 ・石裏面処理材

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ※専門工事業者の指定製品

Text
 ・

Text
 ※専門工事業者の指定製品

Text
 ・

Text
 ※専門工事業者の指定製品

Text
 ・

Text
 ※専門工事業者の指定製品

Text
 ・

Text
 ・石材の割付

Text
 ※図示　　　・　　

Text
 [共通事項]

Text
 ・屋内本磨きの床にワックスを使用

Text
 ※図示  ・

Text
 大きさ

Text
 ※大理石

Text
 ※1.5～12

Text
 ・

Text
 ・

Text
 形状

Text
 仕上面

Text
 ※図示

Text
 ・片面

Text
 ・粗磨き

Text
 ・水磨き

Text
 ・本磨き

Text
 第10 章　石工事

Text
 ・下地ごしらえ

Text
 ・裏打ち処理　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 [外壁湿式工法]

Text
 ・裏面処理　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・伸縮調整

Text
 ・シーリング材の目地寸法

Text
 ・行わない

Text
 ・行わない

Text
 ※「標仕」表11.1.1による

Text
 （※「標仕」9.7.3.（1）（ウ）による）

Text
 ・図示

Text
 ・行う

Text
 ・行う（小口とも）

Text
 ※あと施工アンカー、横筋流し工法　　・

Text
 ※石材の厚さ　※　　　　　　　・

Text
 ・一般目地幅

Text
 ※6以上

Text
 ・

Text
 ・一般目地のシーリング

Text
 ・行わない

Text
 ・行う（目地幅、深さ共※6以上）

Text
 [内壁空積工法]

Text
 ※建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法は「施工計画書」による品質計画で定め、

Text
 　による品質計画で定め、監督職員の承諾を得ること

Text
 ・ドレンパイプの材質

Text
 ・保護剤　　　　　・浸透性吸水防止剤　・石裏面処理　・裏打ち処理

Text
 ・床用石材の滑り抵抗値

Text
 屋外及び雨水を持ち込む恐れのある部分

Text
 大浴室・プールサイドなど裸足歩行部分

Text
 ※ BPM（湿潤状態）40以上

Text
 ※ BPM（湿潤状態）45以上

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※ステンレス（SUS304）

Text
 ・樹脂製

Text
 ※石厚70以下の石材を空積工法で高さ4000以下の内壁に取り付ける工事に適用する

Text
 ※石材の厚さ　※　　　　　　・

Text
 ・下地ごしらえ

Text
 ・あと施工アンカー工法

Text
  あと施工アンカー横筋流し工法

Text
 ※6m程度ごと

Text
 ※石厚70以下の石材を乾式工法で高さ31ｍ以下の外壁に取り付ける工事に適用する

Text
 ※石材の厚さ　　　　　※厚さ30以上　・図示  

Text
 ・だぼ用の穴の位置

Text
 ※「標仕」10.5.2（2）（ア）による

Text
 ・オープン目地幅

Text
 ※8以上

Text
 [特殊部位の石張り]

Text
 アーチ、上げ裏等の石張り

Text
 隔て板

Text
 石材の種類

Text
 表面仕上の種類

Text
 厚さ

Text
 備考

Text
 ※40

Text
 ※大理石

Text
 ※本磨き

Text
 ・

Text
 予備保管

Text
 施工面積の　　　　％（保管する石種は監督職員の指示による）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・花崗岩

Text
 ・

Text
 ・アンカーの材質及び寸法

Text
 ・あと施工アンカーの材質、寸法　　　※図示　　　・

Text
 ※幅、深さ共10mm以上　・図示

Text
 ・目地寸法

Text
 [共通事項]

Text
 ・タイルの試験張り

Text
 ※伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

Text
 壁（垂直水平方向）

Text
 床

Text
 仕上表

Text
 形状、寸法

Text
 釉薬

Text
 役物

Text
 色

Text
 備考

Text
 Ⅰ

Text
 施

Text
 無

Text
 あ

Text
 な

Text
 標

Text
 特

Text
 類

Text
 釉

Text
 り

Text
 し

Text
 準

Text
 注

Text
 ・役物

Text
 大きさ、仕様等は監督職員の指示による

Text
 ・タイルの見本焼き

Text
 第11 章　タイル工事

Text
 吸水率

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 釉

Text
 ※行う（※外壁タイル

Text
 ・　　　　　　）

Text
 ・行わない

Text
 ※行う（※外壁タイル

Text
 ・　　　　　　）

Text
 ・行わない

Text
 ・一体成型

Text
 ・接着成型

Text
 ・図示

Text
 ※「標仕」表11.1.1による

Text
 ・図示

Text
 害

Text
 性

Text
 耐

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 凍

Text
 [セメントモルタルによる

Text
 タイル型枠先付工法

Text
 仕上表の記号

Text
 タイル張り]

Text
 工法

Text
 仕上表の記号

Text
 適用タイル

Text
 コンクリート素地面処理

Text
 内外装タイル

Text
 ユニットタイル

Text
 ・MCR工法

Text
 ・密着張り

Text
 ・マスク張り

Text
 ・改良圧着張り

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・モザイクタイル張り

Text
 種類

Text
 タイル先付型枠用せき板の種類

Text
 ・合板（厚さ

Text
 ・金属製タイル先付け用パネル

Text
 ・タイルシート法

Text
 ・桟木法

Text
 パラペット天端、窓台、その他細部取合いで後張りとする場合の施工方法は監督職員の承諾

Text
 を得ること

Text
 注）目荒し工法は高圧水洗とし、水圧及び目荒し時間を適切に設定すること

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・

Text
 ※12

Text
 ・15）

Text
 ※　　　　　　　　　　接着剤のホルムアルデヒド放散量は　F☆☆☆☆　とする

Text
 ・目地桝法

Text
 ・

Text
 適用タイル

Text
 シーリング

Text
 ・シーリング材の種類

Text
 ・打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地

Text
 ※ポリウレタン系

Text
 ・伸縮調整目地その他の目地

Text
 ※変成シリコーン系

Text
 小口タイル

Text
 二丁掛けタイル

Text
 大型タイル

Text
 プレキャストコンクリート類

Text
 押出成型セメント成型板

Text
 の打込み先付工法

Text
 のタイル張り工法

Text
 施工箇所

Text
 工場張りとし、目地の大きさ及び位置は押出成型セメント成型板の目地と合わすこと

Text
 仕上表の記号

Text
 工法           

Text
 ※「Q-CAT」品質基準による工法・仕様（保障期間13年）

Text
 施工箇所

Text
 仕上表の記号

Text
 工法           

Text
 ・

Text
 ・

Text
 予備保管

Text
 施工面積の　　　　％（保管するタイル種は監督職員の指示による）

Text
 ・

Text
 ・ドレンパイプの材質（外壁湿式工法）

Text
 ※ステンレス（SUS304）

Text
 ・樹脂製

Text
 ・オープン目地

Text
 ※8以上

Text
 ・

Text
 仕上表の記号

Text
 ※建築基準法に基づき定まる風圧力　　　　　に対応した工法とし、

Text
 　性能表を監督職員に提出する

Text
 屋根葺形式

Text
 めっき付着量

Text
 ・屋根用コイル

Text
 塗膜の耐久性の種類

Text
 ・立て平葺・心木なし瓦棒葺・横葺

Text
 厚さ

Text
 備考

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 り

Text
 性

Text
 耐

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 滑

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 取付け金物

Text
 ・

Text
 ・外壁湿式工法及び内壁空積工法用受金物の材質、形状及び寸法　

Text
 ・　　乾式工法用金物　　　（・スライド方式による　・ロッキング方式による）

Text
 ・形状、寸法

Text
 ・平もの

Text
 ・両面

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・特殊部位用金物   ・引金物、だぼ、かすがい（※「標仕」10.2.2.（1）　　による・図示）

Text
 ・ファスナー（・スライド方式による　・ロッキング方式による）

Text
 ・金物固定用充填材料等

Text
 ※専門工事業者の指定製品

Text
 ・

Text
 ※「標仕」10.2.2.（4）による　・図示

Text
 ・

Text
 ・「標仕」10.2.2（1）～（5）以外の金物の材質、形状、寸法

Text
 ※図示

Text
 ※石材の厚さ

Text
 ・目地の位置

Text
 の記号

Text
 Ⅱ

Text
 類

Text
 Ⅲ

Text
 類

Text
 成形方法

Text
 A

Text
 種

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 B

Text
 種

Text
 （施行箇所）

Text
 床タイル

Text
 [有機系接着剤によるタイル張り]

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 仕上表の記号

Text
 適用タイル

Text
 有機系接着剤の種類

Text
 内装タイル

Text
 外装タイル

Text
 ユニットタイル

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・タイプⅠ

Text
 ・タイプⅡ

Text
 コンクリート素地面処理

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・MCR工法

Text
 ・目荒し工法

Text
 ・1種処理

Text
 木材

Text
 ・

Text
 第12 章　木工事 　つづき 

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・木材の防腐、防蟻処理

Text
 ・工場における薬剤の加圧注入処理等

Text
 ・薬剤の塗布等

Text
 ・付属書Aの規定に基づく表面処理用木材保存剤の処理　・適用する

Text
 ・処理の方法

Text
 ・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理

Text
 ・合板の加圧注入　　　による防腐、防蟻処理　

Text
 第13 章　屋根及びとい工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 [共通事項]

Text
 ・ 

Text
 施工一般

Text
 ・

Text
 清掃

Text
 ・

Text
 [材料]

Text
 石材

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・テラゾブロック及びテラゾタイル

Text
 ※「標仕」10.2.2（1）　　による   ･図示

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・石材の加工

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ・目地

Text
 ※石厚70以下の石材を湿式工法で1階の腰壁、根石部分等に取り付ける工事に適用する

Text
 材料

Text
 ・

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ・裏面処理      ・裏打ち処理

Text
 ・石材の加工

Text
 ・伸縮調整目地

Text
 ・シーリング材の目地寸法

Text
 （※「標仕」9.7.3.（1）（ウ）による）

Text
 ・図示

Text
 ・一般目地幅

Text
 ※

Text
 ・

Text
 ・一般目地のシーリング

Text
 ・行わない

Text
 ・行う（目地幅、深さ共※6以上）

Text
 ・オープン目地

Text
 ※8以上

Text
 ・

Text
 ・目地

Text
 [　　乾式工法]

Text
 材料

Text
 ・

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ※

Text
 ・石材の加工

Text
 ・一般目地幅

Text
 ※8以上

Text
 ・

Text
 ・一般目地のシーリング

Text
 ・行わない

Text
 ・行う（目地幅、深さ共※8以上）

Text
 ・目地

Text
 [床及び階段の石張り]

Text
 床の石張り

Text
 ・

Text
 ・材料

Text
 ・目地

Text
 ・30㎡以内　・6m程度ごと

Text
 ・伸縮調整目地の位置

Text
 ・図示

Text
 ・一般目地幅

Text
 ・一般目地のシーリング

Text
 ・行わない

Text
 ・行う（目地幅、深さ共※6以上）

Text
 ・屋外（※4mm以上 ・図示）

Text
 ・屋内（※3～6mm以上 ・図示）

Text
 階段の石張り

Text
 ・

Text
 ・35　・60　・

Text
 ・石裏面処理

Text
 ・ 行う（小口とも）

Text
 ・行わない

Text
 ※石材の厚さ

Text
 ・材料

Text
 ・35　・60　・

Text
 ・目地

Text
 ・一般目地幅

Text
 ・一般目地のシーリング

Text
 ・行わない

Text
 ・行う（目地幅、深さ共※6以上）

Text
 ・

Text
 ・材料、石張り工法

Text
 施工部位

Text
 取付工法

Text
 厚さ

Text
 ・湿式工法  ・乾式工法

Text
 ※40 ・

Text
 ・

Text
 石の種類

Text
 ・大理石・花崗岩

Text
 ・石裏面処理

Text
 その他

Text
 ・浸透性給水防止剤

Text
 ・一般目地幅

Text
 ※6以上

Text
 ・

Text
 ・一般目地のシーリング

Text
 ・行わない

Text
 ・行う（目地幅、深さ共※6以上）

Text
 ・目地

Text
 ・吊金物

Text
 ※SUS304、径6、長さ80の加工物　・

Text
 ・化粧吊りボルト

Text
 ※SUS304、M10、化粧ナット付き　・

Text
 笠木、甲板等の石張り

Text
 ・

Text
 ・一般事項、材料

Text
 施工部位

Text
 取付工法

Text
 厚さ

Text
 ・　　　　　・乾式工法

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 石の種類

Text
 ・大理石・花崗岩

Text
 ・大理石・花崗岩

Text
 ・

Text
 ・石裏面処理

Text
 その他

Text
 ※　　　　及び乾式工法の目地による

Text
 ・目地

Text
 ・　　　　　・乾式工法

Text
 ・石裏面処理

Text
 ・乾式工法の場合の石材の裏面の補強モルタル　 ・適用する

Text
 伸縮調整目地及び

Text
 ※

Text
 ひび割れ誘発目地

Text
 ※「標仕」表11.1.1による

Text
 施工後の確認及び試験

Text
 ※

Text
 ※外観の確認　　　　

Text
 ※打診による確認　

Text
 ・      接着試験　　　※省力しない

Text
 （屋外部分、屋内の吹抜け部分等のタイル張り）

Text
 （屋外部分、屋内の吹抜け部分等のタイル張り）

Text
 材料

Text
 ※

Text
 張付け用材料

Text
 ・

Text
 ・張付けモルタルの混和剤　・既調合モルタル（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ・下地モルタル塗を行うコンクリート素地面の                             

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ・下地調整材塗りを行うコンクリート素地面の

Text
 　付け用材料

Text
 ・

Text
 ・「Q-CAT」品質基準による工法・仕様（保障期間 13年）

Text
 [その他]

Text
 表面仕上

Text
 ・

Text
 ・機械加工（製材、造作用集成材）

Text
 ・機械加工

Text
 ・手加工（内部造作材）

Text
 ・手加工（下地材）

Text
 加工

Text
 施工箇所

Text
 仕上げの程度

Text
 ・Ｈ-A種　※Ｈ-B種　・Ｈ-C種

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・Ｈ-A種　・Ｈ-B種　※Ｈ-C種

Text
 ・A種

Text
 ・　（   ）

Text
 ・　（   ）

Text
 ・1種処理

Text
 ・製材

Text
 [材料]

Text
 ・施工一般

Text
 ・造作用集成材等

Text
 [防腐・防蟻・防虫処理]

Text
 防腐、防蟻処理

Text
 ・

Text
 防虫処理

Text
 ・間仕切軸組

Text
 ・床組

Text
 [窓、出入口その他]

Text
 木材

Text
 ・

Text
 木材

Text
 ・

Text
 [床板張り]

Text
 木材

Text
 ・

Text
 木材

Text
 ・

Text
 ・杉　・松　・

Text
 ・

Text
 ・仕上げ

Text
 ※図示

Text
 A種

Text
 ・杉・松・桧

Text
 ・10％以下

Text
 ・1種処理

Text
 [長尺金属板葺]

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・広葉樹製材

Text
 ・ 

Text
 ・

Text
 ・枠、額縁、敷居

Text
 ・

Text
 保存処理

Text
 ※　　K1 

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・SD15

Text
 ・SD18

Text
 ・無節・上小節

Text
 小節

Text
 樹種名

Text
 寸法

Text
 等級

Text
 ・1級

Text
 ・

Text
 2級

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・押角

Text
 ・耳付（・1級・2級）

Text
 ・特等 ※1等

Text
 ・2等

Text
 ※D10

Text
 ・D13

Text
 鴨居、框等

Text
 ※図示

Text
 寸法

Text
 （　方）

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 含水率

Text
 樹種名

Text
 寸法

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ・板類

Text
 ・角類

Text
 備考

Text
 ・ 造作用集成材

Text
 ・化粧ばり造作用集成材

Text
 ・

Text
 寸法

Text
 樹種

Text
 施工箇所

Text
 ・造作用集成材

Text
 品名

Text
 ・（　）面

Text
 （・未仕上げ・塗装）

Text
 ※1等

Text
 ・

Text
 寸法

Text
 樹種

Text
 施工箇所

Text
 ・化粧ばり造作用集成材

Text
 品名

Text
 （・塗装・　　　　　）

Text
 ・（芯材）

Text
 ・（化粧薄板）

Text
 ・

Text
 ・化粧ばり構造用集成材

Text
 ・

Text
 ・

Text
 寸法

Text
 樹種名

Text
 施工箇所

Text
 ・化粧ばり構造用集成材

Text
 品名

Text
 （・塗装・　　　　　）

Text
 ・

Text
 （芯材）

Text
 （化粧薄板）

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 見付け材面の品質

Text
 ・2等

Text
 ・（   ）面

Text
 ・

Text
 ・（   ）面

Text
 ・1等

Text
 見付け材面の品質

Text
 ・2等

Text
 ・

Text
 化粧薄板の厚さ

Text
 化粧薄板の厚さ

Text
 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

Text
 ・造作用集成材

Text
 ・化粧ばり造作用集成材

Text
 ・化粧ばり構造用集成柱

Text
 樹種

Text
 寸法

Text
 含水率

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※15%%%以下

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※15%%%以下

Text
 樹種

Text
 寸法

Text
 含水率

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・（芯材）

Text
 ・

Text
 ※15%%%以下

Text
 ・（化粧薄板）

Text
 化粧板の厚さ

Text
 ・

Text
 樹種名

Text
 寸法

Text
 含水率

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・（芯材）

Text
 ※15%%%以下

Text
 ・（化粧薄板）

Text
 化粧板の厚さ

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 見付け材面の品質

Text
 見付け材面の品質

Text
 ・造作用単板積層材

Text
 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造作用単板積層材

Text
 ・　　　　　　　　　　　　　以外の造作用単板積層材

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・造作用単板積層材

Text
 備考

Text
 品名

Text
 ・無し（・1級・2級・3級）

Text
 （・塗装・　　　）

Text
 表面の品質（表面の化粧加工の有無）

Text
 ・防虫処理

Text
 寸法

Text
 ・有り（・天然木化粧加工・塗装加工）

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・無し（・　　　　　　　　　　　　）

Text
 表面の品質（表面の化粧加工の有無）

Text
 寸法

Text
 ・有り（・天然木化粧加工・塗装加工）

Text
 含水率

Text
 ※15%%%以下

Text
 ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　直交集成材

Text
 接着性能

Text
 寸法

Text
 ・

Text
 樹種

Text
 品名

Text
 ・同一等級構成直交集成材

Text
 強度等級

Text
 ・

Text
 種別

Text
 ・異等級構成直交集成材

Text
 ・（外層）

Text
 ・A種構成

Text
 施工箇所

Text
 ・B種構成

Text
 ・使用環境A

Text
 ・使用環境B

Text
 ・使用環境C

Text
 ・（強軸内層）

Text
 ・（弱軸内層）

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・合板等

Text
 ・下地用合板

Text
 ・普通合板

Text
 ・構造用合板

Text
 ・

Text
 接着の程度

Text
 厚さ

Text
 板面の品質

Text
 ※1類・2類

Text
 単板の樹種名

Text
 ・広葉樹（・1等※2等）

Text
 ※5.5

Text
 品名

Text
 施工箇所

Text
 ・シナ

Text
 ・普通合板

Text
 （　　　　）

Text
 ・9.0

Text
 ・針葉樹（※C-D・　）

Text
 ・

Text
 ※1類・2類

Text
 ・広葉樹（・1等※2等）

Text
 ※5.5

Text
 ・

Text
 ・普通合板

Text
 （　　　　）

Text
 ・

Text
 ・針葉樹（※C-D・　）

Text
 ・

Text
 接着の程度

Text
 厚さ

Text
 板面の品質

Text
 等級

Text
 ・特類　1類

Text
 単板の樹種名

Text
 ※12

Text
 品名

Text
 施工箇所

Text
 曲げ性能

Text
 ・

Text
 ・構造用合板

Text
 （・　　　）

Text
 ※C- D以上

Text
 ・

Text
 ・

Text
 以上

Text
 ・

Text
 ※12

Text
 ・

Text
 ・構造用合板

Text
 （　　　　）

Text
 ※2級

Text
 ・ー

Text
 ・

Text
 ・

Text
 接着の程度

Text
 ・特類・1類

Text
 品名

Text
 施工箇所

Text
 ・化粧ばり構造用合板

Text
 ・9・12

Text
 ・化粧ばり構造用合板

Text
 （　　　　　　　）

Text
 厚さ

Text
 単板の樹種名

Text
 ・

Text
 ・15・

Text
 ・天然木化粧合板 

Text
 ・特殊加工化粧合板

Text
 ・パーティクルボード

Text
 接着の程度

Text
 ・特類・1類

Text
 品名

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・天然木化粧合板

Text
 厚さ

Text
 の樹種名

Text
 ・

Text
 接着の程度

Text
 ・特類・1類

Text
 品目

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・特殊加工化粧合板

Text
 厚さ

Text
 単板の樹種名

Text
 ・

Text
 表面性能

Text
 ・F・FW

Text
 ・W・SW

Text
 耐水性区分

Text
 ※13タイプ　

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 表裏面状態区分

Text
 曲げ強さ

Text
 ・RN・RS・VN・VS

Text
 ・DV・DO・DC

Text
 ・REG（U）

Text
 ※MR1（M）又はMR2（P）

Text
 ・

Text
 ※内部造作

Text
 ※内部造作

Text
 ・構造用パネル　

Text
 ・ミディアムデンシティファイバーボード（MDF）

Text
 接合具等

Text
 ※接着剤のホルムアルデヒド放散量　※ F☆☆☆☆　・

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 表裏面状態区分

Text
 厚さ

Text
 接着剤区分

Text
 ・5  ・15

Text
 ・RN・RS

Text
 曲げ強さ

Text
 ・U　・M　・P

Text
 施工箇所

Text
 ・9　・

Text
 難燃性

Text
 ・難燃2

Text
 ・造作材の化粧面の釘打ち

Text
 ※隠釘打ち・釘頭埋め木・つぶし頭釘打ち・釘頭現し

Text
 木れんが

Text
 ※接着剤のホルムアルデヒド放散量　※ F☆☆☆☆　・

Text
 ・諸金物の形状、寸法及び材質

Text
 厚さ

Text
 ・9・10・12

Text
 ※15・

Text
 仕上表の記号

Text
 規格番号

Text
 ・JIS G 3312 

Text
 ・JIS G 3314 

Text
 ・JIS G 3318 

Text
 ・JIS G 3321 

Text
 ・JIS G 3322 

Text
 ・

Text
 規格名称

Text
 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

Text
 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯

Text
 塗装溶融亜鉛-5%%%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯

Text
 溶融55%%%アルミニウム-亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

Text
 塗装溶融55%%%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

Text
 備考

Text
 ・

Text
 ・JIS G 4305 

Text
 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

Text
 ・JIS G 3320 

Text
 塗装ステンレス鋼板及び鋼帯

Text
 ・JIS K 6744 

Text
 ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯

Text
 （・オーバーレイ･プリント･塗装）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・ジェットバーナー仕上の場合のバフ仕上　・適用　・適用なし

Text
 岩石の

Text
 種類

Text
 （形状区分）

Text
 種石の

Text
 ・役もの

Text
 の種類

Text
 寸法

Text
 （寸法区分）

Text
 区分

Text
 ※図示

Text
 ・300x300

Text
 ・400x400

Text
 （ｲ）

Text
 外壁

Text
 （ｱ）

Text
 ・材質　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・寸法　　　　　　　　（※図示　・　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・浸透性吸水防止剤

Text
 ※専門工事業者の指定製品

Text
 厚さ25以上　

Text
 ・位置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 目地

Text
 厚さ20以上

Text
 ・位置（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 「標仕」10.3.3（3）（ア）による

Text
  外壁

Text
 裏打ち処理　・

Text
 ・30㎡以内　・6m程度ごと

Text
 ・伸縮調整目地の位置

Text
 ・図示

Text
 湿式工法

Text
 湿式工法

Text
 湿式工法

Text
 ・乾式工法の場合の取付け代　※石材裏面とコンクリート面間隔70mm程度　・図示

Text
 ・材料

Text
 見本焼き及び試験施工

Text
 ・

Text
 引張

Text
 　　　　　　等

Text
 ※既調合モルタルの製造所の仕様による

Text
 下地処理の方法

Text
 ・

Text
 ・屋外壁面の目地詰め　　（・行う　・行わない）　

Text
 下地処理の方法

Text
 内装タイルに使用する

Text
 ※一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系

Text
 ・タイプⅠ

Text
 ・タイプⅡ

Text
 ※一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系

Text
 ※一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系

Text
 ※一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系

Text
 （内装タイル以外）

Text
 12.2.1.（1）（ウ）（b）

Text
 「JAS 1083（製材）」

Text
 下地用製材

Text
 造作用製材

Text
 「JAS 1083（製材）」

Text
 、形状

Text
 等級

Text
 、形状

Text
 等級

Text
 名

Text
 名

Text
 見付け材面

Text
 見付け材面

Text
 「JAS 0701（単板積層材）」に規定する

Text
 「JAS 0701（単板積層材）」

Text
 名

Text
 名

Text
 名

Text
 ※薬剤の製造所の仕様による　・

Text
 処理等

Text
 ・適用部材（　　　　　　　　）・保存処理性能区分（　　　　　　　）

Text
 ・K2・K3・K4

Text
 ・適用部材（　　　　　　　　）・保存処理性能区分（　　　　　　　）

Text
 ・K2・K3・K4

Text
 名

Text
 名

Text
 名

Text
 樹種名

Text
 、耐雪性能

Text
 コイルの種類

Text
 ※屋根用 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・塗膜の種類（　　　　　　　　　　　　）・厚さ（　　　　　　  　） 

Text
 ・屋根葺形式に応じた、葺板の寸法・厚さ、下地、留付け方法等（　　　　　　　　　　）

Text
 ・D15

Text
 ・D18

Text
 保存

Text
 ・

Text
 ・板類（　　　　　　　　　　　）

Text
 ・角類（　　　　　　　　　　　）

Text
 ※上小節　・

Text
 ・

Text
 ・乾燥処理（天然）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 保存処理

Text
 ※　　K1 

Text
 ・SD15

Text
 ・SD20

Text
 含水率

Text
 ・D15

Text
 ・D18

Text
 保存

Text
 ・

Text
 ・乾燥処理（天然）

Text
 ※

Text
 ・

Text
 保存処理

Text
 ※　　K1 

Text
 保存

Text
 ・

Text
 含水率

Text
 ・乾燥処理（天然）

Text
 （・耳付　・まくら木用）

Text
 ・

Text
 備考

Text
 ・防虫処理

Text
 ー

Text
 備考

Text
 ・防虫処理

Text
 ・

Text
 備考

Text
 ・保存処理

Text
 ・防虫処理

Text
 以上

Text
 ※2級

Text
 備考

Text
 ・防虫処理

Text
 備考

Text
 ・防虫処理

Text
 備考

Text
 ・防虫処理

Text
 単板（化粧板）

Text
 （・表裏面）

Text
 （・表裏面）

Text
 品名

Text
 寸法

Text
 ・構造用パネル

Text
 ・

Text
 ・DV・DO・DC

Text
 ・25・30

Text
 ・難燃3

Text
 2024ver.03

Text
 ・

Text
 ・屋外（※4mm以上 ・図示）

Text
 ・屋内（※3～6mm以上 ・図示）

Text
 ・裏内処理

Text
 ・A種　※B種

Text
 ・A種　・B種　・C種

Text
 （・耳付）

Text
 樹種名

Text
 ・B種

Text
 ・B種

Text
 見付け材面の品質

Text
 ※1等

Text
 ・2等

Text
 見付け材面の品質

Text
 「JAS 3079（直交集成板）」に基づく

Text
 ・特類　1類

Text
 ・

Text
 ※C- D以上

Text
 ・

Text
 ・ー

Text
 ・保存処理

Text
 ・防虫処理

Text
 ※「標仕」2.2.2（2）（ア）による　・

Text
 ・省力する

Text
 張

Text
 樹種名

Text
 基本要求品質

Text
 ・

Text
 計算書及びその他

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・長尺金属板の種類

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※図示　・

Text
 ※図示　・

Text
 ・下葺材料

Text
 ・改質アスファルトルーフィング下葺材

Text
 （・一般タイプ・複層基材タイプ・粘着層付タイプ）

Text
 ・JIS A 6005アスファルトルーフィング940

Text
 ※図示　・

Text
 ・断熱材

Text
 ・野地板の種類　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ※製造所の工法による

Text
 ・厚さ（　　　　　        ）・防火性能（※0.5h）

Text
 ・種別（    　　　　　     ）

Text
 ・けらば

Text
 ※横葺き　（・つかみ込み納め　・けらば包み納め）

Text
 ※図示　・

Text
 ※図示　・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・雪止め

Text
 ・建築基準法に基づく風圧力に対応した工法

Text
 （　　　　　　　　　　）

Text
 ※図示・

Text
 段鼻タイル

Text
 段鼻タイル

Text
 150×60

Text
 階段段鼻

Text
 LIXIL新階段タイル同等品

Text
 休憩室、押入、収納

Text
 米ツガ

Text
 乾式二重床

Text
 押入

Text
 シナ

Text
 ライニング

Text
 No.

Text
 DEPT.



A1:1/

A3:1/

-

-

48
07

Text
 [粘土瓦葺]

Text
 雪止め瓦

Text
 その他の屋根葺材

Text
 ・ステンレス防水 

Text
 ・チタン防水 

Text
 屋根葺材

Text
 材種

Text
 工法、種類

Text
 形状、寸法

Text
 備考

Text
 ・棟の工法

Text
 施工箇所

Text
 材種

Text
 防露材

Text
 摘要

Text
 備考

Text
 屋内

Text
 屋外

Text
 屋外

Text
 屋外

Text
 ・耐火二層管

Text
 ・硬質塩化ビニル管（VP）

Text
 ・リサイクル発砲3層管（RF-VP）

Text
 ・ステンレス管

Text
 ・有

Text
 ・塗装（　　　）

Text
 ・防露材

Text
 ・軒とい

Text
 材料

Text
 ・水張試験

Text
 ・塗装（　　　）

Text
 ・塗装（　　　）

Text
 ・塗装（　　　）

Text
 ・無

Text
 ※設ける

Text
 ・設けない

Text
 ・ステンレス鋼板

Text
 ※配管用鋼管（溶融亜鉛メッキ）　・硬質ポリ塩化ビニル管

Text
 ※行う（箇所

Text
 ※屋内に面する軒及び谷とい、竪とい）

Text
 ・横走り管掃除口

Text
 ・配管用鋼管（SGP）

Text
 ・

Text
 屋外

Text
 ・配管用鋼管（SGP）

Text
 ・塗装（　　　）

Text
 屋外

Text
 ・アルミ管

Text
 ・塗装（　　　）

Text
 ・バンドレス

Text
 ・ルーフドレイン

Text
 材質

Text
 形式

Text
 取付け

Text
 ※打込み

Text
 ・後付（改修、修繕工事に適用）

Text
 ・竪型

Text
 ・横引き

Text
 ・中継用

Text
 ※鋳鉄製

Text
 ・ステンレス製

Text
 ・AB-2種

Text
 （但し、プライマーは除く）

Text
 ・BB-1種

Text
 アルミニウム及び

Text
 ・No.2B

Text
 ・ステンレスの材質

Text
 ・AB-1種

Text
 ステンレスの表面仕上

Text
 表面処理

Text
 無着色陽極酸化被膜

Text
 ・HL（ヘアライン）

Text
 第14 章　金属工事　つづき　

Text
 ・適用する　　・省略する（軽易な場合）

Text
 種類

Text
 施工箇所

Text
 備考

Text
 ・あと施アンカーの施工後の確認

Text
 ・No.8（鏡面）

Text
 ・BA（バフ）

Text
 ・バイブレーション

Text
 種別

Text
 ・AC-2種

Text
 ・BA-1種

Text
 ・表面処理の試験

Text
 アルミニウム合金の表面処理

Text
 施工箇所

Text
 備考

Text
 ・BB-2種

Text
 着色陽極酸化被膜

Text
 ・アクリル樹脂焼付塗装、フッ素樹脂焼付塗装は2コート、2ベーク膜厚40μ以上とする

Text
 ※SUS 304

Text
 ・SUS 316

Text
 ・YUS 220M（NSSC 220M）

Text
 ※電解着色

Text
 （※標準色

Text
 ・自然発色

Text
 ・指定色 ）

Text
 ※品質検査記録による

Text
 ・行う

Text
 ・ウレタン樹脂焼付塗装

Text
 無着色陽極酸化塗装複合被膜

Text
 ※海浜地帯の屋外の天井等に用いる野縁等

Text
 野縁などの種類

Text
 屋外

Text
 屋内

Text
 浴室、屋内プール

Text
 ・19形

Text
 ※19形

Text
 ※屋外の軒天井、ピロティ天井等の補強　　　　　　

Text
 ※耐風圧タイプ（製造所仕様、但し天井面の風圧荷重は同じ高さの帳壁に同じとする）　

Text
 （材種はSUS304 とする）

Text
 [軽量鉄骨天井下地]

Text
 鉄鋼の亜鉛めっき

Text
 表面処理方法

Text
 種別

Text
 板厚

Text
 施工箇所

Text
 備考

Text
 ・溶融亜鉛めっき

Text
 ・電気亜鉛めっき

Text
 ・A 種

Text
 6.0以上

Text
 3.0以上

Text
 1.0以上

Text
 めっき最小厚20μm以上

Text
 外部に面する鉄部は原則として溶融亜鉛めっきとする

Text
 ・B 種

Text
 ・C 種

Text
 ・D 種

Text
 ・E 種

Text
 ・F 種

Text
 （JIS H 8641 ）

Text
 （JIS H 8610）

Text
 ・各部材のメンバー及び野縁受け、　　　　　、インサートの間隔、周辺部からの間隔   　※図示

Text
 ・野縁の間隔　　　　　　　※図示　　・300以内でかつ、耐風圧性能を確保するもの　

Text
 ・25形

Text
 ※19形

Text
 ・25形

Text
 ※25形

Text
 ※ステンレス（SUS304）

Text
 ・溶融亜鉛めっき材

Text
 に検討報告書を提出すること

Text
 なお、同上補強等については受注者にて「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造

Text
 方法を定める件」平成25年国土交通省告示第771号に従った天井下地を再検討し、監督職員

Text
 特定天井

Text
 その他金属類

Text
 形状、寸法

Text
 表面仕上

Text
 ・パンチングメタル

Text
 ・コーナーガード

Text
 ・溶接金網

Text
 ・エキスパンドメタル

Text
 ・

Text
 （製作金物等）

Text
 （オープン形式以外の笠木に適用）

Text
 種類

Text
 製法

Text
 隅角部、突当り部等の役物

Text
 ・250形

Text
 ・300形

Text
 ・350形

Text
 ※押出し

Text
 ・曲げ

Text
 ※適用する

Text
 ・適用しない

Text
 ・表面処理が着色仕上げの場合の色

Text
 ・棟上導体（避雷導体）としての利用　・利用する（JIS A 4201に適合）　・利用しない

Text
 [アルミニウム製笠木]

Text
 形状

Text
 [金属成形板張り]

Text
 材質

Text
 製法

Text
 板厚（㎜）

Text
 板幅

Text
 表面処理

Text
 ・スパンドレル形

Text
 ・AL

Text
 ・押出し

Text
 ・

Text
 ・SUS

Text
 ・ロール

Text
 ・パネル形

Text
 ・プレス

Text
 ・折曲げ

Text
 ・表面処理が着色仕上げの場合の色

Text
 ・伸縮調整継手

Text
 [軽量鉄骨壁下地]

Text
 スタッド、　　　　の種類

Text
 スタッドの高さによる区分

Text
 ・50形

Text
 高さ2.7m以下

Text
 ・65形

Text
 高さ4.0m以下

Text
 ・90形

Text
 高さ4.0mを超え4.5m以下

Text
 ・100形

Text
 高さ5.0mを超える場合

Text
 ※JIS規格品以外を使用する場合は監督職員の承諾をうけること

Text
 備考

Text
 ボード片面張りに適用

Text
 ※ 図示

Text
 高さ4.5mを超え5.0m以下

Text
 種類

Text
 材質

Text
 備考

Text
 ・切り板

Text
 ・設けない

Text
 ・設ける（図示）

Text
 ※標準色

Text
 ・指定色

Text
 第13 章　屋根及びとい工事  　つづき

Text
 第15 章　左官工事　つづき　

Text
 [仕上塗材仕上げ]

Text
 ・モルタル（現場調合材料　・既調合材料）　・防水モルタル

Text
 ・既製目地材

Text
 ・薄付仕上塗材

Text
 種類（呼び名）

Text
 仕上の形状

Text
 工法

Text
 備考（同等品等）

Text
 外装薄塗材

Text
 ・S

Text
 ・砂壁状

Text
 ・着色骨材砂壁状

Text
 ・ゆず肌状

Text
 ・吹付

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・こて塗

Text
  可とう形外装薄塗材

Text
  防水形外装薄塗材E

Text
 ・凸凹状

Text
 ・砂壁状じゅらく

Text
 ・ゆず肌状

Text
  内装薄塗材

Text
 ・京壁状じゅらく

Text
  内装薄塗材W

Text
 ・厚付仕上塗材

Text
 外装厚塗材

Text
 ・C

Text
 ・吹放し

Text
 内装厚塗材

Text
 ・複層仕上塗材

Text
 ・上塗り

Text
 複層塗材

Text
 ・E

Text
 ・CE

Text
 ・ゆず肌状

Text
 ・凸部処理

Text
 ・可とう形複層塗材CE

Text
  防水形複層塗材

Text
 ・E

Text
 ・RE

Text
 ・吹付

Text
 ・吹付

Text
 ・こて塗

Text
 ・ロックウールのホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆

Text
 ・軽量骨材仕上塗材

Text
 ・吹付用軽量塗材

Text
 ・こて塗り用軽量塗材

Text
 ・砂壁状

Text
 ・平たん状

Text
 ・吹付

Text
 ・こて塗

Text
 [ロックウール吹付]

Text
 材料

Text
 仕上表の記号

Text
 呼び名

Text
 仕上の形状

Text
 工法

Text
 備考（同等品等）

Text
 仕上表の記号

Text
 ・こて塗

Text
 呼び名

Text
 仕上の形状

Text
 工法

Text
 備考（同等品等）

Text
 仕上表の記号

Text
 呼び名

Text
 仕上の形状

Text
 工法

Text
 備考（同等品等）

Text
 仕上表の記号

Text
 ・

Text
 ・吹付

Text
 ・こて塗

Text
 ・吹付

Text
 ・吹付

Text
 ・吹付

Text
 ・吹付

Text
 ・吹付

Text
 ・吹付

Text
 ・CE

Text
 ・RE

Text
 ・Si

Text
 ・E

Text
 ・Si

Text
 ・E

Text
 ・Si

Text
 ・E

Text
 ・Si

Text
 ・適用する（形状　　　　　　　　）

Text
 ※適用しない

Text
 ・調湿形

Text
 [アルミニウム製建具]

Text
 ・建具見本の製作

Text
 ・性能及び機能確認試験

Text
 （外部に面する建具）

Text
 種別

Text
 耐風圧性

Text
 気密性

Text
 水密性

Text
 枠見込

Text
 備考

Text
 ※A種

Text
 ・B種

Text
 ・C種

Text
 ・D種

Text
 S-4（2000Pa）

Text
 S-5（2400Pa）

Text
 S-6（2800Pa）

Text
 S-2（1200Pa）

Text
 A-3

Text
 A-4

Text
 W-4

Text
 W-5

Text
 ・70

Text
 ※図示

Text
 ・防音ドア、サッシ

Text
 ・断熱ドア、サッシ

Text
 ・H-3

Text
 ・T-4

Text
 ・H-5

Text
 ・T-1

Text
 ・H-1

Text
 ・D-1

Text
 ・T-2

Text
 ・T-3

Text
 ・H-4

Text
 ・H-2

Text
 ・D-2

Text
 ・D-3

Text
 ・製作する　（寸法         ※実物大） 

Text
 ・実施する   （適用建具　※図示   ）

Text
 ・耐震ドアセット

Text
 ・特殊な建具の仮組

Text
 ・実施する　（適用建具　※図示   ）

Text
 外部

Text
 内部

Text
 ※水切板

Text
 ・ぜん板

Text
 ・サッシと同材

Text
 ・鋼板t1.6　SOP

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ・外部可動式

Text
 ・内部内開き

Text
 ・プリーツ

Text
 ・網戸等

Text
 ・防虫網

Text
 ※合成樹脂製

Text
 ・ガラス繊維入合成樹脂

Text
 ・ステンレス

Text
 ・形式

Text
 [樹脂製建具]

Text
 （外部に面する建具）

Text
 種別

Text
 耐風圧性

Text
 気密性

Text
 水密性

Text
 ※A種

Text
 ・B種

Text
 ・C種

Text
 S-4（2000Pa）

Text
 S-5（2400Pa）

Text
 S-6（2800Pa）

Text
 A-4

Text
 W-4

Text
 W-5

Text
 ・軒先面戸板

Text
 [折板葺]

Text
 （気密、水密が必要な場合2重面戸とし周囲にシーリングを行う）

Text
 （・「標仕」13.3.3.　　（エ）よるけらば包み　　　　　）

Text
 ・

Text
 ・有り（室名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無

Text
 ・せっこう系

Text
 ※セメント系

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・額縁

Text
 ・鋼板t1.6　SOP

Text
 ・図示

Text
 ・

Text
 ・AB-1種

Text
 ・AC-1種

Text
 ・BA-1種

Text
 ※標準色

Text
 ・特注色

Text
 ※無着色

Text
 ・BC-1種

Text
 ・BC-2種

Text
 ※標準色

Text
 ・特注色

Text
 ※無着色

Text
 備考

Text
 色

Text
 種別

Text
 施工箇所

Text
 ※水切板

Text
 ・ぜん板

Text
 ・サッシと同材

Text
 ・鋼板t1.6　SOP

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・額縁

Text
 ・鋼板t1.6　SOP

Text
 ・図示

Text
 ・

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ※標準色

Text
 ・指定色

Text
 ・C

Text
 ・E

Text
 ・Si

Text
 ・L

Text
 ・こて塗

Text
 ・凸凹状

Text
 ・砂壁状

Text
 ・さざ波状

Text
 ・平坦状

Text
 ・ゆず肌状

Text
 ・C

Text
 ・E

Text
 ・Si

Text
 ・L

Text
 ・凸凹状

Text
 ・平坦状

Text
 ・さざ波状

Text
 ・こて塗

Text
 ・ゆず肌状

Text
 ・平坦状

Text
 ・引き起こし

Text
 ・かき落とし

Text
 ・吹放し

Text
 ・平坦状

Text
 ・かき落とし

Text
 ・G

Text
 ・引き起こし

Text
 ・凸凹状

Text
 ・凸部処理

Text
 ・凸凹状

Text
 ・凸部処理

Text
 ・凸凹処理

Text
 ・凸凹状

Text
 ・平坦状

Text
 ・さざ波状

Text
 ・ゆず肌状

Text
 ・凸凹状

Text
 ・平坦状

Text
 ・さざ波状

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・瓦桟木

Text
 ・ホルムアルデヒド放散量　※ F☆☆☆☆　・

Text
 ・形状及び取付け間隔　

Text
 ※図示　・「標仕」表13.5.2による

Text
 第14 章　金属工事　

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・AC-1種

Text
 無着色陽極酸化被膜

Text
 着色陽極酸化被膜

Text
 ・BA-2種

Text
 着色陽極酸化塗装複合被膜

Text
 無着色陽極酸化塗装複合被膜

Text
 着色陽極酸化塗装複合被膜

Text
 ・C種

Text
 ※アクリル樹脂焼付塗装

Text
 ・フッ素樹脂焼付塗装

Text
 化成被膜の上に塗装

Text
 ※電解着色

Text
 （※標準色

Text
 ・自然発色

Text
 ・指定色 ）

Text
 ※電解着色

Text
 （※標準色

Text
 ・自然発色

Text
 ・指定色 ）

Text
 ※電解着色

Text
 （※標準色

Text
 ・自然発色

Text
 ・指定色 ）

Text
 ・ダクト等により　　　　　間隔が900を超える場合の補強方法　　※図示

Text
 ・天井懐が1.5m以上3m未満の補強方法　　　  ※「標仕」14.4.4（8）による　・図示

Text
 ・天井下地材における耐震性を考慮した補強　※図示

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・ST

Text
 ・AL

Text
 ・SUS

Text
 ・ST

Text
 ・BB-1

Text
 ・2.0

Text
 ・ガードポスト

Text
 ・水切り金物

Text
 ・

Text
 施行箇所

Text
 ラス目区分

Text
 山高、山ピッチ、質量及び溶接ピッチ区分

Text
 ・LS4（耐力壁）　・

Text
 ※M ・

Text
 ・ラスシート

Text
 ・リブラスC（RC800）

Text
 ・波型ラス

Text
 種類

Text
 形状・寸法

Text
 ※L925T-S   ・

Text
 ・ステープル

Text
 ※L1019J-S　・

Text
 ・施工計画書を提出し監督職員の承諾を得る　・　

Text
 木ずり系下地

Text
 ・

Text
 目地割

Text
 ・

Text
 ※2㎡程度 ・

Text
 最大目地

Text
 ※3m程度　・

Text
 目地の種類

Text
 ※押し目地 ・

Text
 　施行箇所

Text
 ・外　タイル張り下地　　　　モルタル塗り　　下地調整　材塗りの接着力試験

Text
 ・内装薄塗材及び内装厚塗材の吸放湿性　※調湿形（塗材：　　　　　　）

Text
 [マスチック塗材塗り]

Text
 ・種別　　（・A種　　・B種　）

Text
 [せっこうプラスター塗り]

Text
 ・下、中塗り

Text
 [こまい壁塗り]

Text
 ・砂壁用の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 [しっくい塗り]

Text
 ・土物仕上げ用の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・大津仕上げ用の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・下塗りの調合　　　　　※「標仕」表15.11.2による　・

Text
 ・塗厚　　　　　　　　　※「標仕」表15.11.8による　・

Text
 ・建築基準法による耐力壁の指定　　施工箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・こまい壁の工程　　　　※A種　　・B種

Text
 ・

Text
 工法の種類

Text
 施工箇所

Text
 ・土物仕上げ工法

Text
 土物仕上げ

Text
 ・水ごね土物1工法

Text
 ・水ごね土物2工法

Text
 ・のりさし土物工法

Text
 ・のりごね土物2工法

Text
 ・砂壁仕上げ工法

Text
 ・切返し仕上げ工法

Text
 備考

Text
 ・

Text
 工法の種類

Text
 施工箇所

Text
 ・普通大津壁仕上げ工法

Text
 大津仕上げ

Text
 備考

Text
 ・大津みがき仕上げ工法

Text
 ・仕上げ吹付け厚さ

Text
  ※図示　　・　　　　

Text
 ・接着剤のホルムアルデヒド放散量　　　　　　※F☆☆☆☆

Text
 ・防火戸の指定　

Text
 ※図示

Text
 ・防火戸の連動

Text
 ※図示

Text
 ・防火シャッターの安全確保

Text
 ※図示

Text
 ・E種

Text
 S-3（1600Pa）

Text
 W-3

Text
 A-3

Text
 ・防鳥網　

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・BB-1種

Text
 ・AB-2種

Text
 ・AC-2種

Text
 ・BA-2種

Text
 ・BB-2種

Text
 ・C種

Text
 ・結露水の処理方法

Text
 ・水抜き機能付き

Text
 ・図示

Text
 ・防音ドア、サッシ

Text
 ・断熱ドア、サッシ

Text
 ・T-1

Text
 ・H-4

Text
 ・T-2

Text
 ・H-6

Text
 ・H-5

Text
 下地

Text
 RC、S

Text
 S-2（1200Pa）

Text
 S-3（1600Pa）

Text
 A-4

Text
 W-3

Text
 枠見込

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・D種

Text
 ・E種

Text
 W

Text
 下地

Text
 RC、S

Text
 W

Text
 材料

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・けらば納めの方法

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・材質（※杉　・ひのき）　・防腐処理（※適用　・　　）　

Text
 ・寸法（※W21xH15以上　・図示）　

Text
 ・棟補強用心材

Text
 ・材質（※杉　・ひのき）　・防腐処理（※適用　・　　）　

Text
 ・寸法（※W40xH20以上　・図示）　

Text
 ・棟補強用等に使用する金物

Text
 ・材質（・SUS　・溶融亜鉛めっき処理鋼製）

Text
 ・形状、寸法及び留付け方法　（※図示　・　　　　　　）

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・桟木の留付け工法

Text
 ※図示　　・

Text
 寸法区分

Text
 ・ゆう葉 ・いぶし　

Text
 施工箇所

Text
 ・

Text
 ･40･49A･49B　

Text
 ･53A･53B･56･60　

Text
 産地等

Text
 ･J形 ･S形

Text
 製法区分

Text
 形状区分

Text
 ・無ゆう

Text
 ･F形

Text
 ･

Text
 ・役物瓦

Text
 ・種類（                                          ）

Text
 ※図示・

Text
 ･有（図示）

Text
 （・モルタル　・瓦葺き用しっくい）

Text
 ・表面処理鋼板

Text
 ・多雪地域の取付け間隔　

Text
 ※0.5m以下　・

Text
 [とい]

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・鋼管製といの防露巻き

Text
 ※「標仕」表13.5.4による

Text
 ・アルミニウム製

Text
 [共通事項]

Text
 工法

Text
 ・

Text
 [表面処理]

Text
 ・常温乾燥形の塗装の場合の表面処理　（                                                         ）

Text
 材料

Text
 ・

Text
 形式及び寸法

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・天井懐が3mを超える場合の補強方法　        ※図示

Text
 （・地震対策天井　・落下防止天井）

Text
 形式及び寸法

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・出入り口及びこれに準ずる開口部の補強方法　　※「標仕」14.5.4（5）による　・図示

Text
 ・高さが4.5mを超える場合の補強方法　　　　　　※図示

Text
 材料

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・取付用下地

Text
 ※図示

Text
 ・[軽量鉄骨壁下地]による

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ※建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法とし、計算書及びその他性能表を

Text
 　監督職員に提出する

Text
 工法

Text
 ・

Text
 材種

Text
 ・アルミニウム

Text
 ・ステンレス

Text
 ・

Text
 板厚

Text
 ・

Text
 [その他]

Text
 ・

Text
 ・BC-1種

Text
 ・BC-2種

Text
 無着色陽極酸化塗装複合被膜

Text
 着色陽極酸化塗装複合被膜

Text
 ※電解着色

Text
 （※標準色

Text
 ・自然発色

Text
 ・指定色 ）

Text
 屋外（過酷）

Text
 屋外（過酷）

Text
 屋外（一般）

Text
 屋外（一般）

Text
 屋内

Text
 屋内

Text
 ・施工

Text
 の換気口部の処置　

Text
 ※「公共建築木造工事標準仕様書」11.4.3.（2）.クによる　・図示

Text
 ・直張り工法のラスシート施工

Text
 ・建築基準法に基づく耐力壁として使用する場合の直張り工法のラスシートの施工

Text
 こまい下地

Text
 ・

Text
 ・適用範囲

Text
 ・建築基準法に基づく耐力壁の指定　　施工箇所（　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・材料

Text
 ・木ずり用小幅板の樹種　（※杉（心去り材）　・図示）

Text
 ・床塗り

Text
 [セルフレベリング材塗り]

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・種類及び品質

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・内装仕上げに用いる塗材のホルムアルデヒド放散量　 ※ F☆☆☆☆　

Text
 ※内装仕上に用いる塗材は、建築基準法に基づき認定を受けた防火材料とする

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ローラー塗

Text
 ・ゆず肌状

Text
 ・凸部処理

Text
 ・凸凹状

Text
 ・ゆず肌状

Text
 ・凸部処理

Text
 ・凸凹状

Text
 ・調湿形

Text
 ・調湿形

Text
 ・外装厚塗材Si、E　　・上塗材を適用

Text
 ・外装厚塗材Cのセメントスタッコ以外の上塗材（　　　　　　　　　　 ）

Text
 材料及び工法

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・

Text
 一般事項

Text
 ・せっこうラスボード、せっこうボード木ずり、

Text
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Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・色土

Text
 ・色砂の種類　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 調合

Text
 ・

Text
 塗厚

Text
 ・

Text
 工程

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 配合及び密度

Text
 ・

Text
 ・土壁用の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・ちりじゃくり　※「標仕」15.11.7（3）による

Text
 第16 章　建具工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 [共通事項]

Text
 防火戸

Text
 ・

Text
 見本の製作等

Text
 ・

Text
 ・防犯建物部品

Text
 ・適用する

Text
 その他

Text
 ・

Text
 性能及び構造

Text
 ・

Text
 ・遮音性（　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・断熱性（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・面内変形追随性（　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・網戸

Text
 ・材種

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 形状及び

Text
 ・

Text
 ・表面処理

Text
 ※その他の仕様は「標仕」14.2.2.（1）による

Text
 ・線径及び網目

Text
 ※線径0.25以上（SUSは0.2～0.6）、16又は18メッシュ

Text
 ・木下地の場合の外部に面する建具周りの止水処理　　※建具の製造所の仕様による

Text
 性能及び構造

Text
 ・

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・特注色

Text
 ・特注色

Text
 備考

Text
 材料

Text
 ・

Text
 形状及び仕上げ

Text
 ・

Text
 ・網戸等

Text
 ・遮音性（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・断熱性（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・簡易気密型ドアセット　　※建具工事付記仕様書による

Text
 （3）

Text
 ・JIS A 5208 に基づく凍害試験等の実施

Text
 ・下葺材料

Text
 ・改質アスファルトルーフィング下葺材

Text
 （・一般タイプ・複層基材タイプ・粘着層付タイプ）

Text
 ・JIS A 6005アスファルトルーフィング940　

Text
 ・瓦緊結用釘又はねじ

Text
 ・種類、径及び長さ　（※図示　・　　　　　　　　　　）

Text
 ・瓦緊結用釘又はねじの有効長さの最小値

Text
 ・とい受金物及び足金物

Text
 ・材種

Text
 ・面度、雀口、葺土の露出する瓦接合部に仕上げを施す場合

Text
 （・先端が野地板厚さの2分の1以上に達する長さ　・野地板の裏面（下地）まで貫通する長さ）

Text
 （表面裏面の塗膜の種類（　　　　　　　　　　　））

Text
 ・

Text
 記号又は等級

Text
 HDZT77

Text
 HDZT63

Text
 HDZT49

Text
 5級

Text
 4級

Text
 3級

Text
 めっき最小厚12μm以上

Text
 めっき最小厚8μm以上

Text
 ー

Text
 ー

Text
 ー

Text
 ・

Text
 ・照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口等の開口部の補強方法　　※図示　・標仕による

Text
 ランナ等

Text
 つりボルト

Text
 つりボルト

Text
 ・

Text
 ・

Text
 第15 章　左官工事　

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ラス系下地

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 施行箇所

Text
 ・通気

Text
 ・直張り工法

Text
 種類

Text
 下地の種類

Text
 ・二層下地

Text
 ・単層下地

Text
 ・ラスモル　　下地

Text
 ・ラスシートモルタル下地

Text
 ・外壁

Text
 ・通気

Text
 （断熱材外に胴縁）

Text
 ・ラス下地板、下地合板、面材等の仕様

Text
 ・耐力壁　・防火構造　・準耐火構造　・

Text
 [下地]

Text
 ・施工一般

Text
 ・材料

Text
 ・ラス及び補強用平ラス　

Text
 ・種類

Text
 構法

Text
 構法

Text
 ・素材

Text
 ・単位面積当たり重量（・　　　　）

Text
 （・F（平ラス ）※K（こぶラス）・W（波形ラス）・RA（リブラスA）

Text
 （・Z（溶融亜鉛めっき鋼板及び亜鉛めっき鉄線a）・K（溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板）

Text
 ・SU（冷間圧延ステンレス鋼板）・M（冷間圧延鋼板））

Text
 （W700）

Text
 ・二層下地通気構法

Text
 せっこうボード

Text
 ・

Text
 その他のボード下地

Text
 ・材料

Text
 ・木質系セメント板モルタルの種類及び厚さ　　　※図示

Text
 名

Text
 間隔

Text
 等の下地

Text
 及び

Text
 [モルタル塗り]

Text
 工法

Text
 ・

Text
 （樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 （外観　・つやあり　・つやなし　・メタリック）

Text
 （溶媒　・溶剤系　　・弱溶剤系　・水系）

Text
 モルタル塗り、

Text
 ・既調合しっくい材料　　　　　　　　（・色しっくい　・　　　　　　　　　　　　）

Text
 調合及び塗圧

Text
 ・

Text
 ・既調合しっくいの調合・塗厚等　　　　（・「標仕」15.10.3.（1）による　・　　　　）

Text
 ・現場調合しっくいの調合及び各層の塗厚（・「標仕」15.10.3.（2）による　・　　　　）

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・既調合しっくいの上塗り仕上げ工法　　（・なで切り仕上げ　・パターン仕上げ         ）

Text
 ※

Text
 ・

Text
 ・のり

Text
 ・錆土　・赤土　・白土　・黒土　・

Text
 ・浅黄大津　・黄大津　・白大津　・

Text
 ※ふのり　・つのまた　・こんにゃくのり　・にかわ　・合成高分子系混和剤

Text
 ・天然砂　・砕砂　・人工的着色製造物    

Text
 ・試験の種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・耐風圧・耐震・水密・気密・耐震・機能（開閉等）

Text
 （SUS316）

Text
 　　　　仕上げ

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・H-7

Text
 ・H-8

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・結露水の処理方法

Text
 ・水抜き機能付き

Text
 ・図示

Text
 ※網戸、防虫網、防鳥網共アルミニウム製建具の網戸等による

Text
 色

Text
 ※標準色

Text
 ※標準色

Text
 日射熱取得性

Text
 ・N-1 ・N-2

Text
 ・N-3

Text
 ・N-1 ・N-2

Text
 ・N-3

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・耐候性（ ※耐候形3種　　　・耐候形2種　　　）

Text
  2024ver.03

Text
 （外断熱）

Text
 ・RC（リブラスC）・BP（力骨付きラス）・ALC（ALCパネル用ラス））

Text
 ・アクリル系・シリカ系・ポリウレタン系・アクリルシリコン系・フッ素系

Text
 ・既調合プラスター（骨材等を工場で調合、下塗り用）・現場調合プラスター（下塗り用）

Text
 こまい土壁塗り以外の下地　 ・

Text
 ふのり　　つのまた　・ぎんなんそう　・粉末海藻　・

Text
 仕上表の記号

Text
 形式、工法

Text
 耐力・材料区分

Text
 山高

Text
 山ピッチ

Text
 備考

Text
 ・はぜ締め・重ね・かん合

Text
 ・0.6

Text
 ※0.8

Text
 ・鋼板製　

Text
 ・ 

Text
 ・耐雪性能

Text
 厚さ

Text
 ・

Text
 ・

Text
 施工箇所

Text
 ・雪止め

Text
 ・断熱材

Text
 ・厚さ（　　　　　        ）・防火性能（※0.5h）

Text
 ・種別（    　　　　　     ）

Text
 ※図示　・

Text
 ※図示　・

Text
 ・粘土瓦

Text
 ・建築基準法に基づく風圧力、耐雪性能に対応した工法

Text
 （　　　　　　　　　　）

Text
 ※図示・

Text
 ・図示

Text
 ・建築基準法に基づく風圧力、地震力に対応した瓦の緊結方法等の工法

Text
 （　　　　　　　　　　）

Text
 ※図示・

Text
 装

Text
 塗

Text
 タル

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・しっくい

Text
 ・現場調合材料

Text
 DP-A

Text
 ・材質　・ステンレス製

Text
 外部鉄部全般

Text
 板厚により決定

Text
 ・図示

Text
 屋外階段

Text
  ・防水形複層塗材E

Text
 ｴｽｹｰ化研ﾚﾅﾌﾚﾝﾄﾞ

Text
 上塗材：弾性ﾌｯｿ素系

Text
 No.

Text
 DEPT.
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Text
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Text
 ※塗料のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記なき限り F☆☆☆☆ とする

Text
 （除外箇所　※図示）

Text
 ・せっこうボード、その他ボード面

Text
 素地

Text
 種別

Text
 ・木部

Text
 ・鉄鋼面

Text
 ・亜鉛　　　鋼面

Text
 ・モルタル、　　　　プラスター面

Text
 ・コンクリート、ALCパネル面

Text
 ・コンクリート（7節）、押出成形セメント板面

Text
 ※A種（不透明塗料）

Text
 ・A種

Text
 ・A種

Text
 ※B種

Text
 A種（継目処理工法）

Text
 [素地ごしらえ]

Text
 材料

Text
 ・鉄鋼面　錆止め塗料塗り

Text
 塗料種別

Text
 規格番号

Text
 種類

Text
 種別

Text
 施工箇所

Text
 A種

Text
 JIS K 5674

Text
 ※JASS 18

Text
 M-111

Text
 1種

Text
 屋外、屋内

Text
 屋内

Text
 ー

Text
 ・B種

Text
 ※

Text
 ※B種（透明塗料）

Text
 ・B種

Text
 ・A種

Text
 B種（その他工法）

Text
 ・B種（DPはB種）

Text
 ※C種

Text
 ※屋内の壁、天井仕上は特記なき限り防火材料とする

Text
 ・JIS K 5674

Text
 屋内

Text
 2種

Text
 [ステンレス製建具]

Text
 [鋼製軽量建具]

Text
 ・召合せ、縦小口包板等の材質 

Text
 材料

Text
 曲げ加工

Text
 表面仕上げ

Text
 備考

Text
 ※SUS304

Text
 ・SUS430J1L

Text
 ※普通曲げ

Text
 ※HL

Text
 ・バイブレーション

Text
 [木製建具]

Text
 ※建具材の加工組立て時の含水率の種別

Text
 ・鏡面

Text
 ・焼付塗装

Text
 ・A種

Text
 ※B種

Text
 ※鋼板

Text
 ・ステンレス鋼板

Text
 ・アルミニウム合金の押出形材

Text
 ・角出し曲げ

Text
 ・2B

Text
 [鋼製建具]

Text
 ・簡易気密型ドアセット　

Text
 [ガラス]

Text
 ※板ガラスの種類、品種、厚さ等　　

Text
 第17 章　カーテンウォール工事　つづき

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ・A種

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ※

Text
 第18 章　塗装工事

Text
 ・鋼板類の種類 

Text
 ※鋼板

Text
 ・ビニル被覆鋼板

Text
 ・カラー鋼板

Text
 ・ステンレス鋼板

Text
 ・鋼板類の厚さ 

Text
 ※「標仕」表16.5.1による　・

Text
 ・点検口の類のくつずり

Text
 ※図示

Text
 [標準型鋼製建具]

Text
 ※「標仕」表16.4.5による

Text
 ・SUS443J1

Text
 ・SUS316

Text
 性能及び構造

Text
 ・

Text
 ・防音ドア、サッシ

Text
 ・断熱ドア、サッシ

Text
 ・H-3

Text
 ・T-4

Text
 ・H-5

Text
 ・T-1

Text
 ・H-1

Text
 ・D-1

Text
 ・T-2

Text
 ・T-3

Text
 ・H-4

Text
 ・H-2

Text
 ・D-2

Text
 ・D-3

Text
 ・耐震ドアセット

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・面内変形追随性（　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・

Text
 ・鋼製建具の性能値　

Text
 ・RC、S下地　・A種S-4（2000Pa）　・B種S-5（2400Pa）　・C種S-6（2800Pa）

Text
 ・W下地　　　・D種S-2（1200Pa）　・E種S-3（1600Pa）

Text
 ・遮音性（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・断熱性（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 性能及び構造

Text
 ・

Text
 （外部に面する建具） 

Text
 材料

Text
 ・

Text
 形状及び仕上げ

Text
 ・

Text
 ・

Text
 形式及び寸法

Text
 性能及び構造

Text
 ・

Text
 ・建具の性能値　

Text
 ・RC、S下地　・A種S-4（2000Pa）　・B種S-5（2400Pa）　・C種S-6（2800Pa）

Text
 ・W下地　　　・D種S-2（1200Pa）　・E種S-3（1600Pa）

Text
 （外部に面する建具） 

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ※角出し曲げ加工の種別（板厚1.5以上）は呼称c角とする

Text
 工法

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 第16 章　建具工事　つづき

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ※図示（建具工事付記仕様書による）

Text
 [共通事項]

Text
 [錆止め塗料塗り]

Text
 ・

Text
 ・鉄鋼面　錆止め塗料塗り

Text
 ・亜鉛めっき鋼面　錆止め塗料塗り

Text
 （SOP、EP-Gに適用、DPは「標仕」表18.3.4による）

Text
 錆止め塗料塗り

Text
 JPMS 28

Text
 JASS 18

Text
 M-111

Text
 屋内

Text
 ・C種

Text
 JASS 18

Text
 M-109

Text
 屋外、屋内

Text
 ・鋼製建具等

Text
 ・その他

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ※A種

Text
 部位

Text
 [合成樹脂調合

Text
 部位

Text
 ・木部

Text
 ・鉄鋼面

Text
 ・亜鉛めっき鋼面

Text
 備考

Text
 ・特殊な塗料

Text
 ・色彩見本帳

Text
 ・RC化粧打放し面クリア塗装塗り

Text
 下記見本帳（最新版）を受注者にて現場に常備すること

Text
 ・Jacol color cards [日本色彩事業KK]

Text
 ・DICカラーガイド [大日本インキ化学工業KK]

Text
 ※塗料用標準色見本帳 [日本塗料工業会]　　（・ワイド版　※普及版）

Text
 ・オートカラー見本帳 [日本塗料工業会]

Text
 ・（1・2・3）

Text
 ・フランスの伝統色

Text
 ・中国の伝統色

Text
 ・グレイトーンカラーガイド

Text
 ・PART2（4・5・6）

Text
 ・日本の伝統色

Text
 [耐候性塗料塗り

Text
 部位

Text
 ・鉄鋼面

Text
 ・亜鉛めっき鋼面

Text
 ・コンクリート面及び押出成形セメント面

Text
 [クリアラッカー

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 部位

Text
 備考

Text
 [アクリル樹脂系非水分散形

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 部位

Text
 塗料塗り（NAD）]

Text
 備考

Text
 [つや有合成樹脂

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 部位

Text
 種別

Text
 エマルジョンペイント塗り

Text
 備考

Text
 （EP-G）]

Text
 [合成樹脂エマルジョン

Text
 ・

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 部位

Text
 種別

Text
 ペイント塗り（EP）]

Text
 備考

Text
 [ウレタン樹脂ワニス

Text
 ・

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 部位

Text
 種別

Text
 塗り（UC）]

Text
 備考

Text
 [ステイン塗り]

Text
 ・

Text
 ・ピグメントステイン塗り

Text
 部位

Text
 種別

Text
 備考

Text
 [木材保護塗料塗り

Text
 ・

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 部位

Text
 種別

Text
 （WP）]

Text
 備考

Text
 ・

Text
 ・上り框

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 （EP-G塗りの場合錆止め塗料はC種）

Text
 塗りの種別

Text
 ・B種（屋内）

Text
 ・A種（屋外）

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 上塗り塗料の等級

Text
 ・B種

Text
 ・A種

Text
 ・C種

Text
 ・2級

Text
 ・1級

Text
 ・3級

Text
 ・2級

Text
 ・1級(DP-A)

Text
 ・3級

Text
 ・コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、

Text
 ・　　鉄鋼面

Text
 ・屋内木部

Text
 多孔質広葉樹の場合除く

Text
 塗料の種別　・常温乾燥フッ素樹脂　・アクリルシリコン樹脂　・ポリウレタン

Text
 ・抗菌塗料　　　・溶出　　・接触タイプ

Text
 ・粉体塗料　　　・　

Text
 ・高日射反射率塗料　　　・　

Text
 規格番号

Text
 種別

Text
 A種

Text
 ・B種

Text
 施工箇所

Text
 屋外、屋内

Text
 ・

Text
 ・見え掛り部

Text
 ・見え隠れ部

Text
 ・亜鉛めっき面　錆止め塗料塗り

Text
 ペイント塗り（SOP）]

Text
 （DP）]

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 [その他]

Text
 （「建築工事監理指針令和元年度版」表18.12.1）

Text
 部位

Text
 ※B種

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ※A種

Text
 塗りの種別

Text
 塗りの種別

Text
 塗りの種別

Text
 塗りの種別

Text
 塗りの種別

Text
 ・　　亜鉛めっき鋼面

Text
 ・

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・気密性（※A-3）　・水密性（※W-1）

Text
 ・鋼板類の厚さ 

Text
 ※「標仕」表16.4.2による

Text
 ・

Text
 形状及び仕上げ

Text
 ・くつずりの仕上げ

Text
 ※ステンレス鋼板　HL

Text
 材料

Text
 [標準型軽量鋼製建具]

Text
 ※接着剤のホルムアルデヒド放散量は　F☆☆☆☆とする

Text
 ・かまち戸

Text
 ・上張りの種類  

Text
 ※新鳥の子

Text
 ・鳥の子 ・ビニル紙

Text
 の樹種

Text
 鏡板　　　（・　　　　　　）

Text
 ・枠及びくつずりの材料　　　※図示　・　

Text
 ・ふすまの　　　・Ⅰ　　・Ⅱ

Text
 [自閉式上吊り引戸装置]

Text
 ※自閉式上吊り引戸装置の性能　※「標仕」表16.10.1により戸の質量に応じたもの　・

Text
 ・ふすまの材料

Text
 性能等

Text
 ・

Text
 ・フラッシュ戸の材料

Text
 ・普通合板　　　　　・表面材の品質等

Text
 ・板面の品質（・広葉樹1等　・ 　　　　　　）

Text
 ・天然木化粧合板　　・表面材の品質等

Text
 ・特殊加工化粧合板　・表面材の品質等

Text
 ・ミディアムデンシティファイバーボード（MDF）

Text
 ・表裏面の状態による区分

Text
 ・構造用無研磨板RN・構造用研磨板RS

Text
 ・素地無研磨板RN・素地研磨板RS・化粧単板DV・化粧樹脂DO・化粧塗装DC

Text
 ・曲げ強さによる区分

Text
 ・接着剤による区分

Text
 ・難燃性による区分

Text
 ・30　・25　・15　・5

Text
 ・U　・M　・P

Text
 ・難燃2　・難燃3

Text
 ・                     ホルムアルデヒド放散量　※「標仕」16.7.2（2）　　（a）による。

Text
 表面材の材料の

Text
 （ｲ）

Text
 かまち　　　（・　　　　　　）

Text
 の樹種

Text
 型

Text
 型

Text
 ・フラッシュ戸の表面板厚さ

Text
 ※「標仕」表16.7.6による　・

Text
 ・木製建具の見込寸法

Text
 ※図示　・「標仕」表16.7.7による

Text
 形状及び仕上げ

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・フラッシュ戸の工法　　　　・引戸の定規縁（召合せかまちをいんろう付き）

Text
 ・ふすまの工法　　　　　　　・縁の仕上　　（・塗り縁　・生地縁）

Text
 [建具用金物]

Text
 ・グランドマスターキー

Text
 ・見本品　※提出

Text
 ・マスターキー

Text
 ・鍵箱

Text
 ・建具用金物の種類及び材質

Text
 ・製作する（※3本1 組　・　　　　　　　　）

Text
 ・製作する（※3本1 組　・　　　　　　　　）

Text
 ※要（必要に応じ設備関係、操作ボックス関係の鍵類も収納する）

Text
 ・不要

Text
 ・製作しない

Text
 ・製作しない

Text
 ・取付位置

Text
 ※監督職員の承諾を受けること

Text
 大きさ（265×380×H402）

Text
 数（　　　1　　　）

Text
 ※建具工事付記仕様書による

Text
 一般事項

Text
 ・

Text
 　　　　（その他）

Text
 ・鍵

Text
 [自動ドア開閉装置]

Text
 ・避難経路に当たる部分はパニックオープン（バッテリー内蔵型）とする

Text
 ・凍結防止措置

Text
 ・ペダルスイッチ

Text
 ・タッチスイッチ

Text
 ・押しボタンスイッチ

Text
 ・車椅子使用者用便房スイッチ（・大型押しボタン・非接触）

Text
 ※駆動装置の         　※「標準仕様書」表16.9.1による　　　　　　・

Text
 ※「標準仕様書」表16.9.2による　　　　　　・

Text
 ※検出装置の         　※「標準仕様書」表16.9.3による　　　　　　・

Text
 性能

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 性能

Text
 性能

Text
 ※車椅子使用者用便房出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能

Text
 （反射）

Text
 （・無線式・光線式）

Text
 （・防錆）

Text
 [重量シャッター]

Text
 種類

Text
 開閉機能による種類

Text
 耐風圧強度

Text
 備考

Text
 ・外壁用防火シャッター

Text
 ・屋内用防火シャッター

Text
 ・防煙シャッター

Text
 ※シャッターケース

Text
 ※設ける（設置個所は図示）

Text
 ・設けない（箇所は図示）

Text
 （N/㎡）

Text
 ・管理用シャッター

Text
 ※上部電動式（手動併用）

Text
 ・上部手動式

Text
 ・電動式シャッター

Text
 ・障害物感知装置の設置個所　　　　　　　　　　　　　　　※全て　・図示

Text
 ※屋内防火、防煙シャッターの危害防止装置の設置個所   　　　※全て　・図示

Text
 ※上部電動式（手動併用）

Text
 ・上部手動式

Text
 ※上部電動式（手動併用）

Text
 ・上部手動式

Text
 ※上部電動式（手動併用）

Text
 ・上部手動式

Text
 形式及び機構

Text
 ・

Text
 ・急降下制動装置、急降下防止装置等の設置個所　　　　　　※全て　・図示

Text
 ※建具工事付記仕様書による

Text
 ※建具工事付記仕様書による

Text
 ー

Text
 ー

Text
 ・自動的に停止する機能を有する障害物感知装置　　　　　　※全て　・図示

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・スラット及びシャッターケース用鋼板

Text
 ・種類　            　　（・JIS G 3302 　・JIS G 3312 ）

Text
 ・めっきの付着量　　（※Z12又はF12 ）

Text
 ・

Text
 [軽量シャッター]

Text
 ・スラットの材質

Text
 ・スラットの形状

Text
 ・JIS G 3312　（めっき付着量　※Z06又はF06 ・ 　）

Text
 ※インターロッキング形

Text
 ・オーバーラッピング形

Text
 ※軽量シャッター

Text
 ※電動式シャッターのの障害物感知装置の設置個所　　※全て　・図示

Text
 ・JIS G 3322  （めっき付着量　※AZ90 　     ・　  ）

Text
 種類

Text
 開閉機能による種類

Text
 耐風圧強度

Text
 備考

Text
 （N/㎡）

Text
 ･上部電動式（手動併用）

Text
 ※上部手動式

Text
 形式及び機構

Text
 材料

Text
 ・

Text
 形状及び仕上げ

Text
 ・

Text
 の種類

Text
 ※建具工事付記仕様書による

Text
 [オーバーヘッドドア]

Text
 ・ガイドレールの材料

Text
 ※溶融亜鉛めっき鋼板

Text
 ・ステンレス鋼板

Text
 セクション材料

Text
 開閉方式

Text
 ※スチール

Text
 ※バランス式

Text
 ・チェーン式

Text
 ・アルミニウム

Text
 ・ファイバーグラス

Text
 収納形式

Text
 ・ローヘッド形

Text
 ・ハイリフト形

Text
 ・バーチカル形

Text
 備考

Text
 ・スタンダード形

Text
 ・電動式

Text
 ※電動式の障害物感知装置の設置個所　　※全て　・図示　

Text
 ・

Text
 形式及び機構

Text
 風圧力による強さの区分

Text
 ・50風圧力

Text
 ・100風圧力

Text
 ・75風圧力

Text
 ・125風圧力

Text
 表面形状

Text
 ・化粧目地モルタルの色

Text
 ・シーリング材の種類　　　　※シーリング工事による

Text
 ・建築基準法に基づく風圧力に対応した工法

Text
 　※建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重による計算書及び性能表を監督職員に提出する

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※図示　・

Text
 ・金属製化粧カバーの材質、寸法及び形状

Text
 ガラスブロック積み

Text
 施工箇所

Text
 ・壁用金属枠及び補強材

Text
 ・材料

Text
 呼び寸法・厚さ

Text
 ・力骨の材質、寸法及び形状　※SUS304、5.5φ、はしご状複筋及び単筋

Text
 ・工法

Text
 ・木下地の場合の壁用金属枠の留取付け間隔　※両端から逃げた位置より450以下

Text
 ・目地幅　　　　　　　　※「標仕」16.14.5.（2）.（ウ）（a）.①、②による

Text
 ・伸縮調整目地の位置　　　　　　※6m以下に幅10～25

Text
 ・伸縮調整目地の横力筋の収まり　※ガラスブロックの製造所の仕様による

Text
 ・ガラスブロック積みの工法

Text
 ・風速の再現期間による割り増し

Text
 ・無

Text
 ・有（※100年相当

Text
 ・200年相当）

Text
 ・耐風圧性

Text
 [共通事項]

Text
 第17 章　カーテンウォール工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・指定性能評価機関の性能評価を受ける（高さ60m以上の建物）

Text
 ・設計用風圧力

Text
 ※告示（1458号）による　　・

Text
 ・速度圧

Text
 ※±1200Pa以上　　・

Text
 性能

Text
 ・

Text
 支点間距離（H）

Text
 主要部材のたわみ量

Text
 要求性能

Text
 ・4m以下

Text
 ・4m超

Text
 ・H=1/150以下、絶対値20以下

Text
 ・H=1/200以下

Text
 有害な変形及び残留変形がないこと

Text
 ※H/600以下　・ 　　　　

Text
 ガラスの許容応力の超過なし

Text
 ※設定値：変形量（H：支点間距離）

Text
 部材

Text
 ・メタルCW

Text
 ・PCCW

Text
 有害な変形や破損がないこと

Text
 ±1㎜以上のゆがみの残留無し

Text
 ・耐震性

Text
 FIX部

Text
 可動部

Text
 ・1

Text
 ・2

Text
 ・3

Text
 ・4

Text
 ・5

Text
 975未満

Text
 525未満

Text
 975

Text
 525

Text
 1500

Text
 P×0.5かつ最低値1500

Text
 750

Text
 1000

Text
 P×0.75かつ最低値2250

Text
 1500

Text
 単位：圧力差Pa

Text
 凡例　P：耐風圧性能に用いた最大正圧値（Pa ）

Text
 ※定形材料による部位（可動サッシ、等圧工法、ガスケット工法等）に適用する

Text
 ・水密性能（圧力差Pa）

Text
 ・水密性

Text
 ・設計用震度

Text
 水平方向（KH）

Text
 ※1.0

Text
 ・

Text
 鉛直方向（KV）

Text
 ※0.5

Text
 ※設定値：変形量（H：支点間距離）耐風圧性に同じ

Text
 採用の目安

Text
 31m以下

Text
 31～45m

Text
 （建物高さ）

Text
 ・圧力差10Paに対する単位壁面積、単位時間当たりの通気量の等級

Text
 性能グレード

Text
 等級

Text
 ・1

Text
 ・2

Text
 ・3

Text
 JIS等級A-3

Text
 JIS等級A-4

Text
 0.5等級

Text
 採用の目安

Text
 中高層建物

Text
 超高層建物

Text
 ・気密性

Text
 ※外壁   ・耐火構造

Text
 （・30分   ・1時間　・2時間）

Text
 ・耐火性

Text
 ※定形材料による部位（可動サッシ、等圧工法）に適用する

Text
 ・防火構造（延焼の恐れのある部分）

Text
 （・20分　・30分）

Text
 ・火煙防止層

Text
 ※層間ふさぎ

Text
 ※RW充填

Text
 ・

Text
 （建物高さ）

Text
 （等級線）

Text
 （A-3等級線）

Text
 （A－4等級線）

Text
 （0.5等級線）

Text
 部材の種別

Text
 部材の損傷が発生しない限界の年間温度差（性能値）

Text
 直射日光の当たる暗色の金属材

Text
 直射日光の当たる明色の金属材

Text
 その他の材料

Text
 ※80℃

Text
 ※70℃

Text
 ※60℃

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・耐温度差性

Text
 性能値

Text
 ・T1 

Text
 ・遮音性

Text
 等級

Text
 等級線

Text
 T-1等級線

Text
 ・T2

Text
 T-2等級線

Text
 ・T3 

Text
 T-3等級線

Text
 ・T4 

Text
 T-4等級線

Text
 ・結露水の処理

Text
 ・ふき取り式（自然乾燥5）

Text
 ・断熱性

Text
 ・H1 

Text
 等級

Text
 熱貫流抵抗値

Text
 0.215

Text
 ・H2

Text
 0.246

Text
 ・H3 

Text
 0.287

Text
 ・H4 

Text
 0.344

Text
 ・H5 

Text
 0.430

Text
 （㎡・K/W以上）

Text
 ・性能　　　　　　※総合熱貫流抵抗値≧ガラス部分熱貫流抵抗値

Text
 ・変位追従性（層間変位追従性の設定値）

Text
 ・±1/100×H

Text
 変位角

Text
 要求性能

Text
 ・±1/300×H

Text
 ・内外装各部に何ら損傷は発生しない

Text
 ・±1/150×H

Text
 ・外装各部に破損、有害な変形、ひずみの残留が発生しない

Text
 ・補修可能なシーリング材の破損程度

Text
 ・部材の落下が発生しない

Text
 ・ガラスが破損しない

Text
 ・鉛直相対変位追従性　設定値（　・　　　　　）

Text
 ・熱伸縮追従性　　　　設定値（　・　　　　　）　

Text
 ・準耐火構造

Text
 （・30分   ・45分）

Text
 （・30分   ・1時間　・2時間）

Text
 ・製作する（製作寸法、仕様は計画書を作成し監督職員の承諾を得る）

Text
 ・モックアップ

Text
 ※確認できる適切な資料を提出し監督職員の承諾を得る

Text
 ※性能確認、判定方法

Text
 ・製品検査

Text
 ・管理用ゴンドラ　・設置する　　　・設置しない

Text
 ・衝撃荷重

Text
 ゴンドラに接触する部材に残留変改がないこと

Text
 ・風荷重

Text
 残留変改がないこと

Text
 ※ガイドローラーを使用した場合0.5G、その他の場合1.0Gの加速度を

Text
 ※ゴンドラが16m/secの風圧を受けたとき、ゴンドラに接触する部材に

Text
 ・実施する

Text
 ・実施しない

Text
 ・実大性能試験（性能試験に先立ち計画書を作成し、監督職員の承諾を得る）

Text
 ・

Text
 ・耐荷重

Text
 ・

Text
 [メタルカーテンウォール]

Text
 ・取付方法　

Text
 ・層間方式

Text
 ・金属系材料の種類

Text
 種類

Text
 規格等

Text
 表面処理

Text
 ・アルミニウム

Text
 ・ステンレス鋼

Text
 ・その他の金属材

Text
 ※押出形材　※JIS H 4100　・

Text
 ※板材　　　※JIS H 4000　・

Text
 ※SUS304

Text
 ・AB-1

Text
 ・BA-1

Text
 ・シーリング材

Text
 ・構造ガスケット

Text
 ・断熱材の種類

Text
 ・映像調整

Text
 ・音鳴り現象防止対策　　予想される風圧力、躯体の変形、外気温の変化などにより生ずる

Text
 発音、金属摩擦音などの発生を最小に抑える処置を行うこと

Text
 ・柱、梁方式

Text
 ・スパンドレル方式

Text
 ・方立方式

Text
 ・AB-2

Text
 ・AC-1　

Text
 ・BA-2

Text
 ・

Text
 ・行う　調整範囲（　　　　　　　）

Text
 ・行わない

Text
 ・製品の寸法許容差

Text
 ・製品の見え掛り部分の仕上げ

Text
 ※「標仕」表17.2.1による

Text
 ・ガラス溝の形状、寸法

Text
 ※カーテンウォールの製造所の仕様による

Text
 形状及び仕上げ

Text
 取付け

Text
 ※「標仕」表17.2.2による　・

Text
 ・躯体付け金物の取付け位置の寸法許容差

Text
 ・構造ガスケットを用いるガラスの取付（　　　　　　　　）

Text
 ・避雷対策

Text
 ・光、電波の反射防止

Text
 ※図示　　　・

Text
 ※図示　　　・

Text
 ・電波反射防止性能

Text
 ※図示　　　・

Text
 ・光反射防止性能

Text
 ・AC-2　

Text
 ・BB-1　

Text
 ・BB-2　

Text
 ・C

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・摩擦低減材（滑り材）

Text
 ・材質（※図示                      ）

Text
 ・

Text
 ・使用形態（※図示　　　　）

Text
 ※「標仕」表17.2.3による　・

Text
 ・カーテンウォールの部材の取付け位置の寸法許容差

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・ガラス取付材料

Text
 ・

Text
 その他

Text
 ・

Text
 （H：支点間距離）

Text
 ※図示

Text
 ガラスの取付け

Text
 ・

Text
 ・表面仕上材

Text
 ・耐火目地材

Text
 ・先付け材料

Text
 ・断熱材

Text
 ・石材打込み・

Text
 ・コンクリートの種類

Text
 使用する場合、材料の種類、品質は別途表記のこと

Text
 ・取付方法　

Text
 （注）鉄筋の代わりに別の材料（カーボンファイバー、スチールファイバー等）を

Text
 ・シーリング材

Text
 [PCカーテンウォール]

Text
 ・層間方式

Text
 ・柱、梁方式

Text
 ・スパンドレル方式

Text
 ・

Text
 ・軽量コンクリート　　※1種

Text
 ・

Text
 ・　　枠

Text
 ・ゴンドラレール

Text
 ・タイル打込み

Text
 ・製品の見え掛部の寸法許容差

Text
 ※「標仕」表17.3.1による

Text
 ・

Text
 ・構造ガスケット

Text
 （※図示　・　　）

Text
 ・構造ガスケットを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差

Text
 ・主要部材の取付け

Text
 ・

Text
 ・普通コンクリート　　※「標準仕様書」6.3.1による

Text
 ・コンクリートの品質

Text
 ・設計基準強度（FC）

Text
 ・気乾単位容積質量

Text
 ・所要スランプ

Text
 ・単位水量最大値

Text
 ・補強鉄線の径

Text
 3

Text
 3

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※30N/ｍ㎡

Text
 ※12㎝

Text
 ・普通コンクリート　※2.1t/m を超え2.5t/m 以下　・

Text
 ※185kg/m

Text
 ※SD295 

Text
 ※径3.2

Text
 ・4.0

Text
 ・5.0

Text
 ・6.0

Text
 ・軽量コンクリート　※「標準仕様書」表6.10.1による　・

Text
 ・補強鉄線の網目寸法

Text
 ・50

Text
 ・75

Text
 ・100

Text
 ・150

Text
 3

Text
 ・鉄筋の配筋

Text
 ※図示

Text
 ・計算書により監督職員の承諾を得る　・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・仕上材

Text
 ・

Text
 ・

Text
 形状及び仕上げ

Text
 取付け

Text
 ・鉄筋の種類

Text
 ･ 形状　　・Y形　　・

Text
 ・寸法　　※図示　　・

Text
 ・材質　　・黒色クロロブレイン系　　　・EPDM　・

Text
 製作

Text
 ・

Text
 ※「標仕」表17.2.2による　・

Text
 ・躯体付け金物の取付け　・寸法許容差

Text
 ※図示　・

Text
 せっこう

Text
 の

Text
 の

Text
 ・

Text
 ・

Text
 上塗り塗料

Text
 ・SOP

Text
 ・EP-G

Text
 ・EP-G

Text
 ・C種

Text
 ・D種

Text
 JIS K 5552

Text
 2種

Text
 JIS K 5551

Text
 A種

Text
 ・DP（1回目）

Text
 ・DP（2、3回目）

Text
 上塗り塗料

Text
 ・SOP

Text
 ・DP

Text
 ・EP-G

Text
 ・SOP

Text
 ・

Text
 ・

Text
 めっき

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 の

Text
 の

Text
 ・鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り　※「標仕」18.3.3（2）による

Text
 （SOP、EP-Gに適用）

Text
 多孔質広葉樹の場合除く

Text
 （・溶剤系着色材（溶剤系ステイン） ・油性染料着色剤（オイルステイン））

Text
 屋内のコンクリート面、モルタル面

Text
 （屋内の木部）

Text
 屋内

Text
 屋内

Text
 （屋内の木部）

Text
 ・着色

Text
 ・オイルステイン塗り（OS）

Text
 （屋内の木部）

Text
 （木部）

Text
 ・ボード面の塗装

Text
 ※塗料塗りは塗料メーカーの仕様による

Text
  2024ver.03

Text
 ・簡易気密型ドアセット　

Text
 ・防音ドア、サッシ

Text
 ・断熱ドア、サッシ

Text
 ・H-3

Text
 ・T-4

Text
 ・H-5

Text
 ・T-1

Text
 ・H-1

Text
 ・D-1

Text
 ・T-2

Text
 ・T-3

Text
 ・H-4

Text
 ・H-2

Text
 ・D-2

Text
 ・D-3

Text
 ・耐震ドアセット

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・面内変形追随性（　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・遮音性（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・断熱性（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・気密性（※A-3）

Text
 ・簡易気密型ドアセット　

Text
 ・防音ドア、サッシ

Text
 ・断熱ドア、サッシ

Text
 ・H-3

Text
 ・T-4

Text
 ・H-5

Text
 ・T-1

Text
 ・H-1

Text
 ・D-1

Text
 ・T-2

Text
 ・T-3

Text
 ・H-4

Text
 ・H-2

Text
 ・D-2

Text
 ・D-3

Text
 ・耐震ドアセット

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・面内変形追随性（　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・遮音性（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・断熱性（　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・適用建具（※図示）

Text
 ・気密性（※A-3）　・水密性（※W-1）

Text
 ・光線　　　センサー

Text
 ・熱線センサー

Text
 ・光電センサー

Text
 ・音波センサー

Text
 ・電波センサー

Text
 性能グレード

Text
 ・寸法（　　　　　　　　　）

Text
 ・形状（・H形　・C形　・　　）

Text
 ・

Text
 塗り（CL）]

Text
 ※A種　・B種

Text
 種別

Text
 ※「標仕」表16.4.5による

Text
 ・

Text
 形式及び寸法

Text
 （15%以下）

Text
 （15%以上）

Text
 ・表面材の種類、品質

Text
 ・接着の程度（※水掛り部1類、その他2類以上）

Text
 ・接着の程度（※水掛り部1類、その他2類以上）

Text
 ・接着の程度（※水掛り部1類、その他2類以上）

Text
 　　・機構

Text
 ※自動ドア開閉装置の性能

Text
 ※戸の開閉方式

Text
 ※図示　・

Text
 （・防錆）

Text
 （・防錆）

Text
 ・引き戸用検出装置の種類

Text
 ※図示　・

Text
 ・図示　・

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ※「標仕」表17.3.2による　・

Text
 ・カーテンウォールの部材の取付け位置の寸法許容差

Text
 （※図示　・                     ）

Text
 （※図示　・                     ）

Text
 ※図示　・

Text
 （・図示　・　　）

Text
 （※図示　・　　）

Text
 （・図示　・　　）

Text
 （※図示　・　　）

Text
 （※図示　・　　）

Text
 （※図示　・　　　）

Text
 建具

Text
 （※図示　・　　）

Text
 （※図示　・　　）

Text
 （※図示　・　　）

Text
 ・ガラスの取付け方法

Text
 ガラスの取付け

Text
 ・

Text
 ・鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り　　　※「標仕」18.3.3（2）による

Text
 ・ECP面

Text
 せっこうボード面、その他ボード面等

Text
 ・コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、

Text
 せっこうボード面、その他ボード面等

Text
 ・図示

Text
 杉田エース　エースキーボックスCI-40同等品

Text
 No.

Text
 DEPT.



A1:1/

A3:1/

-

-

48
09

Text
 マンホール（内部）

Text
 排水溝蓋（内部）

Text
 ピット蓋

Text
 乾式二重床

Text
 ・

Text
 フリーアクセスフロア

Text
 可動間仕切

Text
 （OAフロアを含む）

Text
 材質

Text
 寸法（W×W×H）

Text
 漏えい抵抗

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・据付下地処理

Text
 ・スロープ部の下地構成

Text
 ・予備保管　　使用面積の3％程度

Text
 寸法・形状

Text
 遮音性

Text
 備考

Text
 構造形式

Text
 構成基材

Text
 表面仕上

Text
 ・

Text
 ・焼付け

Text
 ※図示

Text
 ・一般タイプ

Text
 ・遮音タイプ

Text
 ※遮音タイプの天井裏仕様は図示による

Text
 ※パネル式

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・無（コンクリート金ゴテ押え）

Text
 操作方法

Text
 表面材の材質

Text
 仕上

Text
 圧接装置操作方法

Text
 遮音性

Text
 備考

Text
 ・手動式

Text
 ・電動式

Text
 ・部分電動式

Text
 ・鋼板

Text
 ・　

Text
 ・焼付

Text
 ・クロス張り

Text
 ・

Text
 ・ワンタッチ式

Text
 ・一般タイプ

Text
 ・遮音タイプ

Text
 ※遮音タイプの天井裏仕様　　　※図示　　・

Text
 ※ハンガーレール、レール、ハンガーレール取付下地補強及び、ランナーに取り付ける

Text
 ・ハンドル式

Text
 移動間仕切

Text
 （スライディングウォール）

Text
 ※図示

Text
 ・有（※図示　・　　　　　　　　　　）

Text
 ・

Text
 耐震性能

Text
 所定荷重

Text
 帯電防止性能

Text
 表面材の材質

Text
 脚部

Text
 種類

Text
 材種

Text
 ドアエッジ

Text
 形状

Text
 材種

Text
 ・メラミン化粧板

Text
 ・ポリエステル化粧板

Text
 ※図示　・

Text
 ・支柱

Text
 ・幅木

Text
 ※ステンレス

Text
 ・　

Text
 ・標準

Text
 ・R加工

Text
 ・ステンレス

Text
 ・アルミニウム

Text
 ※トイレブースの製造所の仕様

Text
 ※隔板の高さ

Text
 材種

Text
 寸法

Text
 取付工法

Text
 形状

Text
 ※ステンレス製ビニルタイヤ入り

Text
 ※ステンレス製ビニルタイヤなし

Text
 ・遮音、防滑性階段用床材

Text
 ※35

Text
 ・埋込工法

Text
 ※接着工法

Text
 ・標準

Text
 ・フラットタイプ

Text
 施工箇所

Text
 ・屋内

Text
 ・屋外

Text
 ・屋内・屋外

Text
 階段滑り止め

Text
 ・ 

Text
 ※接着工法はビス止め併用とする

Text
 ・

Text
 ・

Text
 トップライト

Text
 ・材種

Text
 ・開閉方法

Text
 ・その他仕様

Text
 避難器具等

Text
 スリーブ

Text
 避難用ハッチ

Text
 開口寸法（W×D）＝

Text
 救助袋

Text
 ・材種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・径、数量

Text
 枠材種　

Text
 寸法

Text
 箇所数

Text
 備考

Text
 ・アルミ既製品

Text
 ・ステンレス既製品

Text
 ・

Text
 ・600×600

Text
 ・450×450

Text
 ヶ所

Text
 ヶ所

Text
 ・施錠式

Text
 ・モルタル充填タイプ

Text
 ※表面仕上材は設置部分の床材と同材とする

Text
 ※請負金額の変更は行わない

Text
 天井点検口

Text
 床点検口

Text
 枠材種　

Text
 枠タイプ

Text
 寸法

Text
 箇所数

Text
 備考

Text
 ※アルミ既製品

Text
 ・樹脂製

Text
 ・

Text
 ・額縁タイプ

Text
 ・細額縁タイプ

Text
 ・目地タイプ

Text
 ・600×600

Text
 ・450×450

Text
 ヶ所

Text
 ヶ所

Text
 ※箇所数は他工事との調整にて増減する場合もあるが、請負金額の変更は行わない

Text
 ・施錠式

Text
 ※表面仕上材は設置部分の天井材と同材とする

Text
 ・取手付

Text
 （歩行部）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・耐火仕様

Text
 ・断熱仕様

Text
 ・断熱仕様

Text
 ・排煙仕様

Text
 ・固定

Text
 ・片側開閉

Text
 ・上下可動開閉

Text
 ・図示

Text
 ・ポリカーボネート樹脂製

Text
 ・FRP製

Text
 ・アクリル樹脂製

Text
 ※（社）避難設備工業会承認品

Text
 ・二重天井仕様

Text
 ※図示

Text
 ・鋼管

Text
 ・硬質塩化ビニル管

Text
 ・溶融亜鉛めっき管

Text
 ・つば付鋼管

Text
 備考

Text
 [プレキャストコンクリート工事]

Text
 [壁紙張り]

Text
 [断熱・防露]

Text
 仕上表の記号

Text
 種類

Text
 防火性能の種別

Text
 品質、機能等（ランク等）

Text
 ・不燃

Text
 ・モルタル面及びせっこうプラスター面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ種別

Text
 断熱材打込み工法

Text
 ・その他ボード類

Text
 種類

Text
 厚さ

Text
 性能・規格等

Text
 ・ロックウール化粧吸音板

Text
 ・けい酸カルシウム板

Text
 ・化粧けい酸カルシウム板

Text
 ・グラスウール吸音ボード2号

Text
 ・　

Text
 ・9

Text
 ・6 

Text
 ・6

Text
 ・25

Text
 ※不燃

Text
 ・フラット

Text
 ・32K

Text
 ・合板

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・12

Text
 ・8

Text
 ・50

Text
 ・塗装品

Text
 ・凸凹

Text
 ・48K

Text
 ・準不燃

Text
 ・難燃

Text
 ・耐火被覆用けい酸カルシウム板

Text
 ・せっこうボード面素地ごしらえ種別　　　　　　　　　　　　　・A種　※B種

Text
 ・屋内湿潤状態となる場所の接着程度は防災処理Ⅰ類　※行う

Text
 予備保管

Text
 断熱材現場発泡工法

Text
 種類

Text
 種類の区分（記号）

Text
 厚さ

Text
 施工箇所

Text
 ・吹付け硬質ウレタンフォーム

Text
 ・A種1（NF1）

Text
 ・

Text
 ※15

Text
 外壁、屋根等

Text
 冷凍、冷蔵庫等

Text
 ・使用数量の　　　　％　（保管する材料は監督職員の指示による）

Text
 ・25

Text
 施工場所

Text
 形状

Text
 種類

Text
 ・手摺点字表示

Text
 ・寸法　　※115×150程度　・

Text
 ・衝突防止表示

Text
 ・法令に基づく表示　　※非常用進入口表示は消防法に適合する市販品とする

Text
 ・室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、材質、色、書体、印刷等の種別、取付等

Text
 ※表示形状は　JIS T 9251：2001　の規格による

Text
 ・樹脂製

Text
 ・樹脂製

Text
 ・タイル

Text
 ・ブロック

Text
 ・金属鋲　

Text
 ※300角埋込タイプ

Text
 樹脂製裏留形式（タイルカーペット用）

Text
 300角

Text
 300角

Text
 ノンスリップタイプ（足付）

Text
 ・ステンレス製

Text
 鏡

Text
 表示

Text
 ・視覚障害者用床誘導表示

Text
 ・厚さ

Text
 ・固定方法

Text
 ・適用安全温度

Text
 形式

Text
 開閉方式、操作方法

Text
 スラットの材質

Text
 スラット幅

Text
 ・横

Text
 ・縦

Text
 ※ギヤ式

Text
 ・リモコン回転式

Text
 ・電動式

Text
 ※2本操作コード

Text
 ・1 本操作コード

Text
 ・電動式

Text
 ※アルミニウム合金製

Text
 ・鋼製

Text
 ・アルミスラット

Text
 ・クロススラット

Text
 ※25

Text
 ・

Text
 ヘッドボックス、ボトムレールの材種

Text
 煙突ライニング

Text
 ブラインド

Text
 ・黒板　区分

Text
 色

Text
 ・行事用黒板、ホワイトボード

Text
 ・ホワイトボード

Text
 黒板及びホワイトボード

Text
 ※使用場所

Text
 床目地棒

Text
 ※厚さは、各取り合いの床仕上材厚さに合わすこと

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※ほうろう黒板 

Text
 ・ 

Text
 ・ 

Text
 ・図示 

Text
 ・「標仕」20.2.   （2）による

Text
 ※5（防湿鏡）

Text
 ※図示

Text
 ※塩ビシート

Text
 ・アルミニウム

Text
 ・ステンレス

Text
 ・300角貼付タイプ

Text
 ・真鍮製

Text
 ・400℃

Text
 ・650℃

Text
 ・

Text
 ・100

Text
 ・コード式

Text
 ※異種床仕上取り合い部

Text
 ※焼付

Text
 ※緑

Text
 ※罫線入

Text
 表面仕上げ　※ほうろう　・鋼製焼付け

Text
 ・市販品　丸型（両面張り）φ30ステンレス製

Text
 ・アルミニウム合金

Text
 ※鋼製

Text
 ・材種

Text
 スクリーンの材種、品種

Text
 ロールスクリーン

Text
 カーテン及びカーテンレール

Text
 施工箇所

Text
 強さによる区分

Text
 材料による区分

Text
 仕上

Text
 形状

Text
 ※10－90

Text
 ・10－60

Text
 ※AS ・AP

Text
 ※アルマイト

Text
 ・C型

Text
 ※角型

Text
 ・

Text
 ・スプリング式

Text
 ・チェーン（コード）式

Text
 ・電動式

Text
 ・合成、天然繊維製

Text
 ・ガラス繊維製

Text
 ・アルミニウム（既製品）

Text
 ・鋼製

Text
 ・形状・寸法・仕上　※図示

Text
 ・木製

Text
 コーナービード

Text
 高さ

Text
 材種

Text
 天井見切縁

Text
 材種

Text
 ※設備工事　　　　　　　　・建築工事（詳細は図示による）

Text
 グリーストラップ

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※ステンレス

Text
 ・アルミニウム

Text
 ・塩化ビニル

Text
 ・亜鉛鉄板

Text
 ・木製

Text
 ・H＝2.0ｍ

Text
 ・天井まで

Text
 ・アルミニウム

Text
 ・塩化ビニル

Text
 ・耐震型見切縁

Text
 [ビニル床シート、ビニル床タイル

Text
 （JIS A 5705）

Text
 発泡層無

Text
 ※熱溶接

Text
 ※2.0

Text
 発泡層有

Text
 ・ゴム床タイル

Text
 種類

Text
 厚さ

Text
 ・硬質

Text
 ・軟質

Text
 ・その他

Text
 ・ビニル幅木

Text
 材質

Text
 厚さ

Text
 高さ

Text
 ※軟質

Text
 ※1.5

Text
 ※60

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・75

Text
 ・100

Text
 ・330

Text
 ・リノリウム　　厚さ（　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 [カーペット敷き]

Text
 ・ビニル床シート

Text
 ・300□

Text
 [合成樹脂塗床]

Text
 [フローリング張り]

Text
 ・生地のままワックス

Text
 ・単層フローリング

Text
 品名（1等）

Text
 樹種

Text
 寸法

Text
 工法

Text
 備考

Text
 ・複合フローリング（天然木化粧）

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ・接着工法におけるフローリング裏面の　　　　　　　※合成樹脂発泡シート

Text
 ・行わない

Text
 種別

Text
 [畳敷き]

Text
 ・縁甲板

Text
 ・種別

Text
 材種

Text
 ・行う

Text
 ※ウレタン樹脂ワニス

Text
 ・オイルステインの上ワニス

Text
 ・

Text
 ※塗装品

Text
 ※桧 上小節

Text
 ※15×105

Text
 厚さ×幅

Text
 ・図示　　　・

Text
 ・

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ・C種

Text
 種類

Text
 ・せっこうボードの目地工法

Text
 ※下地が変わる部分等の目地処理は仕上表特記仕様書による

Text
 JIS記号

Text
 厚さ

Text
 性能・規格

Text
 ・石膏ボード

Text
 ・不燃積層せっこうボード

Text
 ・シージングせっこうボード

Text
 ・強化せっこうボード

Text
 ・せっこうラスボード

Text
 ・化粧せっこうボード

Text
 ・化粧せっこうボード（木目）

Text
 ・吸音用穴明きせっこうボード

Text
 ・普通硬質せっこうボード

Text
 GB-R

Text
 ・不燃

Text
 ・化粧（・無・有）

Text
 GB-NC

Text
 GB-S

Text
 GB-F

Text
 GB-L

Text
 GB-D

Text
 GB-D

Text
 GB-P

Text
 GB-R-H

Text
 ・9.5

Text
 目地工法の種類

Text
 せっこうボードエッジの種類

Text
 ・継目処理工法

Text
 ・突付け工法

Text
 ・テーパーエッジ

Text
 ・目透し工法

Text
 ・目地部寒冷紗の適用　※幅500㎜に適用

Text
 [せっこうボード、

Text
 ・9.5

Text
 ・12.5

Text
 ・15

Text
 ・9.5

Text
 ・12.5

Text
 ・9.5

Text
 ・12.5

Text
 ・9.5

Text
 ・12.5

Text
 ・15

Text
 ・9.5

Text
 ・9.5

Text
 ・12.5

Text
 ・9.5

Text
 ・12.5

Text
 ・12.5

Text
 ・15

Text
 ・21

Text
 ・ベベルエッジ

Text
 ・壁全面に適用

Text
 ・適用しない

Text
 ・準不燃

Text
 ・不燃

Text
 ・準不燃

Text
 不燃

Text
 ・不燃

Text
 ・準不燃

Text
 ・不燃

Text
 ・準不燃

Text
 ・不燃

Text
 ・準不燃

Text
 ・準不燃

Text
 ・不燃

Text
 備考

Text
 ・防湿処理

Text
 ・行わない

Text
 ・行う

Text
 ・D種（畳床　・KT-Ⅰ　・KT-Ⅱ　・KT-Ⅲ　・KT-K　・KT-N）

Text
 ・

Text
 ・12.5

Text
 （プラスター厚　　　）

Text
 ・遮音シール材

Text
 ・アクリル系シーリング材

Text
 JIS記号

Text
 DR

Text
 FK

Text
 GW-B

Text
 （パーティション）

Text
 ・

Text
 の種別、品質

Text
 形式等

Text
 ・片引

Text
 ・引分

Text
 ・電動

Text
 ・紐引

Text
 ・手引

Text
 仕上表の記号

Text
 種類の記号

Text
 厚さ

Text
 接合部の処理

Text
 備考

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・40

Text
 ・フローリングボード

Text
 ・フローリングブロック

Text
 ・釘留め

Text
 （・根太張り・直張り）

Text
 ・接着工法

Text
 ・C種

Text
 ・織じゅうたん

Text
 仕上表の記号

Text
 種類

Text
 工法

Text
 ※グリッパー工法

Text
 ・タフテッドカーペット

Text
 ・タイルカーペット

Text
 寸法

Text
 ・全面接着工法

Text
 総厚さ

Text
 ※1 種

Text
 ※ループパイル

Text
 仕上表の記号

Text
 パイル長

Text
 工法

Text
 ※グリッパー工法

Text
 仕上表の記号

Text
 パイル形状

Text
 ・見切、押え金物

Text
 ・織じゅうたんのグリッパー工法による接合工法

Text
 ・タイルカーペットの敷き方

Text
 ※ヒートボンド工法

Text
 ・適用する（材質、形状等　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ※平場：市松、階段部：模様流し

Text
 ※図示　　・

Text
 ・監督職員の指示による

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ・C種

Text
 帯電性

Text
 ・適用する

Text
 ・適用しない

Text
 ※500*500

Text
 ※6.5

Text
 仕上表の記号

Text
 材質

Text
 備考（同等品等）

Text
 仕上表の記号

Text
 備考（同等品等）

Text
 ・厚膜型塗床材

Text
 ・薄膜型塗床材

Text
 仕上表の記号

Text
 備考（同等品等）

Text
 ・無機系床仕上材（防塵塗料・表面硬化剤等）

Text
 ・弾性ウレタン樹脂系

Text
 ・エポキシ樹脂系

Text
 仕上

Text
 ・平滑

Text
 ・防滑

Text
 ・つや消し

Text
 工法

Text
 ・薄膜流しのべ工法

Text
 ・樹脂　　　　工法

Text
 材質

Text
 ・エポキシ樹脂系

Text
 ※平滑

Text
 材質

Text
 帯電抑制ｺﾝｸﾘｰﾄ床

Text
 仕上

Text
 ・平滑

Text
 ・防滑

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・釘足

Text
 ・平刺し縫い

Text
 ・返し縫い

Text
 ・かまち縫い

Text
 ・合板類の張付け種別　　　　・A種　　　※B種

Text
 （ノンフロンタイプ）

Text
 種別

Text
 厚さ

Text
 施工箇所

Text
 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

Text
 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材

Text
 ・　3種（  b  ）　

Text
 ・　

Text
 ※25

Text
 ・フェノールフォーム断熱材

Text
 ・   号

Text
 ・硬質ウレタンフォーム断熱材

Text
 ・

Text
 ・　種　号（   ）

Text
 ・木繊板

Text
 ・30・50

Text
 （3種2号を除く）

Text
 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材

Text
 ・押出法ポリスチレンフォーム保温材

Text
 ・フェノールフォーム保温材

Text
 ・A種硬質ウレタンフォーム保温材

Text
 （スキン層なし）

Text
 ・   号

Text
 ・　種　号

Text
 ・　種　号（　）

Text
 ・　種

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・　

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 第19 章　内装工事

Text
 第19 章　内装工事　つづき　

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・ガラスクロス包み

Text
 壁点検口

Text
 TS：

Text
 （同等品等）

Text
 KS：

Text
 （JIS A 5705）

Text
 接着

Text
 ・

Text
 置式

Text
 ・3 ・4.5・6・9.5

Text
 色柄

Text
 ・

Text
 ※2.0

Text
 ・5.0

Text
 寸法

Text
 ・

Text
 ・コンクリート、モルタル塗り、セルフレベリング材塗り、木以外の下地の工法

Text
 ・織り方　　※模様のない無地　・

Text
 ・

Text
 ※全面接着工法

Text
 工法

Text
 ※塗床材のホルムアルデヒド放散量の等級　　　　　※F☆☆☆☆ 

Text
 ・スクェアエッジ

Text
 ・

Text
 ・A種2（NF2）

Text
 ・2000N

Text
 ・3000N

Text
 表面材

Text
 ・TC

Text
 ・VT

Text
 ・4000N

Text
 ・5000N

Text
 ・U値0.6以上

Text
 ・U値1.2以上

Text
 ※1.0×10

Text
 Ω以上

Text
 6

Text
 ※振動試験にて

Text
 パネルの脱落・損傷

Text
 ・隙間・せり上がり

Text
 がないこと

Text
 ・試験方法　※「標仕」20.2.2.（2）.（イ）.（a）～（d）による　・

Text
 ※図示　・

Text
 ・鋼製黒板

Text
 種類

Text
 ・ 

Text
 ※図示

Text
 ※アルミニウム合金

Text
 ・鋼製

Text
 ※巻取りパイプ、ウェイトバー、操作コード又は操作チェーンその他の材料　

Text
 ※ロールスクリーンの製造所の仕様による　・図示

Text
 第20 章　ユニット及びその他の工事　

Text
 開閉操作方式

Text
 寸法（WxH）

Text
 ・S ・W

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 備考

Text
 ・S　・SUS

Text
 形式

Text
 ・S ・W

Text
 備考

Text
 [間知石及びコンクリート

Text
 間知ブロック積み]

Text
 ・コンクリート間知ブロック　　・種類（　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・質量区分 （・A　・B）

Text
 第20 章　ユニット及びその他の工事　つづき　

Text
 及びゴム床タイル張り]

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・ホルムアルデヒド放散量による区分　 ※ F☆☆☆☆　

Text
 ・ビニル床タイル

Text
 FS：

Text
 HS：

Text
 （単層ビニル床シート）

Text
 （複層ビニル床シート）

Text
 （発砲複層ビニル床シート）

Text
 （クッションフロア）

Text
 色柄

Text
 仕上表の記号

Text
 種類の記号

Text
 厚さ

Text
 色柄

Text
 寸法

Text
 FT：

Text
 KT：

Text
 TT：

Text
 FOA：

Text
 FOB：

Text
 （単層ビニル床タイル）

Text
 （複層ビニル床タイル）

Text
 （コンポジションビニル床タイル）

Text
 （置敷きビニル床タイル）

Text
 （薄型置敷きビニル床タイル）

Text
 ・500□

Text
 仕上表の記号

Text
 接着剤

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ※図示　・

Text
 工法

Text
 仕上表の記号

Text
 備考

Text
 （同等品等）

Text
 ・目地、見切り　位置（※図示　・　　　　　　　　　　）

Text
 材料（※SUS FB t5　・塩ビ）

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分　　　※ F☆☆☆☆

Text
 ・

Text
 備考

Text
 （同等品等）

Text
 備考

Text
 （同等品等）

Text
 備考

Text
 （同等品等）

Text
 材料

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ※平滑

Text
 ・防滑

Text
 仕上

Text
 ・

Text
 仕上表の記号

Text
 材料

Text
 ・

Text
 工法一般

Text
 ・

Text
 ※接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分　　※F☆☆☆☆　　・

Text
 （W×L×t）

Text
 ・接着工法

Text
 仕上表の記号

Text
 樹種

Text
 寸法

Text
 工法

Text
 ・釘留め

Text
 （・根太張り・直張り）

Text
 ・接着工法

Text
 （W×L×t）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 現場塗装仕上げ

Text
 ・

Text
 ・

Text
 その他

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 その他ボード及び

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・せっこうボード

Text
 合板張り]

Text
 ※12章　木工事[材料]木材による

Text
 ※接着剤のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆　・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・ベベルエッジ

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ※壁紙のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆

Text
 施工

Text
 ・

Text
 （スキン層なし）

Text
 断熱材、保温材の種類

Text
 ・

Text
 ・

Text
 [その他]

Text
 ・グラスウール断熱材

Text
 ・ロックウール断熱材

Text
 その他断熱材

Text
 断熱材の種類

Text
 製品記号

Text
 施工箇所

Text
 密度

Text
 厚さ

Text
 ・インシュレーションファイバー断熱材

Text
 ・50

Text
 ・100

Text
 ・50

Text
 ・

Text
 ・24

Text
 ・30以上

Text
 ・

Text
 ・32

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・60以上

Text
 ・30以上

Text
 ・150以上

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・100

Text
 ・

Text
 ・　種　号（   ）

Text
 ・　

Text
 [ユニット工事等]

Text
 ・材料等

Text
 ・寸法精度　※「標仕」20.2.2.（2）.（オ）.（a）～（c）による　・

Text
 ・材料等

Text
 ※パネル材料のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆

Text
 （建具共）

Text
 ・材料等

Text
 ・性能等

Text
 ※「標仕」20.2.4.（3）.（ウ）～（カ）による　・図示

Text
 （・隔て板 ・扉）

Text
 ・材料等

Text
 ※パネル材料のホルムアルデヒド放散量　　　※F☆☆☆☆

Text
 備考

Text
 備考

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ・図示

Text
 ※材質、厚さ及び高さ　　※「標仕」20.2.　による　・図示

Text
 ・材質

Text
 ・材料

Text
 ※幅、高さは図示による

Text
 備考

Text
 ・遮光

Text
 ・遮光

Text
 操作方式

Text
 幅、高さ

Text
 ※図示 

Text
 備考

Text
 ・遮光

Text
 仕上表の記号

Text
 ・

Text
 ・

Text
 仕上表の記号

Text
 ・

Text
 ・木製

Text
 ・カーテンの材料、工法

Text
 仕上表の記号

Text
 ・ドレープ（・無地 ・柄物）

Text
 ・シャー（・　　　　　）

Text
 ・暗幕用カーテンの両端、上部及び召合せの重なり　※300以上　・

Text
 ・カーテンレール及びその付属金物の材料、工法

Text
 ・ポール型

Text
 ・カーテンボックス、ブラインドボックス

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・補強鉄筋の径及び網目寸法　　※図示　　・

Text
 制作

Text
 ・

Text
 ・コンクリートの設計基準強度（Fc）　※「標仕」20.3.3.（1）.（ア）による　・図示

Text
 ・鉄筋の配筋　　　　　　　　　※配筋を定めた計算書を監督職員に提出する　・図示

Text
 養生その他

Text
 ・

Text
 ・取付方法　　　　　　　　　　※図示　　・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ・間知石の材種

Text
 ※花崗岩　・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・間知石積みの積み方

Text
 ※谷積み　・布積み

Text
 ・目塗り　　　　　　　　　　　・行う　　・行わない

Text
 [その他]

Text
 ・TS

Text
 ※FS 

Text
 ・HS 

Text
 ・KS

Text
 ・帯電防止（   ）

Text
 ・防滑性

Text
 ・TT

Text
 ・FT

Text
 KT

Text
 ・FOA

Text
 ・FOB

Text
 特殊機能

Text
 特殊機能

Text
 ・視覚障害者用

Text
 ・耐動荷重

Text
 ・防滑性

Text
 発泡層無

Text
 ※熱溶接

Text
 ※2.0

Text
 発泡層有

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・TS

Text
 ※FS 

Text
 ・HS 

Text
 ・KS

Text
 ・帯電防止（   ）

Text
 ・300□

Text
 接着

Text
 ・

Text
 置式

Text
 ※2.0

Text
 ・4.0

Text
 ・     □

Text
 ・TT

Text
 ・FT

Text
 発泡層無

Text
 ※熱溶接

Text
 ※2.0

Text
 発泡層有

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・TS

Text
 ※FS 

Text
 ・HS 

Text
 ・KS

Text
 ・300□

Text
 接着

Text
 ・

Text
 ※2.0

Text
 ・4.0

Text
 ・     □

Text
 ・帯電防止（   ）

Text
 帯電防止の性能グレード（Ⅰ：導電床、Ⅱ：帯電防止床、Ⅲ：制電床、Ⅳ：一般床）

Text
 ・セメント系及び木質系以外の下地の場合の接着剤　※仕上げ材製造所の仕様による

Text
 種類

Text
 ・下敷き材　　　　　　※

Text
 ・厚膜流しのべ工法

Text
 ・トップコート・帯電性・耐候性

Text
 ・

Text
 ・あと施工アンカーの材質、寸法　　※図示　　・

Text
 （　）級

Text
 （　）級

Text
 （　　）級

Text
 （　　）級

Text
 ・遮光

Text
 ・　　の特殊加工　　　　※図示　　・

Text
 ・伸縮調整目地の材種、厚さ　　※図示      ・

Text
 ※

Text
 KT

Text
 ※

Text
 帯電性

Text
 ・適用する

Text
 ・適用しない

Text
 織り方

Text
 ・ウィルトンカーペット

Text
 ・フェイストゥフェイスカーペット

Text
 ・アキスミンスターカーペット

Text
 パイルの形状

Text
 ・カットパイル

Text
 ・ループパイル

Text
 ・カット/ループパイル

Text
 色・柄

Text
 ・無地（模様無）

Text
 ・

Text
 パイルの形状

Text
 ・カットパイル

Text
 ・ループパイル

Text
 ・カット/ループパイル

Text
 工法

Text
 （模様無）

Text
 JIS L 3204（反毛フェルト）に基づく

Text
 ・

Text
 モルタル

Text
 不陸緩和材

Text
 ・衝撃緩和型畳の畳表（JIS A 5902による区分）

Text
 ・C-1種

Text
 ・C-2種

Text
 ・天井のボードを下地張りの上に重ね張りする場合（RW吸音板除く）　※図示

Text
 ・コンクリート面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ種別　　　　・A種　※B種

Text
 ・けい酸カルシウム板面の吸込止めの塗布等の素地ごしらえ種別　・A種　※B種

Text
 （※F☆☆☆☆）

Text
 ・開口部等補修のための張付け用の接着剤のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆

Text
 部品

Text
 トイレブース

Text
 手すり

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・ステンレス

Text
 ・アルミニウム

Text
 ・スチール

Text
 ・No.2B

Text
 ・外部（・溶融亜鉛めっきC種　・　　　　　　　　　）

Text
 仕上げ・表面処理

Text
 備考

Text
 ※図示

Text
 ・No.8（鏡面） ・

Text
 ・内部（・SOP塗装　・　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ・ガラス

Text
 材料の種別

Text
 ※図示

Text
 8

Text
 10

Text
 タラップ

Text
 ・

Text
 ・ステンレス

Text
 ・スチール

Text
 ・No2B（仕上げなし）

Text
 ※溶融亜鉛めっきC種（塗装：　　　　　　　　　　　）

Text
 仕上げ・表面処理

Text
 備考

Text
 材料の種別

Text
 ・

Text
 ・工法　　　　　※図示　　・

Text
 形

Text
 形

Text
 生地

Text
 生地

Text
 ・ひだの種類　　　　　　・つまみひだ・箱ひだ、片ひだ・プレーンひだ

Text
 ・

Text
 ・I型

Text
 ・カーテン用付属金物（フック）　※鋼製・樹脂製

Text
 EXP.J金物

Text
 ・

Text
 ルーバー

Text
 ・

Text
 システム天井

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 仕上表の記号

Text
 材種

Text
 ・アルミニウム製

Text
 ・ステンレス製

Text
 クリアランス

Text
 耐火性能

Text
 表面処理

Text
 備考

Text
 ・図示

Text
 ・

Text
 ・有り

Text
 ・無し

Text
 ・図示

Text
 ・

Text
 ・

Text
 くつふきマット

Text
 材種

Text
 受け枠

Text
 備考

Text
 ・塩化ビニル又はゴム製

Text
 ・硬質アルミニウム合金製

Text
 ・ステンレス鋼（SUS304）製

Text
 ・ステンレス鋼（SUS304）

Text
 ・硬質アルミニウム合金

Text
 庇

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 材質（※鋳鉄製　・　　　　）

Text
 材質（※塩ビ　・アルミニウム　・スチール　・　　）

Text
 材質（・ステンレス　・スチール　・　　　　）

Text
 材質（・ステンレス ・スチール ・アルミニウム）

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 フクビフリーフロアCP同等品

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※不燃

Text
 ※

Text
 種類

Text
 適用箇所

Text
 ・ウレタン系シーリング材 

Text
 ・ジョイントコンパウンド

Text
 応じたメーカーの仕様による

Text
 ・耐火・遮音認定壁は遮音性能に

Text
 認定壁以外の遮音壁（躯体との取り合い部等）

Text
 認定壁以外の遮音壁（せっこうボードどうしの取り合い部等）

Text
  2024ver.03

Text
 ・耐動荷重

Text
 ・防滑性

Text
 ・帯電防止（   ）

Text
 ・耐動荷重

Text
 ・防滑性

Text
 置式

Text
 ・FOA

Text
 ・FOB

Text
 ・TT

Text
 ・FT

Text
 KT

Text
 ※

Text
 ・FOA

Text
 ・FOB

Text
 ・視覚障害者用

Text
 ・帯電防止（   ）

Text
 ・防滑性

Text
 ・視覚障害者用

Text
 ・帯電防止（   ）

Text
 ・防滑性

Text
 備考

Text
 （同等品等）

Text
 第2種2号　呼び厚さ8㎜

Text
 ・ABC商会　ケミクリートE

Text
 ・トップコート・帯電性・耐候性

Text
 （トラバーチン）

Text
 ・A種　※B種

Text
 （　）（　）

Text
 ・A種1H（NF1H）

Text
 ・B種（FC）

Text
 ※ドアの高さ

Text
 サイズ（・200□　・250□　・300□　・　　　）

Text
 サイズ（・200　・250　・300　・　　　　）

Text
 サイズ（※600φ　・　　　　　　　　　）

Text
 サイズ（・200　・250　・300　・　　　　）

Text
 東リ　ﾌﾛｱﾘｭｰﾑﾏｰﾌﾞﾙNW

Text
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄA

Text
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄC

Text
 東リ　CFｼｰﾄ-PNW

Text
 帯電防止

Text
 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

Text
 東リ　

Text
 ﾙｰｽﾚｲ50NW-EX

Text
 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

Text
 東リ　 マチコV

Text
 ﾋﾞﾆﾙ

Text
 防塵塗装

Text
 耐油・耐薬品

Text
 性塗装

Text
 ・ABC商会　データフロアコート

Text
 防塵表面強化材

Text
 GB-NC(T)

Text
 ・9.5

Text
 ビニルクロス

Text
 無機質

Text
 AAランク

Text
 床下（図示）

Text
 ・35

Text
 ・吹付不燃断熱材

Text
 積水パックスフレイム（グレー色）同等品

Text
 外壁、屋根等

Text
 ・25

Text
 熱伝導率0.026w/ｍｋ以下

Text
 ・

Text
 スチール製

Text
 500×500×300

Text
 ・ニチアス　シグマフロア同等品

Text
 1

Text
 パーティクルボードｔ20+捨張合板ｔ12+ビニル床シート

Text
 際根太45×36＠450米ツガ

Text
 幹線通路接続部床

Text
 塗装下、クロス下

Text
 上記以外

Text
 ・横形ブラインド：タチカワブラインド　シルキーメカニカル同等品

Text
 脱衣室

Text
 、休憩室

Text
 （埋込）

Text
 ﾄｰｿｰ

Text
 ｼｴﾛﾗｲﾝ同等品

Text
 図示

Text
 ﾊｲﾊｯﾁGS同等品

Text
 ナカ工業

Text
 ・吉野石膏　タイガーコーナービード亜鉛鉄板ｔ0.4同等品

Text
 No.

Text
 DEPT.



A1:1/

A3:1/

-

-

48
10

Text
 丸環

Text
 ミニキッチン

Text
 吊戸棚類

Text
 ・換気扇（開口のみ）

Text
 ※図示

Text
 車止めポール

Text
 ・材種

Text
 ・くさり内蔵型

Text
 ・径、高さ（φ×H）＝

Text
 ・基礎

Text
 旗竿

Text
 旗竿受金物

Text
 （フラッグポール）

Text
 ・材種

Text
 ・形状

Text
 ・高さ

Text
 ※ステンレス製（SUS304）　既製品

Text
 ・天井までの隙間は壁同材（不燃GB-S+不燃ビニルクロス）でふさぐこと

Text
 ※図示

Text
 流し台

Text
 コンロ台

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※ステンレス製はSUS304とする

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ※ステンレス製はSUS304とする

Text
 ・

Text
 ・照明付

Text
 ・IHヒーター付

Text
 ・水切り棚付

Text
 ・テーパー付型

Text
 ・　　m

Text
 ・同一断面型

Text
 ※アルミニウム製既製品

Text
 ・ステンレス製既製品（

Text
 ・可動式

Text
 ・固定式）

Text
 ・

Text
 ・鍵付

Text
 ※350×350×250H程度　無筋コンクリート

Text
 ユニットバス

Text
 ユニットシャワー

Text
 ・折りたたみ式シート

Text
 ・便器背もたれ

Text
 ・ベビーシート

Text
 ・ベビーチェア

Text
 ・着替え台

Text
 ・オストメイト表示

Text
 ・フック

Text
 多目的便所内

Text
 装備品

Text
 ・錠

Text
 映写スクリーン

Text
 操作方法

Text
 ・

Text
 ・電動式

Text
 ・手動式（スプリング巻上式）

Text
 ・ 

Text
 フック及びハンガーの数量

Text
 材種

Text
 耐荷重　　　　kg　　耐荷重表示を行う。表示位置は監督職員と協議のこと

Text
 施工箇所

Text
 材種

Text
 形式

Text
 折り畳み幅

Text
 ・

Text
 ・防炎加工ビニルレザー張り

Text
 ・両開き

Text
 ・

Text
 ・片開き

Text
 ・

Text
 ピクチャーレール

Text
 アコーディオンドア

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※アルミニウム既製品

Text
 ※監督職員と協議の上決定

Text
 ・　　ヶ/0.9m

Text
 [屋外雨水排水]

Text
 種類

Text
 ・既製品（PC製）

Text
 ・現場打コンクリート

Text
 形状、寸法

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 備考

Text
 コンクリート強度18N/ｍ㎡　鉄筋の種類　SD295

Text
 名称、種類（材質）

Text
 用途・形式

Text
 適用荷重（T荷重）

Text
 ・鋳鉄製マンホール蓋

Text
 ・完全防水防臭形

Text
 ・防水防臭形

Text
 ・簡易防水防臭形

Text
 ・鋳鉄製格子蓋

Text
 ・コンクリート蓋

Text
 ・化粧蓋

Text
 ※図示

Text
 材種

Text
 種類・記号

Text
 遠心力鉄筋コンクリート管

Text
 ・外圧管

Text
 硬質ポリ塩化ビニル管

Text
 ・VP

Text
 ・VU

Text
 ・RS-VU

Text
 硬質ポリ塩化ビニル管

Text
 ・DV

Text
 （1 種）

Text
 ・埋戻しに用いる材料

Text
 ・側溝蓋の種類

Text
 ・浸透管

Text
 ・浸透桝の材質、形状、寸法

Text
 ・鋳鉄製グレーチング

Text
 ・普通目

Text
 ・細目

Text
 ・図示

Text
 ・鋼製グレーチング

Text
 ・ステンレス製グレーチング

Text
 ・コンクリート製

Text
 ・A種

Text
 材質（・透水性コンクリート管 ・有孔塩化ビニル管）

Text
 ※図示

Text
 継手

Text
 （メインバーピッチ）

Text
 ・

Text
 ・滑止加工（※図示）

Text
 ・滑止加工（※図示）

Text
 ・滑止加工（※図示）

Text
 ・滑止加工（※図示）

Text
 ・普通目

Text
 ・細目

Text
 ・普通目

Text
 ・細目

Text
 ※B種

Text
 ・C種

Text
 ・D種

Text
 ・寸法（※図示）

Text
 [街きょ、縁石及び側溝]

Text
 名称

Text
 ※JIS A 5371

Text
 形状

Text
 寸法

Text
 ・縁石

Text
 ※JIS A 5371

Text
 ・L形側溝

Text
 ※JIS A 5372

Text
 ・U形側溝

Text
 ※JIS A 5372

Text
 規格番号（種類）

Text
 ・路床安定処理　　・適用する

Text
 歩道部

Text
 ・添加材料による路床安定処理　（CBR値　※図示　　・　　　　　　　）

Text
 ・路床締固め度の試験

Text
 ・凍上抑制層（寒冷地域に適用）

Text
 ・フィルター層（透水性舗装に適用）

Text
 ・路床土の支持力比（CBR）試験

Text
 ・砂の粒度試験

Text
 [路床]

Text
 厚さ

Text
 材料　・ 砂

Text
 厚さ

Text
 ・  

Text
 ・切込砂利

Text
 ・ 

Text
 ・火山灰、火山礫

Text
 ※図示　・

Text
 車道部

Text
 （埋戻し及び盛土部は原則試験を行う）

Text
 [ブロック系舗装]

Text
 [コンクリート舗装]

Text
 [透水性アスファルト舗装]

Text
 （歩道部）

Text
 ・コンクリート平板舗装、舗石舗装のクッション材　・砂　・空練りモルタル　・

Text
 種類

Text
 寸法

Text
 ・普通平板（N）

Text
 ・透水性平板（P）

Text
 ・保水性平板（M）

Text
 ※300x300

Text
 ・400x400

Text
 ・450x450

Text
 ・500x500

Text
 ・インターロッキング舗装

Text
 種類

Text
 形状

Text
 寸法

Text
 ・普通ブロック（N）

Text
 ・透水性ブロック（P）

Text
 ・保水性ブロック（M）

Text
 ・舗石

Text
 ・粒度調整砕石

Text
 ・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

Text
 材料

Text
 [路盤]

Text
 ・構成及び厚さ

Text
 ・常温系カラ　舗装　着色部下部

Text
 ・加熱系混合物　着色骨材

Text
 ・表層の加熱アスファルト混合物等の種類

Text
 ※密粒度アスファルト混合物（13）

Text
 ・細粒度アスファルト混合物（13）

Text
 表層（寒冷地域）

Text
 ※密粒度アスファルト混合物（13F）

Text
 ※アスファルト混合物　の抽出試験

Text
 表層（一般地域）

Text
 ・クラッシャラン鉄鋼スラグ

Text
 ・再生粒度調整砕石

Text
 ・粒度調整鉄鋼スラグ

Text
 ・クラッシャラン

Text
 ※

Text
 ・アスファルト舗装

Text
 ・コンクリート舗装

Text
 ※天然系

Text
 ・人工系

Text
 [カラー舗装]

Text
 ・舗装の構成

Text
 第22 章　舗装工事  　つづき

Text
 ・区画線、路面標示

Text
 ・車止めブロック

Text
 ・既製品（・PC製・樹脂製）

Text
 ・材料

Text
 ・ライン幅、色

Text
 [砂利敷き]

Text
 ・種別

Text
 建物周囲

Text
 ※トラフィックペイント 

Text
 ・トラフィックペイント（ビーズ）

Text
 ※150、白色

Text
 ※A種

Text
 ・A種

Text
 ・B種

Text
 ※B種

Text
 ・玉砂利（径　　　以下）

Text
 ・玉砂利（径　　　以下）

Text
 通路

Text
 ・土壌改良材の指定量

Text
 ・植込み用土

Text
 ・植栽基盤の排水設備

Text
 現場発生土の良質土

Text
 ※「標仕」 表23.2.1 による

Text
 植栽

Text
 整備工法

Text
 有効土層整備面積

Text
 土壌改良材

Text
 [植栽基盤]

Text
 ・土壌の水素イオン濃度指数（pH）及び電気伝導度（EC）等の試験

Text
 ・高木

Text
 ※A種

Text
 ・C種

Text
 ※葉張り部分

Text
 ・

Text
 ・適用する

Text
 ・適用しない

Text
 ・低木

Text
 ・芝、地被類

Text
 ・B種

Text
 ・A種

Text
 ※植栽部分

Text
 ・

Text
 ※植栽部分

Text
 ・

Text
 ・適用する

Text
 ・適用しない

Text
 ※適用する

Text
 ・適用しない

Text
 ・有効土層の厚さ

Text
 ※A種

Text
 ・B種

Text
 ※B種

Text
 ・中和剤施用

Text
 ・暗渠

Text
 ・開渠

Text
 ・排水層

Text
 ・縦穴排水

Text
 ・

Text
 第23 章　植栽及び屋上緑化工事

Text
 ・新植樹木の枯補償

Text
 ・支柱材

Text
 対象期間

Text
 ・樹木の樹種、寸法、株立数、刈込み物の適用、数量

Text
 [芝張り、吹付けは種

Text
 及び地被類]

Text
 ・盛土法面

Text
 ・切土法面

Text
 ・芝の種類

Text
 ・芝張りの工法　・平地

Text
 ・吹付けは種用種子

Text
 ・地被類の樹種（植物名）、　立数、コンテナ径、単位面積あたりのコンテナ数　　

Text
 ※図示

Text
 [屋上緑化]

Text
 ・土壌層の植込み用土の種類

Text
 厚さ

Text
 ・排水層

Text
 ・適用する（固定方法

Text
 ・適用しない

Text
 ※「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための

Text
 構造計算の基準を定める件」（建設省告示第1458号）による風圧力に対応した固定方法

Text
 樹木管理手引書

Text
 樹名札

Text
 ・材質

Text
 ・大きさ（W×H）

Text
 ・植栽工事業者は工事完了時、請負者から発注者へ樹木管理手引書を提出すること

Text
 ・手引書の記載内容

Text
 ※一年目の内容

Text
 ※消毒剤の種類と量

Text
 壁面緑化の工法等

Text
 ※図示

Text
 ・緑化樹木等の枯補償

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・図示　・

Text
 ・木

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ・　　　　　　　　　　　　　　　　）

Text
 ※図示

Text
 ・軽量骨材（厚さ　　　）

Text
 ・透水性排水管

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 ・人工軽量土

Text
 ※改良土

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※洋芝類

Text
 ・クローバー

Text
 ※筋芝張り

Text
 ※目地張り　

Text
 ・

Text
 ※引渡し日より1年

Text
 ・ノシバ

Text
 ※コウライシバ

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 ・移植樹木の枯損処置

Text
 フェンス

Text
 門扉

Text
 ・メッシュフェンス　（H＝　　　　　）

Text
 ・材種

Text
 ・ネットフェンス　　（H＝　　　　　）

Text
 ・開閉方法

Text
 ・転倒試験

Text
 ・ステンレス製

Text
 ・手動

Text
 ※行う

Text
 ・鋼製

Text
 ・電動

Text
 ・行わない

Text
 ・アルミニウム製

Text
 ・アルミダイキャスト製

Text
 ・仕上

Text
 （　　　　　　　）

Text
 ・側塊の形状及び寸法

Text
 ※図示

Text
 備考

Text
 備考

Text
 ・JISA5372

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 ・注入目地材

Text
 ・高弾性タイプ

Text
 ※低弾性タイプ

Text
 ・コンクリートの設計基準強度、スランプ及び粗骨材の最大寸法

Text
 ・図示

Text
 ※「標仕」表22.5.1 による

Text
 自然石

Text
 ・けい石等　　　　　　　・

Text
 舗装の種類

Text
 ※加熱系

Text
 ・アスファルト混合物

Text
 ・石油樹脂系混合物

Text
 ・常温系

Text
 ・ニート工法

Text
 ・塗布工法

Text
 ・車道部

Text
 ・歩道部

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 部位

Text
 構成・厚さ

Text
 ・加熱系混合物の結合材に石油樹脂を使用する場合の顔料の添加量　　・

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 ・コンクリート平板舗装の目地材

Text
 ※砂

Text
 ・モルタル

Text
 厚さ

Text
 備考（品番）

Text
 備考（品番）

Text
 種類

Text
 形状

Text
 寸法

Text
 ※小舗石（花こう岩）

Text
 ・

Text
 備考（品番）

Text
 ・

Text
 厚さ※80~100

Text
 ・

Text
 施工方法

Text
 ※うろこ張り

Text
 ・馬踏み張り

Text
 ・円形張り

Text
 ・反射板

Text
 ・固定方法（※アンカーピン接着剤併用）

Text
 ・図示

Text
 ・D種

Text
 ・C種

Text
 ・D種

Text
 ・C種

Text
 ・D種

Text
 ・置き換え又は盛土

Text
 対象期間

Text
 ・

Text
 ※引渡し日より1年

Text
 ※皮はぎものの丸太（・杉　・ひのき　・から松）　　・真竹

Text
 ・支柱形式

Text
 ・布掛け形

Text
 ・ワイヤ形

Text
 ・地下埋設形

Text
 ・添え柱形

Text
 ・鳥居形

Text
 ・八つ掛形

Text
 ・幹巻き用材料

Text
 ※幹巻き用テープ

Text
 ・わら及びこも

Text
 種類

Text
 量

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 ・樹木、芝、地被類の樹種又は種類、寸法、株立数、刈込み物の適用、数量

Text
 対象期間

Text
 ※引渡し日より1年

Text
 ・見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ※二年目以降の内容

Text
 ※年間を通じて（季節毎）の管理内容

Text
 ※施肥

Text
 ※剪定・除草の時期、その他

Text
 ・現場打ちコンクリートの種別等　

Text
 ・凍上抑制層に用いる材料は有機物、ゴミ等を含まない以下の材料とする

Text
 ・砂の粒度試験　　※適用する　・適用しない

Text
 ・現場打ちの場合の鉄筋　　※　　　　　・

Text
 ・盛土の材料及び工法      ・A種　・B種　・C種　・D種

Text
 第20 章　ユニット及びその他の工事　つづき　

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 物干し金物

Text
 寸法（WxH）

Text
 ・W（　　　　　　）xH（　　　　　　　）

Text
 ケース

Text
 ・あり

Text
 ・なし

Text
 敷地境界石票

Text
 ・

Text
 ・材料　　・石製（※花崗岩　・　　　　　　　　）　・コンクリートブロック既製品

Text
 ・寸法　　※120x120　　　　・

Text
 略号・呼び径

Text
 ・排水管用材料

Text
 規格番号

Text
 JIS A 5372

Text
 JIS    6741

Text
 JIS K 9797

Text
 JIS K 6739

Text
 AS 38 

Text
 ・VU継手

Text
 ・排水桝の種類

Text
 ・排水桝蓋の種類

Text
 ・つば（※図示）

Text
 ・ボルト留め（※図示）

Text
 形式

Text
 つば

Text
 ※図示

Text
 ・ボルト留め（※図示）

Text
 ・ボルト留め（※図示）

Text
 ・ボルト留め（※図示）

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・FRP製

Text
 ・樹脂製

Text
 ・UP ・GF ・VE

Text
 H（・25　・40　）

Text
 ・ステンレス製

Text
 仕上（※図示）

Text
 ・スチール製

Text
 ・メインバーのピッチ　※30　・35　・

Text
 種別

Text
 ※普通コンクリート

Text
 設計基準強度

Text
 ※18N/ｍ㎡

Text
 スランプ

Text
 ※15又は18cm

Text
 ・遠心力鉄筋コンクリート管の基床の厚さ及び種別　※図示　・

Text
 ※図示

Text
 ・路床の構成　※路床土及び凍上抑制層又はフィルター層　・図示

Text
 ・路床安定処理材

Text
 ・フライアッシュセメントB種（JIS R 5213）　

Text
 ※路盤の締固め完了後の試験

Text
 ・再生アスファルトの種類　　　・60～80　　・80～100

Text
 ・コンクリートの種類　　※普通コンクリート　・早強ポルトランドセメント　・図示

Text
 ・目地の種類、間隔

Text
 ※「標仕」表22.5.3による　・図示

Text
 ※コンクリート　の厚さの試験

Text
 ・ニート工法及び塗布工法の配合　　　（                      ）

Text
 ※舗装の平　　性

Text
 ・加熱系カラー舗装の平　　性

Text
 ・加熱系混合物の抽出試験

Text
 ・舗石舗装の基層

Text
 ・30

Text
 曲げ強度

Text
 表面加工

Text
 ※60

Text
 ・80

Text
 表面仕上

Text
 ・普通

Text
 ・カラー

Text
 ・洗出

Text
 ・擬石

Text
 ・

Text
 3.0以上

Text
 ※5.0以上

Text
 厚さ

Text
 60

Text
 80

Text
 第22 章　舗装工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 ・図示

Text
 整備工法の種別

Text
 ※図示

Text
 ・防腐処理方法　　※加圧式防腐処理丸太材　・

Text
 ・ベタ張り

Text
 ・目地張り　

Text
 ※ベタ張り

Text
 ・植栽基盤の種類

Text
 （改良材名                                       　　）

Text
 （・無機質系・有機質と無機質の混合系・有機質系）

Text
 SD295

Text
 ・砂　・砂利　・クラッシャーラン　・再生クラッシャーラン　・礫　・スラグ

Text
 ・U形側溝ふた

Text
 ※JIS A 5372

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 第21章　排水工事

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 項目

Text
 特記事項

Text
 材料

Text
 ・

Text
 種類（材質）

Text
 用途、適用荷重

Text
 ・ボルト留め（※図示）

Text
 ・ボルト留め（※図示）

Text
 ・ボルト留め（※図示）

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 備考

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・滑止加工（※図示）

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 施 工

Text
 ・

Text
 ・現場打ち側塊及び排水溝の足掛け金物（内法600超、深さ1.2　超の場合）

Text
 ・SUS製（W：　　、22φ）　・鋼製（防錆処理済　22φ）　・合成樹脂被覆加工品

Text
 ・遠心力鉄筋コンクリート管の基床の厚さ、種類         ※図示　・

Text
 ・継手                    　　 ※接着剤　　・ゴム

Text
 ・硬質ポリ塩化ビニル管　　・基床の厚さ、種類　　　※図示　・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 備考

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ・地業の工法　      ・砂利地業の厚さ   ※　　　・図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 備考

Text
 （T荷重）

Text
 路床の構成及び仕上り

Text
 ・

Text
 ・高炉セメントB種（JIS R　　　）

Text
 ・生石灰特号（JIS R 9001）

Text
 ・生石灰1号（JIS R 9001）

Text
 ・消石灰1号（JIS R 9001）

Text
 施工

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 （工法　※図示　・　　　　　　　　　　）

Text
 試験

Text
 ・

Text
 ・現場CBR試験

Text
 路盤の厚さ及び仕上り

Text
 ・

Text
 ・路盤の厚さ　　※図示　　　・

Text
 ・路盤材料

Text
 再生クラッシャラン

Text
 試験

Text
 ・

Text
 ※路盤の最大乾燥密度（JISA1210基づく試験）による確認

Text
 [アスファルト舗装]

Text
 ・

Text
 舗装の構成及び仕上り

Text
 材料

Text
 ・

Text
 配合その他

Text
 ・

Text
 層

Text
 種類

Text
 試験

Text
 ・

Text
 ・

Text
 舗装の構成及び仕上り

Text
 ・舗装の構成

Text
 ※図示　

Text
 ・舗装の厚さ

Text
 ・その他（※図示　・　　）

Text
 ・歩行者用通路（※70㎜　・図示）

Text
 ※舗装の平　　性

Text
 材料

Text
 ・

Text
 施工

Text
 ・

Text
 ・目地の構造

Text
 ※「標仕」図22.5.1による　・図示

Text
 試験

Text
 ・

Text
 ※「標仕」22.5.6.（1）による

Text
 ・

Text
 舗装の構成及び仕上り

Text
 結合剤の種類

Text
 工法

Text
 材料

Text
 ・

Text
 試験

Text
 ・

Text
 ・車道部

Text
 ・歩道部

Text
 ・

Text
 ・

Text
 舗装の構成及び仕上り

Text
 ※舗装の平　　性

Text
 試験

Text
 ・

Text
 ・開粒度アスファルト混合物の抽出試験

Text
 ・

Text
 舗装の構成及び仕上り

Text
 （厚さ※50㎜　・図示）

Text
 ・コンクリート版

Text
 （厚さ※    ㎜　・図示）

Text
 材料

Text
 ・

Text
 ※仕上り面の平　　性　　平板、ブロック、縁石間の段差　※3　　　　・

Text
 ・コンクリート平板舗装

Text
 材料

Text
 ・

Text
 [その他]

Text
 [共通事項]

Text
 植栽地の確認等

Text
 ・

Text
 植栽基盤一般

Text
 ・

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 その他の舗装等

Text
 ・

Text
 ・半たわみ舗装

Text
 ・保水性舗装

Text
 ・構成、厚さ　　　　　※図示

Text
 ・アスファルト舗装系

Text
 ・ブロック系（・　　　　　　　）

Text
 ・構成、厚さ　　　　　※図示

Text
 [植樹]

Text
 材料

Text
 ・

Text
 新植の工法

Text
 ・

Text
 新植樹木の枯補償

Text
 ・

Text
 移植樹木の

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 芝張りの工法

Text
 ・

Text
 芝張り、吹付けは種

Text
 及び地被類の枯補償

Text
 ・枯補償

Text
 ※引渡し日より1年

Text
 対象期間

Text
 植栽基盤

Text
 ・

Text
 材料

Text
 ・

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・支柱の設置及び形式

Text
 ※図示

Text
 ・

Text
 ・かん水装置の設置

Text
 ※設ける（種類　※機械設備工事による・意匠図による）

Text
 ・

Text
 新稙樹木、芝及び

Text
 地被類の枯補償

Text
 ・

Text
 ・植樹の枯補償、芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償による

Text
 [その他]

Text
 その他

Text
 ・

Text
 ・設けない

Text
 郵便受け

Text
 ・

Text
 ・材種

Text
 ・形状

Text
 ・寸法

Text
 ・

Text
 ・　　

Text
 ・

Text
 LIXIL　SPB-0812LBEH同等品（照明、換気扇、サーモ水栓、耐水鏡付）

Text
 K

Text
 m

Text
 ※著しい不陸がない　・

Text
 70

Text
 ㎜以内

Text
 歩行者用通路

Text
 車路

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ※

Text
 ・土壌改良剤の種類

Text
 ※完熟パーク堆肥又は下水道汚泥コンポスト　・図示

Text
 工法

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 ・

Text
 2024ver.03

Text
 5211　

Text
 （個所数は監督職員の指示による）

Text
 ー

Text
 ※植栽地の排水性（透水性）及び土壌硬度の確認

Text
 ※客土または

Text
 　　　　　枯損処置

Text
 芽

Text
 ・支持方法　　　　　・図示　・

Text
 ・プラスチック

Text
 400

Text
 100

Text
 ・生垣支柱

Text
 ・ポルトランドセメント（JIS R 5210）　

Text
 ・消石灰特号（JIS R 9001）

Text
 ・

Text
 ・アスファルト混合物

Text
 ・

Text
 ・屋上緑化システム（土壌層の厚さ　※図示）

Text
 ・屋上緑化軽量システム

Text
 ※通行　支障となる水たまりが生じない程度　・

Text
 の

Text
 たん

Text
 等

Text
 たん

Text
 ※通行　支障となる水たまりが生じない程度　・

Text
 の

Text
 版

Text
 ※通行　支障となる水たまりが生じない程度　・

Text
 の

Text
 たん

Text
 たん

Text
 たん

Text
 ・L=1500

Text
 ・LIXIL　ミニキッチン同等品

Text
 ・シングルレバー混合栓

Text
 開口部額縁：100×25　硬質塩ビ製

Text
 ※図示

Text
 ※図示

Text
 ・置式スタンド：ヤマトプロテック　SGSECO3W1　同等品（8か所）

Text
 ・

Text
 消火器

Text
 ・ABC粉末消火器10型（9か所）

Text
 ・SUS　BOX：ヤマトプロテック　B-1　同等品（1か所）

Text
 ・

Text
 消火器ボックス

Text
 ・

Text
 洗面化粧台

Text
 ・LIXIL　FTVN-754/VP1W同等品（照明、鏡付、シングルレバー混合栓）

Text
 No.

Text
 DEPT.



uchida
テキストボックス
別紙（２）



霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事（新機械棟建設）

電
A1:1/

A3:1/一級建築士  大臣登録第 242990 号

安本 義雄

35

安
本

政
井 特記仕様書（1）

ー

ー

01

uchida
テキストボックス
別紙（３）



霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事（新機械棟建設）

電
A1:1/

A3:1/一級建築士  大臣登録第 242990 号

安本 義雄

35

安
本

政
井 特記仕様書（2）

ー

ー

02



項　　目

1 工事名称

2 工事場所

3 工事種目

工事概要

4 法的規制

5 構造設計条件

6 その他の設計条件

7 設計概要

8 施工地域 ※一般地域 ・寒冷地

9 別途工事

10 工事種目

工事種目

空気調和設備工事

　機器設備

排煙設備工事

自動制御設備工事

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

○

●

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

● ● ○ ● ● ○

屋　外

一般共通事項

項　　目 特　記　事　項

冷　水　管

冷 却 水 管

温　水　管

冷 温 水 管

高 温 水 管

蒸　気　管（往）

蒸　気　管（還）

膨　脹　管

油　　　管

給　水　管

排　水　管

冷　媒　管

建物名

用　途

材　料 SGP

（白）
SGP-VA

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

項　　目 特　記　事　項

一般共通事項  つづき 特記事項

材料一覧表 材料略号 規格番号 材料名

その他 ●ライニング鋼管用継手は、防食コア付とする。

給水管に使用する呼び径65以上の弁類は、樹脂ライニング製又は、SUS製とする。

加圧送水系統、消火系統の弁類は、JIS10Kとする。

屋外保温ラッキング材は、SUS鋼板製とする。

※機器鋼製架台で屋外設置のものは、溶融亜鉛めっきとし使用するボルトナット類は、SUS製とする。

地中埋設及びピット内配管の支持金物類は，SUS製とする。

天吊機器の吊りボルトは、二重ナット締めとする。

ベントキャップは、深型SUS製とし指定色塗装仕上げとする。ただし、海浜区については超深型とする。

●OAダクトの居室、ロ－カ等結露発生の恐れがある天井内は保温のこと。

空調換気扇の外壁～機器間OA・EAダクトは保温のこと。

機械室内RAダクトは保温のこと。

機械室,電気室内OAダクトは保温のこと。（寒冷地は必須）

軒下ピロティ部分の浴室、厨房排気ダクトは保温のこと。

エア－抜、水抜管の保温は主管より1ｍまで行うこと。

屋外露出ダクトは、SUS304製とする。

○排煙口は、電気式遠方開放とし、復帰は　　遠方　　現地　とする。

○フ－ド取付高さは　　2.0Ｈ　　　Ｈ　とする。

●配管最下端となる位置には、監督職員の指示により水抜き弁を設けること。（口径25φ）

●温度計取付位置（温度計は円形指示針　100φ）

●各冷凍機配管の入口、出口

○各空調機配管の入口、出口

（材料規格は共通仕様書による）　配管材料※

○ ○

○各空調機ダクトの出口

●圧力計取付位置（圧力計はブルドン管式　100φコック付きとする）

●各ポンプ吐出側

○各冷凍機配管の入口、出口

○各空調機配管の入口、出口

●瞬間流量計取付位置

●各吸収式冷温水機の出口

機械室内、空調機械室内、屋上階の配管、ダクトは防振ゴムを介して固定すること。

○冷却水配管の支持は全て防振ゴムを介して防振固定すること。

機械室内、屋上配管等には機器点検等が容易に出来るよう部分的にデッキ等を設けること。

●冷却水配管の屋外露出部分は保温（給水管と同仕様）を施すこと。

立管の支持は各階毎に防振ゴムを介して防振固定すること。

天吊りファン＃2以上は形鋼により堅固に支持すること。

●予備品

●空気調和機フィルター

○ファンコイルフィルター

●パッケージ形空気調和機フィルター

○フィルターボックス用フィルター

○コイルボックス用フィルター

●全熱交換器付換気扇用フィルター

●制気口用フィルター

100％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

室内許容、騒音値が明記された室や屋外敷地境界での消音計算は着手前に行い監督職員の承認を得ること。

法的に必要な表示プレートの文字は、監督職員と協議の上建築サイン工事と統一すること。

項　　目 特　記　事　項

特記事項のつづき

本特記仕様書の取扱いについては、項目欄は●印のついたものを適用する。

ただし●印のない場合は※印を適用する。

図面、特記仕様書及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項で本工事

に関連ある事項はすべて下記の工事指定仕様書及び法令基準規定を適用する。

注）本工事範囲に於いて施工する建築工事、空気調和設備工事、電気設備工事は各工事特記仕様書及び工事

　　指定仕様書に準ずる。

本工事施工にあたり、優先順位は下記とする。

1．現場説明に対する質問回答書　　2．現場説明書　　3．特記仕様書　　4．図面

5．共通仕様書又は標準仕様書

監督職員とは、発注者と締結された監理業務委託書に記載された監理業務を行う監理者（公益社団法人日本

建築家協会編建築設備工事共通仕様書の係員のこと）をいう。

本特記仕様書の

取扱い方

※

適用※

優先順位※

用語の定義※

※ 諸官庁手続

施工図の作成等※

工事上の制約

工事可能日時

※ 施工条件

完成図

機器仕様書

CADデータ

本工事に必要な工事用電力・水・ガス・油及び諸手続きなどの費用は、全て請負者の負担とする。

安全、衛生に関する管理は、請負者がその責任において関係法規に準拠して行う。

工事中の騒音、振動、閃光その他については、関係法規に従い適切な措置を取り、災害、公害が生じないよ

耐塩仕様

※ 工事記録

グ

完成図等 図書の種類

※原図提出

マイクロフィルム提出（35mmフィルム6コマ組フィッシュ形式）

アルバム製本　　　建築　　部　　設備　　部

※縮小アルバム製本　 建築　　部　　設備　　部

※縮小アルバム製本　 建築　　部　　設備　　部

アルバム製本　　　建築　　部　　設備　　部

○

○

提出様式

施工図 アルバム製本　　　建築　　部　　設備　　部○

※縮小アルバム製本　 建築　　部　　設備　　部

○

○不要

※ 工事用電力･水･その他

※ 安全対策

※ 災害、公害防止

○ 屋外に設置する機器 ○ ○重耐塩仕様

○ 電気保安技術者 適用工事

※建築特記仕様書による

○平日 （  ：   ～   ：   ）

○土 （  ：   ～   ：   ）

○日 （  ：   ～   ：   ）

○祝 （  ：   ～   ：   ）

※ 総合調整 総合調整の項目は次によるものとし、測定方法等にについては、監督係員に確認を行うこと。

風量調整● ●水量調整 ●室内外空気温湿度の測定

室内気流及びじんあいの測定● ●騒音の測定

一般ダクト ○ ○ ○ ○ ○

排煙ダクト ○ ○ ○ ○ ○

厨房ダクト ○ ○ ○ ○ ○

●コーナーボルト工法ダクトは、共板フランジ工法とする。

FDの差動温度は厨房排気用120℃、その他用72℃とする。

冷媒区画貫通部には防火区画貫通キットを使用する。

家具レイアウトに応じて在室者がドラフトを感じることの無いよう、器具選定・配置を決定すること。

VD・FD等のダンパー類・弁類・空調室内機・全熱交換器等、竣工後メンテを考慮し必要箇所に

●風量測定口の取付位置・個数は以下による。

取付位置

　　空調機廻り：給気、還気または外気取入ダクト　　　※外気処理パッケージを含む。

　　送風機廻り：吸込ダクト

取付個数

　　ダクト長辺寸法　　　300以下：1個　　301～700以下：2個　　701以上：3個 （単位はmm）

屋上機器は、意匠工事のRC基礎及びベース鉄骨架台に設置する。また、機器設置用の鉄骨架台は設備工事

インバーター機器は、高調波対策品とすること。

○

○

○

●

○

点検口（450□以上）を設置すること。

給湯設備、圧力タンク等は逃がし弁、圧力調整装置など必要な安全装置付きとする。

建築設備（昇降機を除く。）の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。

煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は

鉄製の支枠を設けたものを除き、90ｃｍ以下とすること。

屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上

主要な部分に、緊結すること。

煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート

造又は厚さが25ｃｍ以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とする

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に

建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の

管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可とう継手

管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他振動及び

法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するもの

対して安全上支障にない構造とすること。

損傷防止のための措置を講ずること。

を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

衝撃の緩和のための措置を講ずること。

にあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全

なものとすること。

設計条件※

設計温湿度

外　気

D･B

（℃）

R･H

（％）

室　　内

一般系統

夏　　季

冬　　季

D･B

（℃）

R･H

（％）

D･B

（℃）

R･H

（％）

D･B

（℃）

R･H

（％）

D･B

（℃）

R･H

（％）

D･B

（℃）

R･H

（％）

26

22

50

40

許容騒音値

許容振動値

空気清浄度

（P/ft ）
3

敷地境界での

騒音規制基準

朝（6:00～8:00） 昼（8:00～18:00） 夕（18:00～21:00） 夜（21:00～6:00）

50 55 50 45

34.3

-0.6 60.9

57.0

クラス10,000

室名

室名

室名

告示1376号により、防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法に遵守した施工を行うこと。

●

○

●

●

SGP-VA

SGP-PA

SGP（白）

SGP（黒）

SGP（Ｗ）

STPG

SUS

SUS-Sch

HTLP

CUP

JWWA K 116

JWWA K 132

JIS G  3452

JIS G 3452

JIS G 3442

JIS G 3454

JIS G 3448

JIS G 3459

JWWA K 140

JIS H 3300

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（一般配管用）

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（一般配管用）

配管用炭素鋼鋼管（白管）

配管用炭素鋼鋼管（黒管）

水配管用亜鉛めっき鋼管

圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370，白管Sch40）

一般配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

銅管（    M         L）○ ○

CU JIS H 3300 冷媒用被覆銅管（被覆:ｶﾞｽ管20mm，液管10mm）

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯

JIS G 4304

JIS G 4305

熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS K 6744 C種 ポリ塩化ビニル被覆金属板ダクト

STPG JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370，黒管Sch40）

VW

HIVP

HTVP

JIS K 6742

JIS K 6742

JIS K 6776

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管

VP

FDP

RF-VP

JIS K 6742

JIS K 9798

硬質ポリ塩化ビニル管

　排水・通気用耐火二層管（JIS K 6741（VP））

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

　排水・通気用耐火二層管（JIS K 9798（RF-VP））

○

○　ダクト設備

　配管設備

換気設備工事

　機器設備

　ダクト設備

　機器設備

　ダクト設備

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和　　　年度版）

公益社団法人日本建築家協会監修　建築設備工事共通仕様書（　　　　　年度版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部・環境課監修　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

   4

工事施工及び建物の使用開始（含む仮使用）に必要な書類図面の作成、及びその関係官庁への手続申請は、

受注者の負担により遅滞なく行うこと。手続き完了後、原簿及び許可書を提出のこと。

竣工引渡しまでの施工設備の保安業務及び諸費用は本工事に含む。

本設計図書は工事の大要を示すものであり、着工前に施工図、総合図を作成のうえ、監督職員の確認をうけ

ること。なお本設計図及び仕様書及び内訳書に詳細の明示なくとも理論上、施工技術上当然施工すべきであ

ると認められるものにあっては監督職員の指示どおり実施するものとする。この際原則として工事費の増減

総合図は請負者が建築、設備その他関連する他業者と総合調整を行い、各工事に含まれる部品、器具の類を

同一平面図、展開図、天井伏図に網羅記入したものとする。

工事途上のカラ－写真撮影、漏洩検査記録、試験測定記録等はアルバム、ファイル等に製本する。写真撮影

個所は下記による。

※コンクリ－ト埋設管 ※地中埋設管 ※後日点検不可能な個所

※各種配管の漏洩検査 ※その他監督員の指示する個所 ○

グリーン購入法適合品証明を監督職員に提出する。（　　:グリーン購入法適合品）※ グリーン購入法適合品の

※ 使用材料、機器等 受注者が納入し工事に使用する材料、機器等は下記による。

工場立会検査または公的機関の認定をうけ検査に合格した新品。

一般社団法人公共建築協会設備機材等評価名簿（平成　　　年度版）より選定し監督職員の承諾をうけた

※塗料接着材料等のホルムアルデヒド放出量は、F☆☆☆☆とする。

○ グリーン購入法適合品●

○

BL認定品○

主要機器については製作工場に於いて監督職員立会のもとに検査を行う。● 工場立会検査

○ 技能士 適用工事

各工事種目に於いてその機能を完全に発揮するよう監督職員の指示に従い十分な試験調整を行い必要な資料

工事竣工検査時に下記資料を提出する。（提出部数は　　部とする。）

試験調整記録、工事記録、電気回路、絶縁試験表、連動制御作動試験表、工事試験成績表、その他監督

職員の指示した資料

※ 試験調整

※ 施工検査時提出書類等

工事竣工時に下記資料を提出する。（提出部数は　　部とする。）※ 施工提出書類等

機器仕様書、取扱説明書、完成図（様式は別途指示）、各種検査書類、その他監督職員の指示した資料

 3

防火区画貫通部の措置は下記とする。

　保温不要な配管、ダクト　：　モルタル詰めとする。　（建基法令第112条第15項による）

　保温必要な配管、ダクト　：　ロックウ－ル充填とする。　（建基法令第112条第15項による）

　冷媒配管（開口寸法104φ以下及び銅管2本までとする）　 ：  国土交通省大臣の評定済工法とする。　

※

※

※

※

※

※

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

規模

仕様、仕上の程度　　　建物

部位

床

内壁・天井

・休憩室

冷暖房設備

下記の設備等を設置する他、光熱水料、通信費、接続費、手続き料共請負者の負担とする。

専用電話

○

パソコン関連

パソコン

監督職員詰所 ○敷地内 ○敷地外）※

○10㎡程度 ○20㎡程度 ○35㎡程度 ○65㎡程度 ○100㎡程度　　

※プレファブ、断熱仕様 ○

仕上

※ビニル床シート

※石膏ボードの上クロス張

畳敷き

○

○

※設ける ○設けない

○ 専用FAX○ デジタルカメラ○ ミニキッチン○ 専用便所○

机、椅子、文房具等什器備品（詳細は監督職員の指示による）

○ 台数　　台　　各パソコンのネットワーク接続含む

（下記ソフトの利用に支障のないもので、機種、OSは監督職員の指示による）

ソフトウエア○ ※ワープロソフト ※表計算ソフト ○CADソフト

（ソフトの種類、バージョンは監督職員の指示による）

プリンタ○ ※A4トレイ装備 ○A3トレイ装備 ○A1対応

※モノクロ ○カラー

インターネット回線○ 監督職員専用とし、プロバイダー手続きは請負者が行うブロードバンド回線を

基本とし、接続については監督職員と事前に協議を行う

大容量データ記憶○

記録装置

※ハードディスク ○DVDドライブ ○CDドライブ

○

○設けない設ける（

※ 耐震対策

機器，配管，ダクト等は耐震を考慮し堅固に据え付け，取付け又は支持を行う。耐震措置の計算及び施工

方法は、次に揚げる事項以外すべて建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策 総合研究所・

独立法人建築研究所監修　　　　　年版）による。  2014  

1階及び地下階 1.0 （1.0） 0.6 （1.0） 0.4 （0.6）0.6 （1.0）

中間階 1.5 （1.5） 1.0 （1.5）

上層階、屋上及び塔屋 2.0 （2.0） 1.5 （2.0）

重要機器 一般機器

設置場所 特定の施設 一般の施設 

0.6 （1.0）1.0 （1.5）

1.0 （1.5）1.5 （2.0）

重要機器 一般機器

局部震度法による建築設備機器（水槽類を除く）の設計用標準水平震度（Ks） 

注（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。 

地域係数は　※1.0　　　0.9　　　0.8　　　0.7　とする。

重要機器類は機器表による。

○

○甲類 ○乙類 （官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説平成８年度版建設大臣官房官庁営繕部監修）

○○○

局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度（Ks） 

重要水槽 一般水槽

設置場所 特定の施設 一般の施設 

重要水槽 一般水槽

2.0 1.5 1.01.5

1階及び地下階

中間階

上層階、屋上及び塔屋

1.5 1.0 0.61.0

1.5 1.0 0.61.0

本表は建築物の構造体が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のものに適用する。 

上層階の定義は、次のとおりとする。 

　2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は

中間階の定義は、次のとおりとする。 

　地下階、1階を除く各階で上層階に該当しないものを中間階とする。

設置場所の区分は機器を支持している床部分に従って適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用

し、天井面より支持（上階床より支持）される機器は支持部材取付床の階（当該階の上階）を適用する。

水槽類にはオイルタンク等を含む。

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

○多湿箇所や薬剤を使用する室等で、配管材・保温材・吊金具その他これらに付属するものが腐食する恐れ

天井もしくは天井内に取付ける機器および配管は、有効な振れ止め処置を行うこと。

のある室とその室の隠ぺい部は、腐食の恐れのない材料を用い施工を行うこと。

施工図により、使用機器承認前に揚程、静圧及び騒音値の計算書を作成し、監督員の承諾を得ること。

※

※

※

※

※

　上層4階。

を作成する。

確認

うにする。

（令和　　　年度版）   4

（令和　　　年度版）   4

は行わない。

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

もの。

○ ○

とする。

こと。※要（電子納品要領による）

本工事の施設は（　　　　　　　　　　　　　　　）とする。※一般の施設　　　特定の施設

特　記　事　項

霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事（新機械棟建設）

茨城県つくば市八幡台1-1

・新築（改築含む） ○増築 ・改修

区域

用途地域

※都市計画区域

※市街化区域 ・市街化調整区域

・準都市計画区域 ・その他

・第一種低層住居専用

・第二種中高層住居専用

・近隣商業 ・商業

・第二種低層住居専用

・第一種住居

・準工業 ・工業

・ 第一種中高層住居専用

○第二種住居

・工業専用

・準住居

・指定なし

防火地域等 ・防火 ・準防火 ○22条区域 ・路線防火 ・指定なし

特別用途地区 ・指定あり ○指定なし

高度地区 ・第　種高度 ○指定なし

その他地区 ・風致 ・駐車場整備・美観 ・宅造規制 ・土地区画整理

・臨港 ・市街地再開発事業

日影規制 5ｍライン （ 5時間）      10ｍライン（ 3時間）　　測定面レベル（ 4ｍ）

・指定あり（　　ｍ） ○指定なし壁面線

主要部分の

積載荷重

場所

一般

特定室（　　　）

床用積載荷重（N/㎡）

風圧力 基準風速（  34ｍ/sec）再現期間（

地表面粗度区分

風洞実験の有無

・50年 ※100年 ・200年 ・500年）

・Ⅰ ・Ⅱ ○Ⅲ ・Ⅳ

・有 ○無

積雪荷重 垂直積雪量

積雪荷重（水平面）

多雪区域指定の有無

m

N/㎡ 積雪の単位荷重（1㎝毎） N/㎡

・有 ※無

最大降雨量 ㎜/ｈ ㎜/10miｎ

容積率

建ペイ率

敷地面積

基準容積率

基準建ペイ率

％

％

㎡

許容容積率

許容建ペイ率

都市計画道路 ・有 ○無

％

％

0.3

900 30

3172

200

60

91,599.21

200

60

建築面積

延べ面積 　　（　　　　） 　　（　　　　） 　　（　　　　）

建ペイ率

容積率 ％

％17.00

27.83

単位：㎡　　（　）内は容積対象面積を示す

棟　　数 棟

用　　途

防火対象物（消防法）

構　　造

階数（階）

軒　　高（ｍ）

最高高さ（ｍ）

建築面積（㎡）

延床面積（㎡）

919.45 14653.29 15572.74

合計             （㎡）今回工事面積 （㎡）既存部分面積 （㎡）

○研究教育施設第九地区 ○敷地制限条例区域

919.45 24571.74 25491.19919.45 24571.74 25491.19

1

新機械棟

研究所

RC

1

6.0

5.3

919.45

919.45

919.45

15項

容積対象面積（㎡）

・

新機械棟
幹線通路 機械棟

（既設） （既設）

第６棟

（既設）

第８棟

（既設）

●

※建築特記による

本改修工事の既存施設は日常業務を行っており、工事を段階的に進める為、工事工程仮設計画等は施設側

と事前に検討、打合せを行なうこと。

工事に当たっては騒音、防じん、振動等の対策を施すと共に周囲への安全対策を充分考慮した施工計画を

行なうこと。

特に、はつり工事は極力騒音発生の少ない工法を採用し作業順序、時間等工事工程表を作成し監督職員と

充分協議しその指示に従うこと。

工事に伴う産業廃棄物（保温材等）の処分は、事前に文章にて監督職員に報告し許可を得ること。

当工事の設計に当たり、現況の調査確認は目視にて行っており、壁内や天井内等の隠ペい部については

調査できていない。従って、撤去工事に当たっては、事前に現場調査を行うこと。

調査の結果、設計図書とのくい違いが生じた時は工事着手前に監督職員に報告し協議の上、監督職員の指

示に従い原則として工事施工者にて処理すること。

工事中に改修範囲以外の部分を撤去及び破損した場合は、施工者にて現状復旧すること。

尚、内容等を監督職員に報告し指示に従うこと。又、既設部分で汚染、損傷の恐れがある部分は適切なる

方法で養生を行うこと。

他工事との取合いについては、施工者にて互いに協議、確認後、撤去、改修工事に着手すること。

既設コンクリート部分のはつり、貫通はダイヤモンドカッターを使用のこと。

既設部分へのアンカー打設、はつり、穴明けに際しては、現場調整を十分に行い、必要に応じてＸ線撮影

により、電気配管の切断による事故を防止すること。

産業廃棄物の処理は担当官庁と十分調整を行い、不法投棄、有害物質等による汚染のないようにすること。

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

原則として後施工アンカーとし、既存インサートを再利用する場合は引張り試験を行い、引張強度を※

確認の上、監督員の許可を得ること。

SGP

（黒）
VP CU

霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事（新機械棟建設）

機
A1:1/

A3:1/

60

一級建築士  大臣登録第 242990 号

安本 義雄安
本

山
本 特記仕様書（空気調和設備）

01

-

-

uchida
テキストボックス
別紙（４）



○本工事の施設は（　　　　　　　　　　　　　　　）とする。※一般の施設　　　特定の施設

項　　目 特　記　事　項

工事名称 霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事（新機械棟建設）

工事場所

工事種目

茨城県つくば市八幡台1-1

・新築（改築含む） ○増築 ・改修

工事概要

法的規制 区域

用途地域

※都市計画区域

※市街化区域 ・市街化調整区域

・準都市計画区域 ・その他

・第一種低層住居専用

・第二種中高層住居専用

・近隣商業 ・商業

・第二種低層住居専用

・第一種住居

・準工業 ・工業

・ 第一種中高層住居専用

○第二種住居

・工業専用

・準住居

・指定なし

防火地域等 ・防火 ・準防火 ○22条区域 ・路線防火 ・指定なし

特別用途地区 ・指定あり ○指定なし

高度地区 ・第　種高度 ○指定なし

その他地区 ・風致 ・駐車場整備・美観 ・宅造規制 ・土地区画整理

・臨港 ・市街地再開発事業

日影規制 5ｍライン （ 5時間）      10ｍライン（ 3時間）　　測定面レベル（ 4ｍ）

・指定あり（　　ｍ） ○指定なし壁面線

構造設計条件

主要部分の

積載荷重

場所

一般

特定室（　　　）

床用積載荷重（N/㎡）

風圧力 基準風速（  34ｍ/sec）再現期間（

地表面粗度区分

風洞実験の有無

・50年 ※100年 ・200年 ・500年）

・Ⅰ ・Ⅱ ○Ⅲ ・Ⅳ

・有 ○無

積雪荷重 垂直積雪量

積雪荷重（水平面）

多雪区域指定の有無

m

N/㎡ 積雪の単位荷重（1㎝毎） N/㎡

・有 ※無

その他の設計条件 最大降雨量 ㎜/ｈ ㎜/10miｎ

設計概要 容積率

建ペイ率

敷地面積

基準容積率

基準建ペイ率

％

％

㎡

許容容積率

許容建ペイ率

都市計画道路 ・有 ○無

％

％

0.3

900 30

3172

200

60

91,599.21

200

60

建築面積

延べ面積 　　（　　　　） 　　（　　　　） 　　（　　　　）

建ペイ率

容積率 ％

％17.00

27.83

単位：㎡　　（　）内は容積対象面積を示す

棟　　数 棟

用　　途

防火対象物（消防法）

構　　造

階数（階）

軒　　高（ｍ）

最高高さ（ｍ）

建築面積（㎡）

延床面積（㎡）

施工地域 ※一般地域 ・寒冷地

別途工事 ・

工事種目

工事種目
新機械棟

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

○

●

○

○

○

○

●

●

○

○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

屋　外

一般共通事項

本特記仕様書の取扱いについては、項目欄は●印のついたものを適用する。

ただし●印のない場合は※印を適用する。

図面、特記仕様書及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていな

い事項で本工事に関連ある事項はすべて下記の工事指定仕様書及び法令基準規定を適用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和　　　年度版）

公益社団法人日本建築家協会監修　建築設備工事共通仕様書（　　　　　年度版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部・環境課監修　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

注）本工事範囲に於いて施工する建築工事、空気調和設備工事、電気設備工事は各工事特記仕様書及び工事

　　指定仕様書に準ずる。

本特記仕様書の

取扱い方

適用

●

○

●

○

優先順位

用語の定義

項　　目 特　記　事　項

工事上の制約

工事可能日時

（材料規格は共通仕様書による）　

給水引込管（屋外）

　　〃　　（屋内）

揚　水　管

給　水　管（屋外）

　　〃　　（屋内）

汚　水　管　横引

（屋　内）　立管

雑 排 水 管　横引

（屋　内）　立管

屋外排水管

通　気　管　横引

　　〃　　　立管

消　火　管（屋内）

　　〃（地中埋管）

給　湯　管

器具接続部（排水管）

ガ　ス　管

諸官庁手続

※ 施工条件

配管材料※

建物名

用　途

材　料 SGP

（白）
SGP-PA

ガス会社指定材料

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

項　　目 特　記　事　項

一般共通事項  つづき

特記事項

材料一覧表※ 材料略号 規格番号 材料名

その他※ ●ライニング鋼管用継手は、防食コア付とする。

※給水管に使用する呼び径65以上の弁類は、樹脂ライニング製又は、SUS製とする。

※加圧送水系統、消火系統の弁類は、JIS10Kとする。

屋外保温ラッキング材は、SUS鋼板製とする。

機器鋼製架台で屋外設置のものは、溶融亜鉛めっきとし使用するボルトナット類は、SUS製とする。

地中埋設及びピット内配管の支持金物類は，SUS製とする。

天吊機器の吊りボルトは、二重ナット締めとする。

防火区画貫通部の措置は下記とする。

　保温不要な配管、ダクト　：　モルタル詰めとする。　（建基法令第112条第15項による）

　保温必要な配管、ダクト　：　ロックウ－ル充填とする。　（建基法令第112条第15項による）

　 冷媒配管（開口寸法104φ以下及び銅管2本までとする）　 ：  国土交通省大臣の評定済工法とする。　

●消火ポンプユニットの呼水槽及びフ－ト弁は、SUS製とする。

●着脱式水中ポンプのガイドパイプ及び鎖は、SUS製とする。

○和風大便器の防火区画貫通部は耐火カバーを使用のこと。

※機械室、屋上の床上配管等には、機器点検等が容易に出来るように部分的にデッキ等を設けること。

●屋外露出の消火配管は保温を施すこと。

外壁の壁内に給水、給湯、排水管等の配管は施工しないこと。

屋外埋設配管工事で土砂埋戻し後、十分に転圧を行うこと。

●主要機器、配管からの振動、騒音が居住部に影響を来たさないよう十分対策を行う。

○居室（個室）のPS、天井内を通過する排水管は遮音シート巻を行う。

地中からのく体貫通部は、湧水進入防止対策を施すこと。

要所において、配管・ダクト等には、流体名・行先・方向等の表示を行う。

全てのバルブに開閉札を取付ける。

主要機器には、名称、機器番号を表示する。

埋設配管用表示テープ、地中埋設標を設置する。

●便器の側面・床面にはシーリングを施すこと。

●

法的に必要な表示プレートの文字は、監督職員と協議の上建築サイン工事と統一すること。

919.45 14653.29 15572.74

本設計図書は工事の大要を示すものであり、着工前に施工図、総合図を作成のうえ、監督職員の確認をうけ

ること。

られるものにあっては監督職員の指示どおり実施するものとする。この際原則として工事費の増減は行わな

施工図の作成等※

※ 使用材料、機器等

い。総合図は請負者が建築、設備その他関連する他業者と総合調整を行い、各工事に含まれる部品、器具の

類を同一平面図、展開図、天井伏図に網羅記入したものとする。

受注者が納入し工事に使用する材料、機器等は下記による。

工場立会検査または公的機関の認定をうけ検査に合格した新品。

一般社団法人公共建築協会設備機材等評価名簿（令和　　　年度版）より選定し監督職員の承諾をうけた

※塗料接着材料等のホルムアルデヒド放出量は、F☆☆☆☆とする。

主要機器については製作工場に於いて監督職員立会のもとに検査を行う。

各工事種目に於いてその機能を完全に発揮するよう監督職員の指示に従い十分な試験調整を行い必要な資料

工事途上のカラ－写真撮影、漏洩検査記録、試験測定記録等はアルバム、ファイル等に製本する。写真撮影

個所は下記による。

※

グリーン購入法適合品証明を監督職員に提出する。（　　:グリーン購入法適合品）

工事竣工検査時に下記資料を提出する。（提出部数は　　部とする。）

試験調整記録、工事記録、電気回路、絶縁試験表、連動制御作動試験表、工事試験成績表、その他監督職

員の指示した資料

工事竣工時に下記資料を提出する。（提出部数は　　部とする。）

完成図

機器仕様書

CADデータ

本工事に必要な工事用電力・水・ガス・油及び諸手続きなどの費用は、全て請負者の負担とする。

安全、衛生に関する管理は、請負者がその責任において関係法規に準拠して行う。

工事中の騒音、振動、閃光その他については、関係法規に従い適切な措置を取り、災害、公害が生じないよ

うにする。

耐塩仕様

規模

仕様、仕上の程度　　　建物

部位

床

内壁・天井

・休憩室

冷暖房設備

下記の設備等を設置する他、光熱水料、通信費、接続費、手続き料共請負者の負担とする。

専用電話

○

パソコン関連

パソコン

● ｸﾞﾘｰﾝ購入法適合品●

●

BL認定品○

● 工場立会検査

※ 試験調整

※ 工事記録

コンクリ－ト埋設管 ※地中埋設管 ※後日点検不可能な個所

※各種配管の漏洩検査 ※その他監督員の指示する個所 ○

※ グリーン購入法適合品の

※ 施工検査時提出書類等

※ 施工提出書類等

機器仕様書、取扱説明書、完成図（様式は別途指示）、各種検査書類、その他監督職員の指示した資料

※ 完成図等 図書の種類

※原図提出

マイクロフィルム提出（35mmフィルム6コマ組フィッシュ形式）

アルバム製本　　　建築　　部　　設備　　部

※縮小アルバム製本　 建築　　部　　設備　　部

※縮小アルバム製本　 建築　　部　　設備　　部

アルバム製本　　　建築　　部　　設備　　部

○

○

提出様式

施工図 アルバム製本　　　建築　　部　　設備　　部○

※縮小アルバム製本　 建築　　部　　設備　　部

○

要（電子納品要領による） ○不要

※ 工事用電力･水･その他

※ 安全対策

※ 災害、公害防止

※ 耐震対策

○ 屋外に設置する機器 ○ ○重耐塩仕様

● 監督職員詰所 ○敷地内 ○敷地外）※

○10㎡程度 ○20㎡程度 ○35㎡程度 ○65㎡程度 ○100㎡程度　　

※プレファブ、断熱仕様 ○

仕上

※ビニル床シート

※石膏ボードの上クロス張

畳敷き

○

○

※設ける ○設けない

○ 専用FAX○ デジタルカメラ○ ミニキッチン○ 専用便所○

机、椅子、文房具等什器備品（詳細は監督職員の指示による）

○ 台数　　台　　各パソコンのネットワーク接続含む

（下記ソフトの利用に支障のないもので、機種、OSは監督職員の指示による）

ソフトウエア○ ※ワープロソフト ※表計算ソフト ○CADソフト

（ソフトの種類、バージョンは監督職員の指示による）

プリンタ○ ※A4トレイ装備 ○A3トレイ装備 ○A1対応

※モノクロ ○カラー

インターネット回線○ 監督職員専用とし、プロバイダー手続きは請負者が行うブロードバンド回線を

基本とし、接続については監督職員と事前に協議を行う

大容量データ記憶○

記録装置

※ハードディスク ○DVDドライブ ○CDドライブ

○ 電気保安技術者 適用工事

○ 技能士

※建築特記仕様書による

○平日

○土

（  ：   ～   ：   ）

○日

（  ：   ～   ：   ）

○祝

（  ：   ～   ：   ）

※ 総合調整 総合調整の項目は次によるものとし、測定方法等にについては、監督係員に確認を行うこと。

水量調整● ●騒音の測定

○

飲料水の水質測定（水道法施行規則第10条による水質検査）

項　　目 特　記　事　項

特記事項 つづき

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※ 引渡品 完成検査に合格したときは、書類を添えて引渡しを行なう。なお、工事完成後引渡しまで、受注者において

引渡し物品一式を、監督員の指示により所定の場所に整理し、調書を添えて施設管理者に引渡す。なお、個

管理上の責任を持つ。

別計量器がある場合は最終読取り値を一覧表にして、監督員に提出すること。

項　　目 特　記　事　項

一般共通事項  つづき

（注）監督員の指示に従い下記の物品を揃えること。

1組

1本

1本

2本

2組

1本

1式

1式

2缶

1式

各種3個

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

ラバーカップ（大1本・中1本）

屋外消火栓キー

制水弁のキー

止水弁のキー

マンホール開口用フッカー

掃除口ハンドル

ポンプ整備工具及び工具箱（すべてJIS製品とする。）

オイル使用の場合オイル1L・工具スパナ3本

ドライバー ＋  － 各1本・モンキー1本

ハンマー1本・油差1個・プライヤー1本

アンギラー1本

機器付属工具及び予備品

滅菌液20kg入（5％溶液）

残留塩素測定器（比色法、電流法、吸光光度法のいずれか）

鍵（各種）

●

●

○

○

蒸気還管・蒸気用バルブ・温水バルブ・給湯バルブには保温を施すこと。

配管最下端になる位置には、監督員の指示により水抜きバルブを設けること。

屋上機器は、意匠工事のRC基礎及びベース鉄骨架台に設置する。また、機器設置用の鉄骨架台に設置する。

衛生器具への接続部分の配管は、架橋ポリエチレン管を使用しても良い。

衛生器具への給水管・給湯管には止水栓を設置する。

給湯用仕切弁はSUS製とする。

給水管の直圧部分の管材は、水道事業者認定品とする。

給水は、水道法第16条による。

下水は、下水道法第10条第1項及び第3項並びに第30条の1項による。

給湯設備、圧力タンク等は逃がし弁、圧力調整装置など必要な安全装置付きとする。

水槽、流し、浴槽等のあふれ面と給水栓とは吐水空間を設け給水の逆流防止をする。

また、機器設置用の鉄骨架台は設備工事とする。

給水管には凍結防止、ウォーターハンマ防止策を必要な場合は講じる。

図面の排水管径は排水負荷単位法により算出した。なお、排水配管の傾斜は有効な数値を確保するものと

建築設備（昇降機を除く。）の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれがないものとすること。

煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の場合は

鉄製の支枠を設けたものを除き、90ｃｍ以下とすること。

屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の構造耐力上

主要な部分に、緊結すること。

煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5ｃｍ以上とした鉄筋コンクリート

造又は厚さが25ｃｍ以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とする

○

○

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に

建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等有効な管の損

管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は可とう継手

管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他振動及び

法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するもの

対して安全上支障にない構造とすること。

傷防止のための措置を講ずること。

を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

衝撃の緩和のための措置を講ずること。

にあっては、告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全なもの

告示第1597号により、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法に遵守した

準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径は、告示1422号によるものとする。

●給湯器の据付は告示第1447号に適合させること。

施工を行うこと。

インバーター機器は、高調波対策品とすること。

本工事施工にあたり、優先順位は下記とする。

監督職員とは、発注者と締結された監理業務委託書に記載された監理業務を行う監理者（公益社団法人日本

建築家協会編建築設備工事共通仕様書の係員のこと）をいう。

工事施工及び建物の使用開始（含む仮使用）に必要な書類図面の作成、及びその関係官庁への手続申請は、

受注者の負担により遅滞なく行うこと。手続き完了後、原簿及び許可書を提出のこと。

竣工引渡しまでの施工設備の保安業務及び諸費用は本工事に含む。

鍵箱（スチール製、　　本吊程度） 1個

SGP-VA

SGP-VD

SGP-PA

SGP-PD

SGP（白）

SGP（W）

SGP-VS

STPG

SUS

SUS-Sch

DCIP

DVLP

HTLP

CUP

VP

VW

HIVP

HTVP

FDP

PP

LP

HP

RF-VP

JWWA K 116

JWWA K 116

JWWA K 132

JWWA K 132

JIS G 3452

JIS G 3442

WSP 041

JIS G 3454

JIS G 3448

JIS G 3459

JIS G 5526

WSP 042

JWWA K 140

JIS H 3300

JIS K 6742

JIS K 6742

JIS K 6742

JIS K 6776

JIS K 6762

SHASE-S203

JIS A 5372

JIS K 9798

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（一般配管用）

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（地中配管用）

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（一般配管用）

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（地中配管用）

配管用炭素鋼鋼管（白ガス管）

水配管用亜鉛めっき鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（地中配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG370，Sch）

一般配管用ステンレス鋼鋼管

配管用ステンレス鋼鋼管

ダクタイル鋳鉄管（　　K形　　SⅡ形　　NS形）

排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管

外面被覆銅管（　　M　　L）

硬質ポリ塩化ビニル管

水道用硬質ポリ塩化ビニル管

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管

　排水・通気用耐火二層管（JIS K 6741（VP））

水道用ポリエチレン二層管

排水・通気用鉛管

ヒュ－ム管（外圧管　1種　B形）

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

○ ○

○ ○ ○

　排水・通気用耐火二層管（JIS K 9798（RF-VP））

JWWA K 144 水道配水用ポリエチレン管

○

○

衛生器具設備工事

給水設備工事

排水設備工事

給湯設備工事

消火設備工事

　屋内消火栓設備

　屋外消火栓設備

　スプリンクラー設備

　連結送水管設備

ガス設備工事

厨房機器設備工事

医療ガス設備工事

特殊排水設備工事

ろ過設備工事

自動灌水設備工事

井戸設備工事

医療用水設備工事

　連結散水設備

　不活性ガス消火設備

　泡消火設備

　都市ガス設備

　液化石油ガス設備

○

○

○

○

○

○

○

○

●

数量品　　　　　　　名

●多湿箇所や薬剤を使用する室等で、配管材・保温材・吊金具その他これらに付属するものが腐食する恐れ

天井もしくは天井内に取付ける機器および配管は、有効な振れ止め処置を行うこと。

のある室とその室の隠ぺい部は、腐食の恐れのない材料を用い施工を行うこと。

（  ：   ～   ：   ）

施工図により、使用機器承認前に揚程、静圧及び騒音値の計算書を作成し、監督員の承諾を得ること。

適用工事

機器，配管，ダクト等は耐震を考慮し堅固に据え付け，取付け又は支持を行う。耐震措置の計算及び施工方

法は、 次に揚げる事項以外すべて建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策 総合研究所・独

立法人建築研究所監修　　　　　年版）による。

1階及び地下階 1.0 （1.0） 0.6 （1.0） 0.4 （0.6）0.6 （1.0）

中間階 1.5 （1.5） 1.0 （1.5）

上層階、屋上及び塔屋 2.0 （2.0） 1.5 （2.0）

重要機器 一般機器

設置場所 特定の施設 一般の施設 

0.6 （1.0）1.0 （1.5）

1.0 （1.5）1.5 （2.0）

重要機器 一般機器

局部震度法による建築設備機器（水槽類を除く）の設計用標準水平震度（Ks） 

○設けない設ける（

注（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。 

地域係数は　※1.0　　　0.9　　　0.8　　　0.7　とする。

重要機器類は機器表による。

○甲類 ○乙類 （官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説平成８年度版建設大臣官房官庁営繕部監修）

○○○

局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度（Ks） 

重要水槽 一般水槽

設置場所 特定の施設 一般の施設 

重要水槽 一般水槽

2.0 1.5 1.01.5

1階及び地下階

中間階

上層階、屋上及び塔屋

1.5 1.0 0.61.0

1.5 1.0 0.61.0

本表は建築物の構造体が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造のものに適用する。 

上層階の定義は、次のとおりとする。 

　2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は

中間階の定義は、次のとおりとする。 

　地下階、1階を除く各階で上層階に該当しないものを中間階とする。

設置場所の区分は機器を支持している床部分に従って適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用

し、天井面より支持（上階床より支持）される機器は支持部材取付床の階（当該階の上階）を適用する。

水槽類にはオイルタンク等を含む。

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

●

※

※

※

※

※

●ガス設備はガス事業法に遵守した施工を行うこと。

※

※

※

合計             （㎡）今回工事面積 （㎡）既存部分面積 （㎡）

監督職員詰所  つづき

　上層4階。

を作成する。

確認

（令和　　　年度版）   4

（令和　　　年度版）   4

1．現場説明に対する質問回答書　　2．現場説明書　　3．特記仕様書　　4．図面

5．共通仕様書又は標準仕様書

   4

グ

なお本設計図及び仕様書及び内訳書に詳細の明示なくとも理論上、施工技術上当然施工すべきであると認め

   6

もの。

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

  2014  

 30 

する。

こと。

とすること。

※

○研究教育施設第九地区 ○敷地制限条例区域

919.45 24571.74 25491.19919.45 24571.74 25491.19

1

新機械棟

研究所

RC

1

6.0

5.3

919.45

919.45

919.45

15項

容積対象面積（㎡）

幹線通路 機械棟

（既設） （既設）

※建築特記による

PP SGP-VA VP RF-VP SGP-VS HTVP

※

※

※SGP-VAは井水系統とする。 本改修工事の既存施設は日常業務を行っており、工事を段階的に進める為、工事工程仮設計画等は施設側

と事前に検討、打合せを行なうこと。

工事に当たっては騒音、防じん、振動等の対策を施すと共に周囲への安全対策を充分考慮した施工計画を

行なうこと。

特に、はつり工事は極力騒音発生の少ない工法を採用し作業順序、時間等工事工程表を作成し監督職員と

充分協議しその指示に従うこと。

工事に伴う産業廃棄物（保温材等）の処分は、事前に文章にて監督職員に報告し許可を得ること。

当工事の設計に当たり、現況の調査確認は目視にて行っており、壁内や天井内等の隠ペい部については

調査できていない。従って、撤去工事に当たっては、事前に現場調査を行うこと。

調査の結果、設計図書とのくい違いが生じた時は工事着手前に監督職員に報告し協議の上、監督職員の指

示に従い原則として工事施工者にて処理すること。

工事中に改修範囲以外の部分を撤去及び破損した場合は、施工者にて現状復旧すること。

尚、内容等を監督職員に報告し指示に従うこと。又、既設部分で汚染、損傷の恐れがある部分は適切なる

方法で養生を行うこと。

他工事との取合いについては、施工者にて互いに協議、確認後、撤去、改修工事に着手すること。

既設コンクリート部分のはつり、貫通はダイヤモンドカッターを使用のこと。

既設部分へのアンカー打設、はつり、穴明けに際しては、現場調整を十分に行い、必要に応じてＸ線撮影

により、電気配管の切断による事故を防止すること。

産業廃棄物の処理は担当官庁と十分調整を行い、不法投棄、有害物質等による汚染のないようにすること。

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

原則として後施工アンカーとし、既存インサートを再利用する場合は引張り試験を行い、引張強度を※

確認の上、監督員の許可を得ること。

霊長類医科学研究センター機械棟更新その他工事（新機械棟建設）

機
A1:1/

A3:1/
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収入印紙 

 

 

貼  付 

工 事 請 負 契 約 書 

 

 

一 工 事 名   霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

 

二 工事場所   茨城県つくば市八幡台１－１ 

         国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  

         霊長類医科学研究センター 

 

三 工 期   自  契約締結日 

         至  令和９年３月３１日 

 

四 請負代金額  金          円 

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       円） 

 

五 契約保証金  請負代金の１０分の１ 

 

 

 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。 

 本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保

有する。 

 

 

令和８年  月  日 

 

 

  発 注 者  住 所 大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目６番８号 

         氏 名 契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長  中 村  祐 輔    印 

 

 

 

  受 注 者  住 所  

         氏 名  

                              印        



  

 （総則） 

第一条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図

書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とす

る工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に

引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方

法等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、

受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけ

ればならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別

の定めがある場合を除き、計量法（平成四年法律第五十一号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治二十九年法律第

八十九号）及び商法（明治三十二年法律第四十八号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判

所とする。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくす

べての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行った

ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為に

ついて当該代表者を通じて行わなければならない。 

 

 （関連工事の調整） 

第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の

工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整

を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者

の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

 

 （請負代金内訳書及び工程表） 

第三条 受注者は、この契約締結後十営業日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書

（以下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 

 （契約の保証） 

第四条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな

ければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち

にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 



 一 契約保証金の納付。 

 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。 

 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注

者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関す

る法律（昭和二十七年法律第百八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社

をいう。以下同じ。）の保証。 

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。 

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締

結。 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第四項において「保証の

額」という。）は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。 

３ 第一項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第

五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達

するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減

額を請求することができる。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第五条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第十三

条第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十七条第三項の規定による部分払の

ための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に

供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

 （一括委任又は一括下請負の禁止） 

第六条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機

能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 

 （下請負人の通知） 

第七条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を

請求することができる。 

 

 （特許権等の使用） 

第八条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保

護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施

工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た

だし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権

等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注

者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

 

 （監督員） 

第九条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。



監督員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限

とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定

めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は

協議 

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し

た詳細図等の承諾 

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験

若しくは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ

れの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を

委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけれ

ばならない。 

５ 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾

及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

６ 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰

属する。 

 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると

ころにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの

者を変更したときも同様とする。 

一 現場代理人 

二 主任技術者又は監理技術者 

三 専門技術者（建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の二に規定する技術者

をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行う

ほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同

条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受

注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及

び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、

現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せ

ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通

知しなければならない。 

５ 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることがで

きる。 

 

 （履行報告） 

第十一条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に



報告しなければならない。 

 

 （工事関係者に関する措置請求） 

第十二条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術者又は専門技

術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著し

く不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要

な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（これらの者と

現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している

下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがある

ときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。 

３ 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者

に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること

ができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。 

 

 （工事材料の品質及び検査等） 

第十三条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその

品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）

を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを

使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の

負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内

に応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に

搬出してはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材

料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならな

い。 

 

 （監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第十四条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見

本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又

は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事につ

いては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書におい

て見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施

工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整



備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなけれ

ばならない。 

４ 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、

当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないた

め、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い

又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工すること

ができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適

切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったと

きは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。 

６ 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記

録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

 

 （支給材料及び貸与品） 

第十五条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与す

る建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡

場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者

の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合におい

て、当該検査の結果、その品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能が設計図書の定

めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者

に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第二

項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認め

たときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、

必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若

しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若

しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の

使用を受注者に請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の

品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負

代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって

不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその

返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 



11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監

督員の指示に従わなければならない。 

 

 （工事用地の確保等） 

第十六条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用

地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に

特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら

ない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当

該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物

件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当

該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡

さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担

しなければならない。 

５ 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者

の意見を聴いて定める。 

 

 （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第十七条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がそ

の改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該

不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発

注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第十三条第二項又は第十四条第一項から第三項までの規定に違反

した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査す

ることができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められ

る相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を

受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

 

 （条件変更等） 

第十八条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見し

たときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（こ

れらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

三 設計図書の表示が明確でないこと。 



四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的

又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を

発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、

その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむ

を得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長する

ことができる。 

４ 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認

められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなけ

ればならない。 

一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるも

の 発注者が行う。 

二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

うもの 発注者が行う。 

三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要

があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （設計図書の変更） 

第十九条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知し

て、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （工事の中止） 

第二十条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地

すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」

という。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害

を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認めら

れるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一

部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受

注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があ

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備

え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工

事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは



必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （受注者の請求による工期の延長） 

第二十一条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その

他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができな

いときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することが

できる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰

すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （発注者の請求による工期の短縮等） 

第二十二条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮

変更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別

の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期へ

の変更を請求することができる。 

３ 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （工期の変更方法） 

第二十三条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議

開始の日から七日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第二十一条の場合にあ

っては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の

請求を受けた日）から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議

開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 （請負代金額の変更方法等） 

第二十四条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知

する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することがで

きる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第二十五条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に

日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認



めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算

出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額

のうち変動前残工事代金額の千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じな

ければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指

数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から七日以内

に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行

うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前

のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ

か、請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ

レーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発

注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することがで

きる。 

７ 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議し

て定める。ただし、協議開始の日から七日以内に協議が整わない場合にあっては、発注

者が定め、受注者に通知する。 

８ 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を

行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、

協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 （臨機の措置） 

第二十六条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとら

なければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらか

じめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるとき

は、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しな

ければならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対

して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に

要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認

められる部分については、発注者が負担する。 

 

 （一般的損害） 

第二十七条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その

他工事の施工に関して生じた損害（次条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項に



規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害

（第五十一条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）の

うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 

 （第三者に及ぼした損害） 

第二十八条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠

償しなければならない。ただし、その損害（第五十一条第一項の規定により付された保

険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責め

に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその

損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善

良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合において

は、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

 （不可抗力による損害） 

第二十九条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、

当該基準を超えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができな

いもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は

工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、

その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十一条第一項の規定

により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」と

いう。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機

械器具であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十七条第三項

の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することがで

きるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第六

項において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担し

なければならない。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、

算定する。 

一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残

存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応

する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通

常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額か

ら損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とす



る。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の

額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け

に要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負

代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用す

る。 

 

 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第三十条 発注者は、第八条、第十五条、第十七条から第二十二条まで、第二十五条から

第二十七条まで、前条又は第三十三条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費

用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額

の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図

書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担す

べき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協

議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 （検査及び引渡し） 

第三十一条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならな

い。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に

受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検

査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、

発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物

を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引

渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代

金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注

者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前五

項の規定を適用する。 

 

 （請負代金の支払） 

第三十二条 受注者は、前条第二項（同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。

第三項において同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することがで

きる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に



請負代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項

において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、

その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日

数を超えた日において満了したものとみなす。 

４ 甲は、自己の責に帰するべき事由により、第一項の期限内に代金を支払わない場合に

は、乙に対し、政府契約の支払遅延防止法に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十

六号）第八条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする。 

 

 （部分使用） 

第三十三条 発注者は、第三十一条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、

工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。 

３ 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受

注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （前金払及び中間前金払） 

第三十四条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百

八十四号）第二条第四項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、

契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約（以下「保

証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の

四以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から十四日以内に

前払金を支払わなければならない。 

３ 受注者は、第一項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金

に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の二

以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合に

ついて準用する 

４ 受注者は、前項に中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又

は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合にお

いて、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を

行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額

の十分の四（第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六）から

受領済みの前払金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下

この条から第三十六条まで、第四十条及び第四十九条において同じ。）を差し引いた額

に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、

第二項の規定を準用する。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額

後の請負代金額の十分の五（第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは

十分の六）を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から三十日以内にそ

の超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第三十七条又は第三十八



条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額に中からその超過額

を控除することができる。 

７ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を総額した場合にお

いて、増額後の請負代金が減額前の請負代金以上の額であるときは、受注者は、その超

過額を返還しないものとし、増額後の請負代金が減額前の請負代金額未満の額であると

きは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金の十分の五）第三項

の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六）の額を差し引いた額を返

還しなければならない。 

８ 発注者は、受注者が第六項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、政府契約の支払遅延防止法に関する法律第八条の規定により計算した額の遅延利息

の支払を請求することができる。 

 

 （保証契約の変更） 

第三十五条 受注者は、前条第五項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払

金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発

注者に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わ

りその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

 （前払金の使用等） 

第三十六条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購

入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、

修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外

の支払に充当してはならない。 

 

 （部分払） 

第三十七条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料

（第十三条第二項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格し

たもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを

指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項

から第七項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請

求は、工期中四回を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出

来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならな

い。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、受注者の立

会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該

確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要が

あると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊し

て検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 



５ 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。

この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払

わなければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額

は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から

十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×（９／ 10－前払金額／請負代金額） 

７ 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合におい

ては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分

払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

 

 （部分引渡し） 

第三十八条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡

しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、

当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十一条中「工事」とあるのは「指

定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、

同条第五項及び第三十二条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と

読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第三十二条第一項の規定により請求することができる部

分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分

に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前

項の規定により準用される第三十二条第一項の請求を受けた日から十四日以内に協議が

整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額 

＝指定部分に相応する請負代金の額×（1－前払金額／請負代金額） 

 

 （第三者による代理受領） 

第三十九条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三

者を代理人とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は、当該第三者に対して第三十二条（第三十八条において準用する場合を含む。）又は

第三十七条の規定に基づく支払をしなければならない。 

 

 （前払金等の不払に対する工事中止） 

第四十条 受注者は、発注者が第三十四条、第三十七条又は第三十八条において準用され

る第三十二条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したに

もかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することがで

きる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨

を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があ

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備

え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工

事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは



必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （契約不適合責任） 

第四十一条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に

適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的

物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、そ

の履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することが

できない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、

発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期

間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請

求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすること

なく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の

追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 

 （履行遅滞の場合における損害金等） 

第四十二条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない

場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

につき、遅延日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額とする。 

 

 （公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第四十三条 第四条第一項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履

行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第一項各号のいずれかに

該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対し

て、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下こ

の条において「代替履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次の

各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行

業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 

一 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代

金として受注者に既に支払われたものを除く。） 

二 工事完成債務 

三 契約不適合に係る債務 

四 解除権 

五 その他この契約に係る一切の権利及び義務（第二十八条の規定により受注者が施工

した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。） 



３ 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号

に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 

４ 第一項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券

の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者

に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の

支払われた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 

 

 （発注者の解除権） 

第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。 

一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間

内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

三 第十条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達す

ることができないと認められるとき。 

五 第四十九条第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

六 受注者（受注者が共同企業体であるときは､その構成員のいずれかの者。以下この号

において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を

いう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号に

おいて「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定す

る暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与

していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイか

らホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の

購入契約その他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に、

発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の十

分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

３ 第一項第一号から第五号までの規定により、この契約が解除された場合において、第



四条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき

は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 

 

第四十五条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第一項の規定によるほか、必要

があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （受注者の解除権） 

第四十六条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

一 第十九条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少した

とき。 

二 第二十条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五（工期の十分の五が

六月を超えるときは、六月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、

その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解

除されないとき。 

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったと

き。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。 

 

 （解除に伴う措置） 

第四十七条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものと

し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を

受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めら

れるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査するこ

とができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第一項の場合において、第三十四条（第四十条において準用する場合を含む。）の規

定による前払金があったときは、当該前払金の額（第三十七条及び第四十一条の規定に

よる部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）

を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領

済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第四十七条の規定によると

きにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年２．６

パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前二条の規定によるときに

あっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出

来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければ

ならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若

しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されていると

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償し

なければならない。 



５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を

発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は

過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は

返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理

する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれ

らの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地

等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。こ

の場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を

申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を

負担しなければならない。 

８ 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について

は、この契約の解除が第四十七条の規定によるときは発注者が定め、前二条の規定によ

るときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び

第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の

意見を聴いて定めるものとする。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第四十八条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一

部を解除することができる。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、

その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。）第七条若しくは

同法第八条の二（同法第八条第一号又は第二号に該当する行為の場合に限る。）の規定

による排除措置命令を行ったとき、同法第七条の二第一項（同法第八条の三において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同

法第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による課徴金の納付を命じない旨の

通知を行ったとき。 

二 乙又は乙の代理人が刑法（明治四十年法律第四十五号）第九十六条の六若しくは同法

第百九十八条又は独占禁止法第八十九条第一項の規定による刑の容疑により公訴を提

起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第七条の二第十八項又は第二十

一項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しな

ければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第四十九条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は

一部を解除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基

づき、請負（契約）金額（本契約締結後、請負（契約）金額の変更があった場合には、変

更後の請負（契約）金額）の百分の十に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなけ

ればならない。 



一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第七条又は同法第八条の二

（同法第八条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排

除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第一項（同法

第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命

令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第七条の二第十八項又は

第二十一項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

四 乙又は乙の代理人が刑法第九十六条の六若しくは同法第百九十八条又は独占禁止法

第八十九条第一項の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息） 

第五十条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当

該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計

算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（契約不適合責任期間等） 

第五十一条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十一条第四項又は第五項

（第三十八条においてこれらの規程を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以

下この条において単に「引渡し」という。）を受けた後、当該目的物に契約不適合を

発見した際には、速やかに業者に通知を行い、一年が経過する日まで、契約不適合を

理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求、又は契約の解除

（以下この条において「請求等」という。）をすることができる。 

２ 前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間（以下「契約不適合責任期間」

という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において発注者

が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、

契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

３ 発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求の根拠となる契約不適合に関

し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすること

ができる。 

４ 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下

この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知

り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日ま

でに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求

等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契

約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求

等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであると

きには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところ

による。 



７ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一

項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に

関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを

知っていたときは、この限りでない。 

８ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督

員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請

求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であること

を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

 （火災保険等） 

第五十二条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において

同じ。）等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（こ

れに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わる

ものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付した

ときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

 （あっせん又は調停） 

第五十三条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき

協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契

約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設

業法による中央建設工事紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせ

ん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しく

は監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負

人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争

については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項

の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同

条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の

あっせん又は調停を請求することができない。 

 

 （仲裁） 

第五十四条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停

により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合

意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

 （情報通信の技術を利用する方法） 

第五十五条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請

求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限

りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければな

らない。 

 



 （補則） 

第五十六条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが

協議して定める。 

 



〔別添〕 

［裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。］ 

 

仲 裁 合 意 書 

 

   工事名   霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

 

   工事場所  茨城県つくば市八幡台１－１ 

         国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  

         霊長類医科学研究センター 

 

令和８年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争について

は、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付

し、その仲裁判断に服する。 

 

管轄審査会名      建設工事紛争審査会 

［管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項

に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。］ 

 

令和８年  月  日 

 

発注者  契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長  中 村  祐 輔    印 

 

 

受注者   

                         印 

 



〔裏面〕 

仲裁合意書について 

 

(一) 仲裁合意について 

仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約す

る当事者間の契約である。 

仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た

とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 

(二) 建設工事紛争審査会について 

建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する

紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっ

せん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下

「中央審査会」という。）は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会（以下「都

道府県審査会」という。）は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、

原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、

都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当

事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 

審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別

委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。

また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を

有する者である。 

なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁

法の規定が適用される。 

 



質 疑 書 
 

契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 

 

 

住 所  

 

氏 名(社名) 

 

 

件 名 ： 霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

 

上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。 

質 疑 事 項 

 

質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までに

メールにてご提出ください。 

 

提出期限：令和８年６月２４日（水）１７時００分 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 筑波総務課 ando.i@nibn.go.jp 

                saito.hi@nibn.go.jp  

 



ご担当者連絡先 

 

件名：霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式  

 

所属部署 
 

担当者名 
 

電話番号 
 

メールアドレス 
 

質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。 

 

提出期限：令和８年６月２４日（水）１７時００分 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：筑波総務課 ando.i@nibn.go.jp 

                saito.hi@nibn.go.jp 

 



競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類 
 

 

 

１ 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写 

 

２ 誓約書（２種類） 

 

３ 保険料納付に係る申立書 

 

４ その他参考資料 

会社履歴書等 

 

５ 提出部数 各１部 

 

６ 提出期限 令和８年７月１日（水）１７時００分まで 

 



契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 

 

誓 約 書 
 

弊社は、「霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式」の入札にお

いて、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確

約致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 

 

商号又は名称 

及び代表者氏名               ○印  

 

 



契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 

誓 約 書 

 

弊社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当すること

はありません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は暴

力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１） 暴力的な要求行為を行う者 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者 

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

住   所                 

 

商号又は名称                

 

及び代表者氏名             ○印 

 

 



（別紙様式） 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国

健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近

２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料

をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。 

なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問

わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参

加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 

また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求めら

れたときは、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

（住 所） 

                       

（名 称） 

                       

（代表者） 

                     印 

 

 

契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 



入 札 書 
 

 

件名 霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

 

 

金                  円也 

 

 

 

入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

（競争参加者）  

住 所 

 

 

称号又は名称 

 

 

代表者職氏名               ○印  

 

 

 

 

 契約担当役 

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

  理事長 中村 祐輔  殿 

 



                                

 

 

           入    札    書  

 

記載要領  

 

 

   

 

                                   

                                   

 １ . 入 札 件 名          ○○○○○○○○               

                                   

                                   

 ２ . 入 札 金 額         ￥                       

                                   

                                   

 入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札

します。                                   

                                   

   令和   年   月   日                      

                                   

 

               

               

    

 

 

 

 

 

 契約担当役  

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  

 理事長  中村  祐輔   殿  

                                      

  

 

（ 競争参加者 ）  

  住  所   【 記載要領 】 （ ２ ） 及び 

       （ ３ ） の「 例 」参照  

 

  氏  名  

 



【 記 載 要 領 】        

 

  （ １ ）  競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び  

     代表者の氏名を記載すること。 

 

    （ ２ ）   第１回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権  

     限を年間委任された代理人の氏名 、印にて作成すること。 

 

「 例 １ ： 契約権限を有する代表者本人の場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     東京都○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 

                    代表取締役   △△ △△  印  

「 例 ２ ： 契約権限を年間委任された代理人の場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     東京都○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 

                    代表取締役   △△ △△ 

    代理人  

      住   所     大阪市○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□  大阪支店  

                    大阪支店長   △△ △△    印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  （ ３ ）  第２回目以降代理人 （復代理人 ） が入札する場合は、入札書に  

     競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人 （復代理人 ）  

     であることの表示並びに当該代理人 （復代理人 ）の氏名を記入し  

     て押印すること。 

 

 

「 例 １ ： 契約権限を有する代表者本人の代理人の場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     大阪市○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 大阪支店  

                    代表取締役   △△ △△ 

      代  理  人               ○○ ○○   印  

「 例 ２ ： 契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した  

    場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     東京都○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 

                    代表取締役   △△ △△ 

      復代理人               ○○ ○○      印  

 

 

  （ ４ ）  記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。  

 

  （ ５ ）  落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の  

     １ ０ ％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、  

     入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者で 

     あるかを問わず、見積もった契約金額の１ １ ０分の１ ０ ０に相当する  

     金額を入札書に記入すること。 

 

（ ６ ）  工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入

札書に添付すること。 
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入 札 辞 退 届 
 

 

 

 

件 名：霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

 

 

 

 

  上記の入札件名について、都合により辞退します。 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 

 

 

                                入 札 者 

 

                                    住 所 

 

                                    氏 名( 社 名 ) 

 



委 任 状 
 

 

私は、          を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 

 

 

記 

 

委任事項 

令和８年７月３日開札 件名「霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 

一式」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。 

 

 

代 理 人 

 

氏 名                               ○印  

 

 

令和  年  月  日   

 

 

委 任 者 

 

住 所 

 

商号又は名称 

 

 

代表者職氏名                               ○印  

 

 

契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 



年 間 委 任 状 
 

 

私は、下記受任者を代理人と定め令和  年  月  日から令和  年  

月  日までの間における  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 と

の下記事項に関する権限を委任します。 

 

 

記 

 

１．見積、入札及び契約の締結に関すること。（契約の変更、解除に関すること

を含む） 

２．契約物件の納入及び取下げに関すること。 

３．契約代金の請求及び受領に関すること。 

４．復代理人を選任すること。 

５．共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 

    【工事契約以外の場合は除く】 

（ただし、３については、上記期間満了日の翌々月末までとする。） 

 

令和  年  月  日 

 

 

契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 

 

委任者 

本社・本店所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名                  ○印 

 

 

受任者 

支店等所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名                  ○印 

 



（事務連絡）  

 

件名：霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

 

ご担当者連絡先及び質疑書について 
 

「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体

（電子文書ファイル）で提出をお願いいたします。 

 

 

〒３０５－０８４３ 

茨城県つくば市八幡台１－１ 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 

 筑波総務課 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ando.i@nibn.go.jp 

                saito.hi@nibn.go.jp 

 

 

期限について 
 

ご担当者連絡先・質疑書 ：令和８年６月２４日（水）１７時００分まで 

競争参加資格確認関係書類：令和８年７月１日（水）１７時００分まで 

入札書         ：令和８年７月２日（木）１７時００分まで 

開札日の日時      ：令和８年７月３日（金）１４時００分  

 

 

 



入札参加改善に向けたアンケート 

案件名 霊長類医科学研究センター機械棟新設工事 一式 

公告種別 一般競争入札 

すべての事業者様に

お伺いいたします。 

該当箇所に  をお願

いします。 

（質問）入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか 

□ １ 特に問題はなかった 

□ ２ 期間が短かかった 

   （具体的な必要期間：                                       ） 

参加（応募）頂けない

事業者様の理由をお

聞かせください。 

該当箇所に  をお願

いします。 

□ １ 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 

□ ２ 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、 

判断できなかった。 

□ ３ 業務内容に一部扱えない業務があった。 

   （具体的業務：                                           ） 

□ ４ 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 

□ ５ 求められる業務実績の要件が厳しかった。 

   （厳しいと考えられた業務実績：                                ） 

□ ６ 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 

□ ７ 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足し

ている。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 

□ ８ 入札公告（公示）又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が

短かった。 

□ ９ その他：自由記載 

                                               

 

 

 

補足 

【すべての事業者様・ 

自由回答】  

仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 

 

 

 

ご意見・ご要望 

【すべての事業者様・ 

自由回答】  

 

 

 

 

事業者名（任意）  

ご担当者（任意）  

ご連絡先（任意）  

 ご協力頂きましてありがとうございました。                   

                                    国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 

                                                          総務部会計課 


